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Ө

ӻӨ 計画策定の背景及び目的Ө

本町では、平成１８年に「美郷町障害者計画」及び「美郷町障害福祉計画」を、平成３０年には「美郷町

障害児福祉計画」を策定しました。これらの３つの計画は、時代の変化や障がい者のニーズに的確に対

応するための見直しを重ねながら、障がい者の日常生活の支援や社会参加の促進、権利擁護の推進な

ど様々な施策を実施してきました。Ө

この間、国においても障がい者に関連する制度は大きく進展してきました。Ө

平成１８年に身体障害・知的障害・精神障害の３障がいの福祉サービスの内容を一元化する障害者

自立支援法が施行され、制度の抜本的な見直しが行われて以降、障害者基本法の改正や障害者総合

支援法が施行されるとともに、平成２６年には障害者の権利に関する条例を批准し、平成２８年には、

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）が施行されています。Ө

また、平成２８年には障害者総合支援法が改正され、地域生活の支援を進めるための新たなサービ

スの創設や高齢障がい者の介護サービスの円滑な利用、障がい児支援のニーズへの対応などの取組

が盛り込まれ、その後も文化芸術活動の推進など様々な関係法令の整備が進められました。Ө

令和４年においては、地域生活の支援体制の充実など、障がいのある人等の地域生活や就労支援の

強化等により、障がい者等が希望する生活を実現するために障害者総合支援法の改正が行われ、今後、

障がい者や難病患者等が安心して暮らし続けることができる地域共生社会の構築により取り組んで

いくことが示されました。Ө

本町においても、障がいのある人もない人も共に支え合いながら安心して暮らせる町づくりを目指

し、平成２８年９月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する美郷町職員対応要領」を策定し合

理的配慮の義務化や障がい理解教育等に取り組むとともに、平成３１年４月に地域の社会資源を活か

した、障がい者の日常生活を支援するための地域生活支援拠点等の整備、災害時における支援体制の

整備など、障がいのある人やその家族が地域で安心して生活できる環境づくりを推進してきました。

しかし、一方では障がいのある人の高齢化や重度化等も進んでいる現状があり、障がいのある人が希

望する地域生活の継続・実現には、必要なサービス量の確保と適切な支援のさらなる実施が求められ

ており、より時代とニーズに即した障害施策の推進や精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム

等の構築などが必要となっています。Ө

本町では、こうした背景をもとに、障がいのある人やその家族、難病患者等が地域や職場で生きが

い・役割を持ち、その人らしく安心して暮らすことができる体制の構築に向け、国の障害者基本計画

（第５次）における施策の基本的な方向性やこれまでの取組における課題等を踏まえ、当事者のニーズ

に即した総合的かつ横断的な障害者施策を展開し、当町が目指す「健やか・安心・思いやりのまちづく

り」の実現につなげていくため、本計画を策定しました。Ө

第 ӻ章Ө 計画の策定にあたってӨ
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ӼӨ 計画の位置づけӨ

Ө

（１）Ө 第３期美郷町障害者計画Ө

障害者基本法に規定される「市町村障害者計画」であり、計画の策定にあたっては、国の障害者

基本計画及び秋田県障害者計画を基本として、障がい者の自立と社会参加の支援等のための施

策の基本方針や目標を総合的かつ計画的に推進するための最も基本的な計画です。Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

（Ӽ）Ө 第７期美郷町障害福祉計画Ө

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）に基づき、

障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保を目的に策定する計画で

す。（計画は３年１期）Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

（ӽ）Ө 第３期美郷町障害児福祉計画Ө

児童福祉法に基づき、障害児通所、障害児入所支援及び障害児相談支援の提供体制を整備し、

障害児通所支援等の円滑な実施の確保を目的に策定する計画です。（計画は３年１期）Ө

Ө

Ө

Ө ３つの計画は根拠法が異なりますが、いずれも障がい福祉に関する計画であることから、一体的に策

定することとし、「美郷町総合計画」を上位計画に、「地域福祉計画」「高齢者福祉計画」など他の福祉関

係計画と連携し推進していきます。Ө

Ө

障害者基本法Ө 第１１条第３項Ө

市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者基本計画を基本とするととも

に、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者

のための施策に関する基本的な計画（以下「市町村障害者計画」という。）を策定

しなければならない。Ө

障害者総合支援法Ө 第８８条第１項Ө

市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他こ

の法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「市町村障害福祉計画」と

いう。）を定めるものとする。Ө

児童福祉法Ө 第３３条の２０第１項Ө

市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体

制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計
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Ө

Ө

ӽӨ 計画の期間Ө

障害者計画は、令和６年度から令和１１年度までの６か年を計画期間とします。中期的なスパンから

施策を構築し、より効果的な事業展開を図るため、地域の実情によって柔軟な期間設定ができるとす

る国の基本方針を踏まえ、６年間としたものです。Ө

第７期障害福祉計画・第３期障害児福祉計画については、国が令和６年度から令和８年度までの３年

間について基本方針を示していることから、３年間の目標値等を定めます。令和９年度から令和１１年

度までの障害福祉計画・障害児福祉計画については、令和８年度に国の基本方針に鑑みた上で、目標

値等を定めることとします。Ө

なお、同計画の策定にあたり、障害者計画の内容については、必要に応じて中間見直しを行うこと

とします。Ө

平成 
30 
年度 

令和 
元 
年度 

令和 
２ 
年度 

令和 
３ 
年度 

令和 
４ 
年度 

令和 
５ 
年度 

令和 
６ 
年度 

令和 
７ 
年度 

令和 
８ 
年度 

令和 
９ 
年度 

令和 
10 
年度 

令和 
11 
年度 

第５期障害福祉計画 
第１期障害児福祉計画 

第６期障害福祉計画 
第２期障害児福祉計画 

第７期障害福祉計画 
第３期障害児福祉計画 

第８期障害福祉計画 
第４期障害児福祉計画 

H28～ 第２期美郷町障害者計画 第３期美郷町障害者計画 
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ӾӨ 計画の策定体制Ө

（１）Ө 美郷町総合支援協議会Ө

障害者総合支援法第８９条の３の規定により障がいのある人への支援体制の整備を目的として

設置された、本町の障がい者団体や保健及び福祉関係者等で構成された協議会で諮問し、答申

をいただきました。Ө

Ө

（２）Ө アンケート調査の実施Ө

障がいのある人の生活実態、障害福祉サービス等の利用状況及び今後の利用意向、福祉政策

への意見、要望などを聞き取りし、計画策定の基礎資料とするためアンケート調査を実施しました。Ө Ө

Ө

実施期間：令和ӿ年ԁ月ӼӾ日～令和ӿ年Ԃ月ӽӻ日（結果詳細は ӻԀページ参照）Ө

Ө

（ӽ）Ө パブリックコメントの実施Ө

第３期美郷町障害者計画・第７期美郷町障害福祉計画・第３期美郷町障害児福祉計画Ө 素案に

対する意見募集（パブリックコメント）を行いました。Ө

Ө

Ө Ө Ө Ө Ө Ө 意見募集の期間：令和Ԁ年ӽ月 ӻ日（金）～令和Ԁ年ӽ月Ԃ日（金）Ө

Ө

Ө
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第２章 障がい福祉の現状と課題

5

1 障がいのある人を取り巻く現状

(１) 障害者手帳の交付状況

障害者手帳の交付状況は全体で平成３０年度の１，６３２人から令和４年度は１，３８２人と減少して

おり、総人口に占める障がい者の割合も８.３２％から７.６５％と０.６７ポイント減となっています。手帳

種別では、身体障害者手帳・療育手帳所持者は年々減少しておりますが、精神保健福祉手帳所持者は

増加傾向となっています。

【単位】人

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

身体障害者手帳 １，３１７ １，２５０ １，１９２ １，１２９ １，０７０

療育手帳 １８７ １８６ １５８ １５５ １５０

精神保健福祉手帳 １２８ １３４ １４５ １４５ １６２

合計 １，６３２ １，５７０ １，４９５ １，４２９ １，３８２

総人口 １９，６０７ １９，２２５ １８，８５２ １８，４３４ １８，０６６

対人口比率 ８.３２% ８.17% ７.93% ７.75% ７.6５%

第 2 章 障がい福祉の現状と課題
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6

(2) 身体障害者手帳所持者の推移

身体障害者手帳の所持者数は、平成３０年度末の１，３１７人から２４７人減の１，０７０人となっており、

年々減少しております。６５歳未満はほぼ横ばいで推移しておりますが、６５歳以上の所持者数が大き

く減少しています。障害種別では肢体不自由が多く全体の約６割を占めています。

【単位】人

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

種

別

視覚 ７９ ７８ ７６ ７５ ６５

聴覚 １００ １０３ １０１ ９７ ８８

平衡 ０ ０ ０ ０ ０

音声・言語 ４ ３ ２ ２ １

そしゃく ０ ０ ０ ０ ２

肢体不自由 ８６２ ８０５ ７５８ ７１２ ６５７

内部 ２７２ ２６１ ２５５ ２４３ ２５７

等

級

１級 ３５８ ３２７ ３１０ ３０３ ２６９

２級 ２６０ ２４２ ２２７ ２０３ １８８

３級 ２４０ ２２９ ２２０ ２０６ １９６

４級 ３２０ ３１１ ３１０ ２８６ ２９２

５級 ７７ ７８ ６５ ７１ ６２

６級 ６２ ６３ ６０ ６０ ６３

合計 １，３１７ １，２５０ １，１９２ １，１２９ １，０７０
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年齢階層別の状況

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

1８

歳

未

満

１８

歳

以

上

６５

歳

未

満

６５

歳

以

上

1８

歳

未

満

１８

歳

以

上

６５

歳

未

満

６５

歳

以

上

1８

歳

未

満

１８

歳

以

上

６５

歳

未

満

６５

歳

以

上

1８

歳

未

満

１８

歳

以

上

６５

歳

未

満

６５

歳

以

上

1８

歳

未

満

１８

歳

以

上

６５

歳

未

満

６５

歳

以

上

種

別

視覚 ０ ８ ７１ ０ ８ ７０ ０ ９ ６７ ０ ８ ６７ ０ ８ ５７

聴覚 １ １６ ８３ １ １５ ８７ １ １３ ８７ １ １３ ８３ １ １３ ７４

平衡 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

音声・言語 ０ １ ３ ０ １ ２ ０ １ １ ０ ０ ２ ０ ０ １

そしゃく ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １

肢体不自由 ５ １４７ ７１０ ５ １３３ ６６７ ７ １１９ ６３２ ６ １１３ ５９３ ４ １０６ ５４７

内部 １ ４５ ２２６ ２ ４７ ２１２ ２ ４３ ２１０ １ ４２ ２００ ３ ４７ ２０７

等

級

１級 ３ ６９ ２８６ ３ ６８ ２５６ ３ ６１ ２４６ ３ ６３ ２３７ ３ ６２ ２０４

２級 ０ ３９ ２２１ ０ ３４ ２０８ １ ３２ １９４ １ ２９ １７３ １ ２５ １６２

３級 １ ４０ １９９ ２ ３７ １９０ １ ３３ １８６ １ ２８ １７７ １ ２７ １６８

４級 ２ ４１ ２７７ ２ ４１ ２６８ ２ ３７ ２７１ １ ３２ ２５３ ３ ３４ ２５５

５級 ０ １９ ５８ ０ １６ ６２ ０ １４ ５１ ０ １５ ５６ ０ １５ ４７

６級 １ ９ ５２ １ ８ ５４ ３ ８ ４９ ２ ９ ４９ ０ １２ ５１

総 計 １，３１７ １，２５０ １，１９２ １，１２９ １，０７０

【単位】人
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年齢階層別の状況

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度
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歳
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歳
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歳
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歳
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満

１８
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歳
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歳

以

上

1８

歳
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１８

歳
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歳
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歳
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1８

歳

未

満

１８

歳

以

上

６５

歳

未

満

６５

歳

以

上

種

別

視覚 ０ ８ ７１ ０ ８ ７０ ０ ９ ６７ ０ ８ ６７ ０ ８ ５７

聴覚 １ １６ ８３ １ １５ ８７ １ １３ ８７ １ １３ ８３ １ １３ ７４

平衡 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

音声・言語 ０ １ ３ ０ １ ２ ０ １ １ ０ ０ ２ ０ ０ １

そしゃく ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １

肢体不自由 ５ １４７ ７１０ ５ １３３ ６６７ ７ １１９ ６３２ ６ １１３ ５９３ ４ １０６ ５４７

内部 １ ４５ ２２６ ２ ４７ ２１２ ２ ４３ ２１０ １ ４２ ２００ ３ ４７ ２０７

等

級

１級 ３ ６９ ２８６ ３ ６８ ２５６ ３ ６１ ２４６ ３ ６３ ２３７ ３ ６２ ２０４

２級 ０ ３９ ２２１ ０ ３４ ２０８ １ ３２ １９４ １ ２９ １７３ １ ２５ １６２

３級 １ ４０ １９９ ２ ３７ １９０ １ ３３ １８６ １ ２８ １７７ １ ２７ １６８

４級 ２ ４１ ２７７ ２ ４１ ２６８ ２ ３７ ２７１ １ ３２ ２５３ ３ ３４ ２５５

５級 ０ １９ ５８ ０ １６ ６２ ０ １４ ５１ ０ １５ ５６ ０ １５ ４７

６級 １ ９ ５２ １ ８ ５４ ３ ８ ４９ ２ ９ ４９ ０ １２ ５１

総 計 １，３１７ １，２５０ １，１９２ １，１２９ １，０７０

【単位】人
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(3) 療育手帳所持者の推移

療育手帳の所持者数は、ほぼ横ばいで推移していますが、程度別にみるとＡ判定の人は平成３０年

度末の９５人から１０人減の８５人となっており、Ｂ判定の人は平成３０年度末の９２人から６人増の９８

人となっております。

【単位】人

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

程

度

別

Ａ ９５ ９２ ９４ ９０ ８５

Ｂ ９２ ９４ ９９ １０５ ９８

合計 １８７ １８６ １９３ １９５ １８３

116人 115人 118人 111人 112人
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(4) 精神保健福祉手帳所持者の推移

精神保健福祉手帳の所持者数は、平成３０年度末の１２８人から３４人増の１６２人となっており、

年々増加しております。２級の所持者が最も多くなっています。

【単位】人

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

程

度

別

１級 ２７ ２５ ３０ ３０ ３３

２級 ７３ ７７ ７８ ７８ ９１

３級 ２８ ３２ ３７ ３７ ３８

合計 １２８ １３４ １４５ １４５ １６２

第 2章　障がい福祉の現状と課題
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(4) 精神保健福祉手帳所持者の推移

精神保健福祉手帳の所持者数は、平成３０年度末の１２８人から３４人増の１６２人となっており、

年々増加しております。２級の所持者が最も多くなっています。

【単位】人

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

程

度

別

１級 ２７ ２５ ３０ ３０ ３３

２級 ７３ ７７ ７８ ７８ ９１

３級 ２８ ３２ ３７ ３７ ３８

合計 １２８ １３４ １４５ １４５ １６２

第２章 障がい福祉の現状と課題
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（5) 自立支援医療受給者の状況

更生医療は、身体障害者手帳を交付された１８歳以上の方が利用しており、人工透析を受けている

方が最も多く、次いで人工股関節の手術を受けられる方が主に利用しています。育成医療は１８歳未

満の身体に障がいのある児童で、指定育成医療機関における入院、手術、外来通院により、確実な治

療効果が期待できる児童を対象とする医療費助成制度です。そしゃく機能に関する医療を受けられる

児童が最も多く利用しています。

実利用者数 【単位】人

（6） 特定医療費（指定難病）、小児慢性特定疾病医療受給者の状況

特定医療費（指定難病）、小児慢性特定疾病医療の受給者数は共に横ばいとなっています。

特定医療（指定難病）で最も多い疾患は潰瘍性大腸炎で、次いでクローン病、全身性エリテマトーデ

ス、パーキンソン病等となっています。小児慢性特定疾病の疾患で最も多いのは悪性新生物群です。

受給者数 【単位】人

資料：仙北地域振興局福祉環境部（大仙保健所）

令和２年度 令和３年度 令和４年度

更生医療 ４３ ３７ ３３

育成医療 ７ ８ ６

精神通院医療 ２９５ ２９９ ３２６

総数 ３４５ ３４４ ３６５

令和２年度 令和３年度 令和４年度

特定医療費（指定難病） １３５ １３６ １３４

小児慢性特定疾病医療 １６ １４ １４

総 数 １５１ １５０ １４８

第 2章　障がい福祉の現状と課題 第 2章　障がい福祉の現状と課題
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2 障がいのある人の教育環境・就労状況

（１） 障がい児保育・特別支援教育の状況

保育所等における障がい児の受け入れ状況、特別支援学校等への通学状況、小学校・中学校の特別

支援学級の状況の推移をみると、概ね横ばいで推移しています。年々児童・生徒数は減少しているた

め、比率としては年々高くなっております。

このほか、通常学級において配慮を必要とする児童・生徒に対する支援として、通級指導教室と学

校支援員の配置があります。

保育所等において配慮を要する児童の受け入れ状況（３地区合計・各年度末現在）

令和２年度 令和３年度 令和４年度

認定こども園 ３５人 ４５人 ３６人

放課後児童クラブ ３５人 ３６人 ４１人

資料：美郷町教育推進課

特別支援学校等への通学状況（各年度４月１日現在）

令和３年度 令和４年度 令和５年度

小学部 ６人 ７人 ６人

中学部 １１人 ７人 ８人

高等部 １２人 １５人 １４人

計 ２９人 ２９人 ２８人

資料：大曲支援学校

小学校・中学校の特別支援学級の状況（各年度４月１日現在）

令和３年度 令和４年度 令和５年度

小学校
児童数（人） ３５ ３６ ３４

学級数（学級） ８ ８ ９

中学校
児童数（人） １４ １５ １９

学級数（学級） ３ ３ ４

資料：美郷町教育推進課
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2 障がいのある人の教育環境・就労状況

（１） 障がい児保育・特別支援教育の状況

保育所等における障がい児の受け入れ状況、特別支援学校等への通学状況、小学校・中学校の特別

支援学級の状況の推移をみると、概ね横ばいで推移しています。年々児童・生徒数は減少しているた

め、比率としては年々高くなっております。

このほか、通常学級において配慮を必要とする児童・生徒に対する支援として、通級指導教室と学

校支援員の配置があります。

保育所等において配慮を要する児童の受け入れ状況（３地区合計・各年度末現在）

令和２年度 令和３年度 令和４年度

認定こども園 ３５人 ４５人 ３６人

放課後児童クラブ ３５人 ３６人 ４１人

資料：美郷町教育推進課

特別支援学校等への通学状況（各年度４月１日現在）

令和３年度 令和４年度 令和５年度

小学部 ６人 ７人 ６人

中学部 １１人 ７人 ８人

高等部 １２人 １５人 １４人

計 ２９人 ２９人 ２８人

資料：大曲支援学校

小学校・中学校の特別支援学級の状況（各年度４月１日現在）

令和３年度 令和４年度 令和５年度

小学校
児童数（人） ３５ ３６ ３４

学級数（学級） ８ ８ ９

中学校
児童数（人） １４ １５ １９

学級数（学級） ３ ３ ４

資料：美郷町教育推進課
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（２） 障がい者の雇用・就労状況

民間企業（管内）における雇用状況の推移をみると、常用労働者に対する障がい者の実雇用率はい

ずれも、秋田県、全国の実雇用率を上回っております。

これまで民間企業の法定雇用率は２.３％、法定雇用率対象事業所における常時雇用する労働者は

４３.５人以上とされていましたが、障害者雇用促進法の改正により２０２４年４月から法定雇用率が段

階的に引き上げられることが決まりました。これに伴い障がい者１人雇用しなければならない事業主

の範囲も更に広がることになります。

また、県や市町村における公的機関の法定雇用率は２.６％ですが、美郷町役場は例年上回っており

ます。（美郷町では町長部局と教育委員会部局を合算して集計しています。）

民間企業（管内）における雇用状況（常用労働者４３.５人以上の規模の企業）（各年度６月１日現在）

令和３年度 令和４年度 令和５年度

企業数 ９０件 ９３件 ９５件

常用労働者数 １１，０７０.５人 １１，１７３.０人 １１，８３５.０人

障がい者数 ２６０.５人 ２６２.０人 ２７６.５人

実雇用率 ２.３５％ ２.34% ２.47%

秋田県実雇用率 ２.２１％ ２.29% ２.40%

全国実雇用率 ２.20％ ２.25% ２.33%

雇用達成企業数 ６５件 ６４件 ７１件

達成企業割合 ７２.２０% ６８.８０% ７４.７３%

資料：ハローワーク大曲・角館

管内における就職者の状況（各年度末現在）

その他：発達障害、難病等の慢性疾患、高次脳障害など

資料：ハローワーク大曲・角館

令和２年度 令和３年度 令和４年度

身体障がい者 ３２人 ２０人 ２７人

知的障がい者 １５人 １４人 ８人

精神障がい者 ２６人 ３５人 ５６人

その他 １２人 １３人 １１人

合計 ８５人 ８２人 １０２人
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庁内（美郷町役場）における障がい者の雇用状況（各年度６月１日現在）

令和３年度 令和４年度 令和５年度

職員数 ３１５.５人 ３２５.０人 ３２８.５人

障がい者数 ９.０人 ９.０人 １０.０人

障がい者の実雇用率 ２.８５% ２.７７% ３.０４%

法定雇用率 ２.６０% ２.６０% ２.６０%

資料：秋田労働局「障害者雇用状況」、美郷町総務課

（３） 障がい者就労施設等からの物品等の調達状況

町では、障がい者就労施設等の受注機会の増大を目的として、「美郷町障害者就労施設等からの物

品等の調達方針」を定め、障がい者就労施設等からの物品及び役務の調達に努めています。

庁内における就労施設等からの物品等の調達状況は、令和４年度は調達件数が５件、調達額は

８，８８１，０７３円となっています。物品では、その他の物品としてスノーポールの調達、役務では清掃、

施設管理として公園や体育館の清掃依頼の金額が大半を占めています。

令和２年度 令和３年度 令和４年度

物

品

事務用品・書籍 － － － － － －

食料品・飲料 １件 １１，４００円 １件 ２６，４００円 １件 ２６，４００円

小物・雑貨 － －

その他の物品 １件 ２，９９７，５００円 １件 ３，５９７，０００円 １件 ６，１０５，０００円

小 計 ２件 ３，００８，９００円 ２件 ３，６２３，４００円 ２件 ６，１３１，４００円

役

務

印刷 － － － － － －

クリーニング － － － － － －

清掃・施設管理 ３件 ２，６４６，８６３円 ３件 ２，６７６，８４３円 3 件 ２，７４９，６７３円

情報処理・テープ起こし － － － － － －

飲食店等の運営 － － － － － －

その他の役務 － － － － － －

小 計 ３件 ２，６４６，８６３円 ３件 ２，６７６，８４３円 3 件 ２，７４９，６７３円

総 計 ５件 ５，６５５，７６３円 ５件 ６，３００，２４３円 5 件 ８，８８１，０７３円

第 2章　障がい福祉の現状と課題

13



第２章 障がい福祉の現状と課題

13

庁内（美郷町役場）における障がい者の雇用状況（各年度６月１日現在）

令和３年度 令和４年度 令和５年度

職員数 ３１５.５人 ３２５.０人 ３２８.５人

障がい者数 ９.０人 ９.０人 １０.０人

障がい者の実雇用率 ２.８５% ２.７７% ３.０４%

法定雇用率 ２.６０% ２.６０% ２.６０%

資料：秋田労働局「障害者雇用状況」、美郷町総務課

（３） 障がい者就労施設等からの物品等の調達状況

町では、障がい者就労施設等の受注機会の増大を目的として、「美郷町障害者就労施設等からの物

品等の調達方針」を定め、障がい者就労施設等からの物品及び役務の調達に努めています。

庁内における就労施設等からの物品等の調達状況は、令和４年度は調達件数が５件、調達額は

８，８８１，０７３円となっています。物品では、その他の物品としてスノーポールの調達、役務では清掃、

施設管理として公園や体育館の清掃依頼の金額が大半を占めています。

令和２年度 令和３年度 令和４年度

物

品

事務用品・書籍 － － － － － －

食料品・飲料 １件 １１，４００円 １件 ２６，４００円 １件 ２６，４００円

小物・雑貨 － －

その他の物品 １件 ２，９９７，５００円 １件 ３，５９７，０００円 １件 ６，１０５，０００円

小 計 ２件 ３，００８，９００円 ２件 ３，６２３，４００円 ２件 ６，１３１，４００円

役

務

印刷 － － － － － －

クリーニング － － － － － －

清掃・施設管理 ３件 ２，６４６，８６３円 ３件 ２，６７６，８４３円 3 件 ２，７４９，６７３円

情報処理・テープ起こし － － － － － －

飲食店等の運営 － － － － － －

その他の役務 － － － － － －

小 計 ３件 ２，６４６，８６３円 ３件 ２，６７６，８４３円 3 件 ２，７４９，６７３円

総 計 ５件 ５，６５５，７６３円 ５件 ６，３００，２４３円 5 件 ８，８８１，０７３円

第２章 障がい福祉の現状と課題

14

3 各種福祉サービス等の状況

（１） 障害支援区分の状況

障害福祉サービスには、日常的に必要な支援を受けられる介護給付と、自立した生活に必要な知識

や技術を身に付ける訓練等給付があります。このうち介護給付では、利用希望者の必要度において適

切なサービスが利用できるよう障害支援区分を認定（認定有期間最長３年）しています。

令和２～３年度は新型コロナウイルス感染予防のための臨時的な取り扱い（※）を行った件数は含ん

でおりません。そのため令和４年度に認定を行っており件数が多くなっています。

【単位】件

障害支援区分 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

区分１ ０ ０ ０ ０ ０

区分２ ６ １０ ６ ６ １１

区分３ ９ ９ ２１ １０ １３

区分４ １２ １３ ９ ９ １９

区分５ ７ １２ ３ ６ １０

区分６ １９ １２ ６ １０ １９

合 計 ５３ ５６ ４５ ４１ ７２

※新型コロナウイルス感染症への感染拡大を図る観点から、障害支援区分の認定調査の対象者への面会が困難

な場合においては、臨時的な取り扱いとして障害支援区分の認定の有効期間について、従来の期間に新たに

１２ヶ月までの範囲内で市町村が定める期間を合算できることとしました。（令和２年３月５日厚生労働省社

会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、精神・障害保健課事務連絡）

（２） 障害福祉サービス事業費の状況

障害福祉サービス費用状況の推移をみると、障がい者数は年々減少していますが、サービス利用費

は増加傾向です。特に訪問系サービス、居住系サービス、障害児通所支援が高くなっています。高齢化

の進行に伴う障がいの重度化、生活状況の変化によりサービス体系や支給量に変化がみられています。

障害児通所支援は令和２年度から事業費が約２倍となっております。近隣や町内に通所できる事業所

が出来たことや保護者の療育に関する意識も高まっており、今後も増加が予想されます。

【単位】千円

サービス区分 令和2年度 令和3年度 令和4年度

訪問系サービス 17,029 20,695 22,586

日中活動系サービス 296,099 293,314 295,834

居住系サービス 156,115 160,252 166,229

計画相談支援 8,564 8,863 10,092

障害児通所支援 24,630 32,429 47,932

障害児相談支援 2,297 2,686 3,075

合 計 504,734 518,239 545,748
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（３） 美郷町における障害福祉サービス事業所等の状況（令和６年１月１日現在）

町内全域において訪問系・日中活動系・居住系等サービスの複数の事業所があり、施設や事業所等

がそれぞれの立場で役割を担い、連携を図ることができています。障がいのある人の生活を地域全体

で支えるサービス体制として平成３１年４月に「地域生活支援拠点」を整備しています。

【単位】カ所

サービス種類 事業所数

計画相談支援 ３

障害児相談支援 ３

居宅介護 ５

重度訪問介護 ３

同行援護 ２

行動援護 １

短期入所 ５

生活介護 ４

障害者支援施設 １

生活訓練 １

就労移行 １

就労定着 １

自立生活援助 １

就労継続支援（B 型） ４

共同生活援助（グループホーム） ６

児童発達支援 １

放課後等デイサービス １
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ӾӨ 計画策定のためのアンケート調査の結果概要Ө
Ө

（１）Ө 調査目的Ө

Ө

障がいのある人の生活実態、障害福祉サービス等の利用状況及び今後の利用意向、福祉政策

への意見、要望などを聞き取りし、計画策定の基礎資料とすることを目的に「美郷町障害福祉計

画策定のためのアンケート調査」を実施しました。Ө
Ө

Ө

（２）Ө 調査設計Ө

Ө

調査地域Ө 美郷町全域Ө （町外施設への入所者を含む）Ө

調査基準日Ө 令和５年７月１日Ө

調査期間Ө 令和５年７月２４日（月）～令和５年８月３１日（木）Ө

調査方法Ө 郵送配布、郵送回収による郵送調査Ө

回答方法Ө 調査票による無記名アンケートӨ

調査対象者Ө
障害者手帳を所持している人及びその家族等で主に介護を行って
いる人Ө

Ө

Ө

（３）Ө 調査対象者数Ө
Ө

障害種別Ө 本人の年齢Ө 調査対象者数Ө 回答者数Ө 回収率Ө

身体障害Ө
１７歳以下Ө ４人Ө １人Ө ２５Ӹ０％Ө

１８歳以上６４歳以下Ө １４５人Ө ６４人Ө ４４Ӹ１％Ө

知的障害Ө
１７歳以下Ө ３０人Ө １４人Ө ４６Ӹ７％Ө

１８歳以上６４歳以下Ө ９４人Ө ４６人Ө ４８Ӹ９％Ө

精神障害Ө
１７歳以下Ө ４人Ө ０人Ө ０Ӹ０％Ө

１８歳以上６４歳以下Ө １３２人Ө ４４人Ө ３３Ӹ３％Ө

重複障害Ө
１７歳以下Ө ３人Ө １人Ө ３３Ӹ３％Ө

１８歳以上６４歳以下Ө ２０人Ө ３５人Ө １７５Ӹ０％Ө

不明Ө １８歳以上６４歳以下Ө ０人Ө ５人Ө ӷӨ

計Ө ４３２人Ө ２１０人Ө ４８Ӹ６％Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө
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（４）Ө 調査結果Ө 【１７歳以下、抜粋一部編集】Ө 回収率３９Ӹ０％Ө

Ө

①Ө 障がいについてӨ

Ө Ө Ө 調査書は、ほぼご家族や施設職員が記入されております。Ө

「重症心身障害」「医療的ケア」に該当される児童は多くありませんが、「発達障害」と診断さ

れている児童が前回調査に比べて多くなっており約８割を占めております。「強度行動障害」

「高次脳機能障害」「難病（特定疾患）」と診断されている児童はおりませんでした。Ө

Ө

Ө

ϲ͘ϯй

Ϯϱ͘Ϭй

ϲϴ͘ϳй

Ϭ͘Ϭй

Ϭ͘Ϭй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

障害者手帳をお持ちの方本人
ご家族または施設職員の方などが本人と一緒に書いている

ご家族または施設職員
その他

有効回答なし

問１ この調査票を書いているのは、どなたですか

ϲ͘ϯй

ϱϲ͘ϯй

ϯϳ͘ϰй

Ϭй ϮϬй ϰϬй ϲϬй

該当する

該当しない

有効回答なし

問７ あなたは重症心身障害に該当し
ますか

Ϭ͘Ϭй

ϵϯ͘ϴй

ϲ͘Ϯй

Ϭй ϮϬй ϰϬй ϲϬй ϴϬй ϭϬϬй

ある

ない

有効回答なし

問９ あなたは強度行動障害と診断さ
れたことはありますか

Ϭ͘Ϭй

ϭϬϬ͘Ϭй

Ϭ͘Ϭй

Ϭй ϮϬй ϰϬй ϲϬй ϴϬй ϭϬϬй

受けている

受けていない

有効回答なし

問１１ あなたは難病（特定疾患）の
認定を受けていますか

Ϭ͘Ϭй

ϵϯ͘ϴй

ϲ͘Ϯй

Ϭй ϮϬй ϰϬй ϲϬй ϴϬй ϭϬϬй

ある

ない

有効回答なし

問１０（１） あなたは高次脳機能障害
と診断されたことはありますか

ϴϭ͘ϯй

ϲ͘ϯй

ϭϮ͘ϰй

Ϭй ϮϬй ϰϬй ϲϬй ϴϬй ϭϬϬй

ある

ない

有効回答なし

問８ あなたは発達障害と診断された
ことはありますか

Ϭ͘Ϭй
ϲ͘ϯй

Ϯϱ͘Ϭй
ϭϴ͘ϴй

ϭϮ͘ϱй
Ϯϱ͘Ϭй

ϭϮ͘ϰй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй

０～３歳
４～６歳
７～９歳

１０～１２歳
１３～１５歳
１６～１７歳
有効回答なし

問３ あなたの年齢はおいくつですか

第 2章　障がい福祉の現状と課題

17



第２章� 障がい福祉の現状と課題�
 

17 
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Ϭй ϮϬй ϰϬй ϲϬй ϴϬй ϭϬϬй

ある

ない

有効回答なし

問９ あなたは強度行動障害と診断さ
れたことはありますか

Ϭ͘Ϭй

ϭϬϬ͘Ϭй

Ϭ͘Ϭй

Ϭй ϮϬй ϰϬй ϲϬй ϴϬй ϭϬϬй

受けている

受けていない

有効回答なし

問１１ あなたは難病（特定疾患）の
認定を受けていますか

Ϭ͘Ϭй

ϵϯ͘ϴй

ϲ͘Ϯй

Ϭй ϮϬй ϰϬй ϲϬй ϴϬй ϭϬϬй

ある

ない

有効回答なし

問１０（１） あなたは高次脳機能障害
と診断されたことはありますか

ϴϭ͘ϯй

ϲ͘ϯй

ϭϮ͘ϰй

Ϭй ϮϬй ϰϬй ϲϬй ϴϬй ϭϬϬй

ある

ない

有効回答なし

問８ あなたは発達障害と診断された
ことはありますか

Ϭ͘Ϭй
ϲ͘ϯй

Ϯϱ͘Ϭй
ϭϴ͘ϴй

ϭϮ͘ϱй
Ϯϱ͘Ϭй

ϭϮ͘ϰй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй

０～３歳
４～６歳
７～９歳

１０～１２歳
１３～１５歳
１６～１７歳
有効回答なし

問３ あなたの年齢はおいくつですか
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Ө

Ө

②Ө 家族とすまいについてӨ

すまいについての設問では、将来的な意向を聞いております。前回の調査では３年後、１０

年後の暮らしを聞いており、前回同様「将来も家族とこのまま暮らしたい」と希望されている

児童が最も多くなっていますが、「グループホーム」や「施設」を利用したいと回答した児童の

割合が前回より高くなっています。サービスの利用や制度の浸透、地域にもグループホームが

増えてきていることで目にする機会も増え、意識や選択肢が高まってきていると考えられま

す。Ө

将来希望する暮らしを実現するために必要とされる支援として、「必要なサービスが適切に

利用できること」「経済的な負担の軽減」と回答された方が最も高く、次いで「生活訓練などの

充実」「相談対応などの充実」「地域住民の理解」となっています。Ө

Ө 地域の方に支えられていると感じている児童は約８割となっております。Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ϯϱ͘Ϭй
ϱϬ͘Ϭй

Ϭ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй

ϭϮ͘ϱй
ϭϮ͘ϱй

Ϭ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй

今のまま生活したい
自宅で家族と暮らしたい
自宅で一人で暮らしたい

アパートなどで一人で暮らしたい
グループホームなどを利用したい

障害者支援施設（入所施設）などで暮らしたい
その他

有効回答なし

問１６ あなたは今後（将来を含む）どのような暮らしをしたいと
思いますか

ϲ͘ϯй

ϵϯ͘ϳй

Ϭ͘Ϭй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй ϴϬй ϵϬй ϭϬϬй

受けている

受けていない

有効回答なし

問１２（１） あなたは医療的ケアを受けていますか
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Ө

Ө

③Ө 外出についてӨ

Ө Ө Ө 「ほとんど毎日外出」する児童の割合は７５％と前回調査よりも大きく上がっております。Ө

「学校・通園」と回答した割合が最も高いが、「放課後等デイサービス事業所・児童発達支援

事業所」の割合が前回より１０Ӹ７ポイント高くなっています。Ө

家族と一緒に外出されているようですが、外出時に困ることとして「他人との会話が難しい」

「他人の視線が気になる」など、周りの人との関わりに課題があることも見受けられます。Ө

「ヘルプマーク」についても設問では、約８割以上の児童が知っており、所持している児童は

約ӿ割で、成人の方より関心が高いようです。Ө

Ө

ϯ͘ϭй
ϰ͘ϳй

Ϯϭ͘ϵй
ϭϮ͘ϱй

Ϯϭ͘ϵй
ϭϮ͘ϱй
ϭϮ͘ϱй

ϵ͘ϰй
ϭ͘ϱй

Ϭ͘Ϭй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй

在宅で医療的ケアなどが適切に得られること
障がい者に適した住宅の確保

必要なサービスが適切に利用できること
生活訓練などの充実
経済的な負担の軽減
相談対応などの充実
地域住民などの理解

コミュニケーションについての支援
その他

有効回答なし

問１７ 希望する暮らしをするためには、どのような支援が
あればいいと思いますか

ϰϯ͘ϴй
ϯϳ͘ϱй

ϭϮ͘ϰй
ϲ͘ϯй

Ϭ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй ϯϱй ϰϬй ϰϱй ϱϬй

支えられていると思う
どちらかというと支えられていると思う

どちらかというと支えられていると思わない
支えられていると思わない

その他
有効回答なし

問１８ あなたは地域の人に支えられていると思いますか

ϳϱ͘Ϭй
ϭϮ͘ϰй

ϲ͘ϯй
ϲ͘ϯй

Ϭ͘Ϭй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй ϴϬй

ほとんど毎日
週に３～４回くらい
週にϭ～Ϯ回くらい

外出しない・外出できない
有効回答なし

問１９ あなたは、１週間のうちどの程度外出しますか

第 2章　障がい福祉の現状と課題
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Ө

Ө

③Ө 外出についてӨ

Ө Ө Ө 「ほとんど毎日外出」する児童の割合は７５％と前回調査よりも大きく上がっております。Ө

「学校・通園」と回答した割合が最も高いが、「放課後等デイサービス事業所・児童発達支援

事業所」の割合が前回より１０Ӹ７ポイント高くなっています。Ө

家族と一緒に外出されているようですが、外出時に困ることとして「他人との会話が難しい」

「他人の視線が気になる」など、周りの人との関わりに課題があることも見受けられます。Ө

「ヘルプマーク」についても設問では、約８割以上の児童が知っており、所持している児童は

約ӿ割で、成人の方より関心が高いようです。Ө

Ө

ϯ͘ϭй
ϰ͘ϳй

Ϯϭ͘ϵй
ϭϮ͘ϱй

Ϯϭ͘ϵй
ϭϮ͘ϱй
ϭϮ͘ϱй

ϵ͘ϰй
ϭ͘ϱй

Ϭ͘Ϭй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй

在宅で医療的ケアなどが適切に得られること
障がい者に適した住宅の確保

必要なサービスが適切に利用できること
生活訓練などの充実
経済的な負担の軽減
相談対応などの充実
地域住民などの理解

コミュニケーションについての支援
その他

有効回答なし

問１７ 希望する暮らしをするためには、どのような支援が
あればいいと思いますか

ϰϯ͘ϴй
ϯϳ͘ϱй

ϭϮ͘ϰй
ϲ͘ϯй

Ϭ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй ϯϱй ϰϬй ϰϱй ϱϬй

支えられていると思う
どちらかというと支えられていると思う

どちらかというと支えられていると思わない
支えられていると思わない

その他
有効回答なし

問１８ あなたは地域の人に支えられていると思いますか

ϳϱ͘Ϭй
ϭϮ͘ϰй

ϲ͘ϯй
ϲ͘ϯй

Ϭ͘Ϭй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй ϴϬй

ほとんど毎日
週に３～４回くらい
週にϭ～Ϯ回くらい

外出しない・外出できない
有効回答なし

問１９ あなたは、１週間のうちどの程度外出しますか
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Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ϯϴ͘Ϭй
ϭϴ͘Ϭй

Ϯ͘Ϭй
ϴ͘Ϭй

ϮϬ͘Ϭй
ϴ͘Ϭй

ϲ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй

ϭϬ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй

学校・通園
放課後等デイサービス事業所・児童発達支援事業所

上記以外の障害福祉サービスの通所施設
医療機関（訓練・リハビリ含む）

買い物
友人・知人に会う

趣味・レジャー・スポーツ
サークル・ボランティア・団体活動

散歩
その他

有効回答なし

問２０ 主にどのような目的で外出しますか

Ϭ͘Ϭй
ϱ͘Ϭй

ϭϬ͘Ϭй
Ϯϱ͘Ϭй

ϮϬ͘Ϭй
ϱ͘Ϭй

Ϭ͘Ϭй
ϭϬ͘Ϭй

Ϯϱ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй

障害者用のトイレや移動しやすい通路などの情報が少ない
イベントなどが、障がいに対応しているかわからない

付き添ってくれる人がいない
他人との会話が難しい
他人の視線が気になる

必要な時に、まわりの手助けや配慮が足りない
バリアフリーの施設や通路が少ない

電車やバスなどの交通機関が利用しづらい
特に困っていることはない

その他
有効回答なし

問２１（２） 外出の際に困っていることはありますか

ϱϬ͘Ϭй

ϯϭ͘ϯй

ϭϴ͘ϳй

Ϭ͘Ϭй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй

知っている（持っている）

知っている（持っていない）

知らない

有効回答なし

問２３ あなたはヘルプマークを知っていますか
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④Ө 相談や情報入手についてӨ

日常生活における相談先としての設問です。「親・祖父母」への相談が最も高く、次いで療

育・通院先の「医療療育センター」となっています。「福祉施設の職員」「相談支援事業者」が前

回調査より高くなっており、サービス利用により相談する機会が増えたことが伺えます。Ө

相談したい内容については、「就労支援に関すること」「将来に関すること」が最も高くなっ

ています。Ө

福祉情報の入手方法は、「自治体の広報誌・配布物」、「ホームページ・電子メール」「テレビ・

ラジオ」と回答した方の割合が高くなっていますが、「家族・友人」からの情報入手も同様に高

い割合となっています。電子媒体に限らず、口コミや情報交換などの交流が情報ツールになっ

ているようです。Ө

ϭϭ͘ϲй
Ϯ͘ϯй
Ϯ͘ϯй

ϵ͘ϯй
ϭϭ͘ϲй

ϵ͘ϯй
Ϯϯ͘ϯй
Ϯϯ͘ϯй

ϳ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй

日常生活に関すること
家族のこと
友達のこと

学校や勉強のこと
福祉サービスの利用に関すること
福祉サービスの情報を得ること

就労支援に関すること
将来に関すること
お金に関すること
健康に関すること

その他
特になし

有効回答なし

問２６ あなたが相談したいと思うことは何ですか

ϭϯ͘ϲй
ϰ͘ϱй
ϰ͘ϱй

ϭϴ͘Ϯй
ϰ͘ϱй
ϰ͘ϱй

ϵ͘ϭй
ϯϲ͘ϲй

ϰ͘ϱй
Ϭ͘Ϭй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй ϯϱй ϰϬй

どこに相談したらいいか分からない
近くに頼れる相談場所がない

相談する相手がいない
日時を気にせず連絡できる所、相手がいない

相談のための手続きが大変
やりとりを手伝ってくれる人がいない

相談したいが苦手でできない
特になし
その他

有効回答なし

問２７ あなたが相談したい時に困ることは何ですか
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④Ө 相談や情報入手についてӨ

日常生活における相談先としての設問です。「親・祖父母」への相談が最も高く、次いで療

育・通院先の「医療療育センター」となっています。「福祉施設の職員」「相談支援事業者」が前

回調査より高くなっており、サービス利用により相談する機会が増えたことが伺えます。Ө

相談したい内容については、「就労支援に関すること」「将来に関すること」が最も高くなっ

ています。Ө

福祉情報の入手方法は、「自治体の広報誌・配布物」、「ホームページ・電子メール」「テレビ・

ラジオ」と回答した方の割合が高くなっていますが、「家族・友人」からの情報入手も同様に高

い割合となっています。電子媒体に限らず、口コミや情報交換などの交流が情報ツールになっ

ているようです。Ө

ϭϭ͘ϲй
Ϯ͘ϯй
Ϯ͘ϯй

ϵ͘ϯй
ϭϭ͘ϲй

ϵ͘ϯй
Ϯϯ͘ϯй
Ϯϯ͘ϯй

ϳ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй

日常生活に関すること
家族のこと
友達のこと

学校や勉強のこと
福祉サービスの利用に関すること
福祉サービスの情報を得ること

就労支援に関すること
将来に関すること
お金に関すること
健康に関すること

その他
特になし

有効回答なし

問２６ あなたが相談したいと思うことは何ですか

ϭϯ͘ϲй
ϰ͘ϱй
ϰ͘ϱй

ϭϴ͘Ϯй
ϰ͘ϱй
ϰ͘ϱй

ϵ͘ϭй
ϯϲ͘ϲй

ϰ͘ϱй
Ϭ͘Ϭй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй ϯϱй ϰϬй

どこに相談したらいいか分からない
近くに頼れる相談場所がない

相談する相手がいない
日時を気にせず連絡できる所、相手がいない

相談のための手続きが大変
やりとりを手伝ってくれる人がいない

相談したいが苦手でできない
特になし
その他

有効回答なし

問２７ あなたが相談したい時に困ることは何ですか
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Ө

Ө

Ө

⑤Ө 福祉サービスについてӨ

利用している障害福祉サービスは、前回同様に「放課後等デイサービス」が最も割合が高く

なっており、前回よりも２４Ӹ６ポイント上回っています。利用できる事業所が増えたことや、事

業所の広報活動や学校との連携により、サービス利用に繋がっていることに大きく影響して

いるものと思われます。Ө

サービス利用の満足度はԀԃӸӼ％で、不満を感じている人の理由としては「申請の手続きの

わずらわしさ」が最も高く、その他に送迎や利用日、利用時間が思うようにできないことなど

が挙げられています。Ө

ϭϬ͘ϱй
ϭϯ͘Ϯй

ϭϬ͘ϱй
Ϭ͘Ϭй

ϳ͘ϵй
ϭϴ͘ϰй
ϭϴ͘ϰй

ϳ͘ϵй
ϱ͘ϯй

Ϭ͘Ϭй
Ϯ͘ϲй

ϱ͘ϯй
Ϭ͘Ϭй

Ϭй Ϯй ϰй ϲй ϴй ϭϬй ϭϮй ϭϰй ϭϲй ϭϴй ϮϬй

新聞・雑誌・一般図書
ホームページ・電子メール

携帯電話
ＦＡＸ（ファックス）

テレビ・ラジオ
自治体の広報誌・配布物

家族・友人
医療機関

福祉施設の職員
障がい者団体

その他
特になし

有効回答なし

問２８ あなたは現在どのような方法で福祉などの情報を得ていますか

ϭϰ͘ϵй
Ϯϯ͘ϰй

Ϭ͘Ϭй
Ϯϭ͘ϯй

ϴ͘ϱй
ϭϮ͘ϴй

ϭϵ͘ϭй
Ϭ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй

利用出来る事業所等に関すること
利用できるサービスに関すること

健康に関すること
就労支援に関すること
日常生活に関すること
生活訓練に関すること

町等で行っている自治体の助成制度に関すること
レクリエーション・ボランティア活動に関すること

その他
特になし

有効回答なし

問２９ あなたはどのような情報を得たいですか
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Ө

Ө

Ө

Ө

Ϭ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй

ϲϴ͘ϴй
Ϭ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй

ϲ͘Ϯй
ϭϴ͘ϴй

Ϭ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй

ϲ͘Ϯй
Ϭ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй ϴϬй

児童発達支援
医療型児童発達支援

放課後等デイサービス
保育所等訪問支援

居宅訪問型児童発達支援
居宅介護（ホームヘルプ）

短期入所（ショートステイ）
施設入所支援

訪問入浴サービス
日中一時支援
意思疎通支援

移動支援
日常生活用具の給付

その他
有効回答なし

問３０（１） あなたは福祉サービスを利用していますか

ϲϵ͘Ϯй

ϯϬ͘ϴй

Ϭ͘Ϭй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй ϴϬй

満足している

不満がある

有効回答なし

問３０（１） あなたは現在利用している福祉サービスについて
どう思われていますか

Ϯϴ͘ϲй

ϭϰ͘ϯй

ϭϰ͘ϯй

ϭϰ͘ϯй

Ϭ͘Ϭй

Ϭ͘Ϭй

Ϭ͘Ϭй

Ϭ͘Ϭй

Ϯϴ͘ϱй

Ϭ͘Ϭй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй

申請の手続きがめんどうである

利用料金が高い

使いたいときに空きがなく利用できない

困っていることが解消されない

家族などが勧めるため利用しているが、利用したくない

利用したいサービスが整備されていない

利用したいサービスを提供している事業所や…

事業所（担当者）の対応

その他

有効回答なし

問３１（２） あなたはどのような点に不満を感じましたか

第 2章　障がい福祉の現状と課題
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Ө

Ө

Ө

Ө

Ϭ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй

ϲϴ͘ϴй
Ϭ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй

ϲ͘Ϯй
ϭϴ͘ϴй

Ϭ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй

ϲ͘Ϯй
Ϭ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй ϴϬй

児童発達支援
医療型児童発達支援

放課後等デイサービス
保育所等訪問支援

居宅訪問型児童発達支援
居宅介護（ホームヘルプ）

短期入所（ショートステイ）
施設入所支援

訪問入浴サービス
日中一時支援
意思疎通支援

移動支援
日常生活用具の給付

その他
有効回答なし

問３０（１） あなたは福祉サービスを利用していますか

ϲϵ͘Ϯй

ϯϬ͘ϴй

Ϭ͘Ϭй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй ϴϬй

満足している

不満がある

有効回答なし

問３０（１） あなたは現在利用している福祉サービスについて
どう思われていますか

Ϯϴ͘ϲй

ϭϰ͘ϯй

ϭϰ͘ϯй

ϭϰ͘ϯй

Ϭ͘Ϭй

Ϭ͘Ϭй

Ϭ͘Ϭй

Ϭ͘Ϭй

Ϯϴ͘ϱй

Ϭ͘Ϭй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй

申請の手続きがめんどうである

利用料金が高い

使いたいときに空きがなく利用できない

困っていることが解消されない

家族などが勧めるため利用しているが、利用したくない

利用したいサービスが整備されていない

利用したいサービスを提供している事業所や…

事業所（担当者）の対応

その他

有効回答なし

問３１（２） あなたはどのような点に不満を感じましたか
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⑥Ө 教育についてӨ

教育においては「障がいの程度・内容にあった指導をしてほしい」と回答した児童の割合が

最も高く、次いで「就学相談や進路相談などの相談体制を充実してほしい」となっています。障

がいのあるなしに関わらず一緒の活動を望んでおり、「周りの子どもたちの理解を深めるよう

な交流機会を増やしてほしい」と望まれている事が分かりました。Ө

学校卒業後の希望や暮らしとして、「福祉サービス事業所などの指導員の支援を受けながら

働きたい」と回答した児童の割合が最も高くなっていますが、次いで「まだわからない」との回

答も一定数あり、将来を模索している人も多いことが伺えます。Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

ϯϬ͘Ϭй

ϯϲ͘ϳй

ϭϬ͘Ϭй

Ϭ͘Ϭй

ϯ͘ϯй

ϭϬ͘Ϭй

ϯ͘ϯй

ϲ͘ϳй

Ϭ͘Ϭй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй ϯϱй ϰϬй

就学相談や進路相談などの相談体制を充実してほしい

障がいの程度・内容にあった指導をしてほしい

教材を充実してほしい

トイレなどの施設を整備してほしい

通常の学級への受け入れを進めてほしい
まわりの子どもたちの理解を深めるような

交流機会を増やしてほしい
その他

特にない

有効回答なし

問３４ 通園や通学先に望むことは、どのようなことですか

ϲ͘ϯй

ϭϴ͘ϴй

ϯϳ͘ϱй

ϯϭ͘ϯй

Ϭ͘Ϭй

ϲ͘ϭй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй ϯϱй ϰϬй

障がいのあるなしに関係なく、一緒のクラスで活動したい

障がいのない子と一緒のクラスで活動しながら、同じような
障がいのある子と活動する機会をもちたい

同じような障がいのある子と一緒のクラスで活動しながら、
障がいのない子と活動する機会をもちたい

同じような障がいのある子と一緒のクラスで活動したい

その他

有効回答なし

問３５ 通園や通学先で活動する場合に、どのような形を望みますか
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Ө

Ө

⑦Ө 権利擁護についてӨ

「障害者差別解消法」の設問では、「名前も内容も知らない」と回答した方が半数以上となっ

ておりますが、障害があることで差別や嫌な思いをしたことがある方が６８Ӹԁ％になっており

ます。具体的な内容はありませんが、「学校」や「外出先」で感じていることが分かりました。Ө

Ө

ϭϳ͘ϲй
ϭϭ͘ϴй

Ϯϵ͘ϰй
Ϭ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй

ϱ͘ϵй
ϱ͘ϵй
ϱ͘ϵй

Ϭ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй

Ϯϯ͘ϱй
Ϭ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй ϯϱй

企業や自宅などで一般就労したい
一般就労に向けた支援を受けられる施設や場所へ通いたい

福祉サービス事業所などの指導員の支援を受けながら働きたい
レクリエーションや創作活動などをする施設や場所へ通いたい

身体機能の訓練ができる施設や場所へ通いたい
日常生活に自立に向けた訓練ができる施設や場所へ通いたい

職業訓練ができる施設や場所へ通いたい
大学や専門学校などへ進学したい

医療的なケアの受けられるところを利用したい
施設などへ入所したい

まだわからない
その他

有効回答なし

問３６ 学校卒業後、どのような暮らしを希望しますか

ϭϴ͘ϳй

ϱϬ͘Ϭй

ϯϭ͘ϯй

Ϭ͘Ϭй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй

ある

少しある

ない

有効回答なし

問３７（２） あなたは、障がいがあることで差別や嫌な思いを
したことがありますか

ϰϮ͘ϵй

Ϭ͘Ϭй

Ϯϴ͘ϲй

ϳ͘ϭй

Ϭ͘Ϭй

ϭϰ͘ϯй

ϳ͘ϭй

Ϭ͘Ϭй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй ϯϱй ϰϬй ϰϱй ϱϬй

学校や勉強のこと
通所先
外出先

余暇を楽しむとき
病院などの医療機関

住んでいる地域
その他

有効回答なし

問３７（３） どのような場所で差別や嫌な思いをしましたか
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Ө

Ө
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Ө
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ϱ͘ϵй
ϱ͘ϵй

Ϭ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй

Ϯϯ͘ϱй
Ϭ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй ϯϱй

企業や自宅などで一般就労したい
一般就労に向けた支援を受けられる施設や場所へ通いたい

福祉サービス事業所などの指導員の支援を受けながら働きたい
レクリエーションや創作活動などをする施設や場所へ通いたい

身体機能の訓練ができる施設や場所へ通いたい
日常生活に自立に向けた訓練ができる施設や場所へ通いたい
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大学や専門学校などへ進学したい

医療的なケアの受けられるところを利用したい
施設などへ入所したい

まだわからない
その他

有効回答なし

問３６ 学校卒業後、どのような暮らしを希望しますか

ϭϴ͘ϳй

ϱϬ͘Ϭй

ϯϭ͘ϯй

Ϭ͘Ϭй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй

ある

少しある

ない

有効回答なし

問３７（２） あなたは、障がいがあることで差別や嫌な思いを
したことがありますか

ϰϮ͘ϵй

Ϭ͘Ϭй

Ϯϴ͘ϲй

ϳ͘ϭй

Ϭ͘Ϭй

ϭϰ͘ϯй

ϳ͘ϭй

Ϭ͘Ϭй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй ϯϱй ϰϬй ϰϱй ϱϬй

学校や勉強のこと
通所先
外出先

余暇を楽しむとき
病院などの医療機関

住んでいる地域
その他

有効回答なし

問３７（３） どのような場所で差別や嫌な思いをしましたか
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⑧Ө 災害についてӨ

災害が起きた時に不安を感じることは、「避難場所の設備（トイレ等）や生活環境が不安」と

回答した割合が最も高く、前回調査の約２倍となっています。次いで「安全なところまで、迅速

に避難することができない」「周囲とのコミュニケーションが取れない」との回答が多く、児童

の場合は一人になる機会が少ないため、普段誰もいない状況は想定されておらず不安の要素

は多岐にわたります。Ө

Ө

Ө

⑨Ө 施策についてӨ

「今後、充実すべきだと思う施策」について、前回同様「放課後等デイサービスや休日の生活

支援の充実」「障がい児の療育支援の充実」が必要だと思われる人が高くなっていますが、次

いで「就労系の訓練サービス」「雇用促進」についての割合が高く、卒業後の暮らしとして就労

について関心が高いことが伺えます。Ө

Ө

Ө

ϭϭ͘ϭй
Ϭ͘Ϭй

Ϯ͘ϴй
ϱ͘ϲй
ϱ͘ϲй

ϭϲ͘ϳй
Ϯ͘ϴй

ϭϲ͘ϳй
ϯϬ͘ϲй

Ϭ͘Ϭй
ϴ͘ϭй

Ϭ͘Ϭй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй ϯϱй

投薬や治療が受けられない
補装具の使用が困難になる

補装具や日常生活用具の入手ができなくなる
救助を求めることができない

障害福祉サービスを受けられない
安全なところまで、迅速に避難することができない

被害状況、避難場所などの情報が入手できない
周囲とのコミュニケーションがとれない

避難場所の設備（トイレ等）や生活環境が不安
その他

特にない
有効回答なし

問４０ 火事や地震等の災害時に困ることは何ですか
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【自由記載欄に寄せられた意見　一部抜粋】

〇Ө 近年、療育を必要としている子供が増えてきているので、美郷町にも療育支援センターみたӨ

いな所を作り、集団訓練や個別訓練を出来る場所があればいいと思います。園などの保育士

さんも、普通の子供の接し方はプロだと思うので、発達障害を持っているお子さんとの接し方、

知識などをもっと身につけていったら、預ける側の親としても安心だと思います。Ө

〇Ө 現在、放課後等デイサービスを利用しています。支援学校の開始時刻が８Ԅ３０であり、父母共

に働いているためバス利用であってもそれに合わせて仕事を休んでいる状態です。朝の通学

時にもデイサービス等の送迎など利用できるサービスを強く望みます。Ө

〇Ө アンケートは毎年のように来ますが町で行っている詳しい障害者施策がまったく伝わってき

ません。アンケートを郵送した家に詳しい内容を送ってくれると助かります。将来役立ちます。Ө

〇Ө 放課後等デイサービスを利用しているが、あまり変化がなく（本人が伸びてきた！という様

子がみえない）、他の施設はどうなのか。その子に合った学習や生活訓練の支援を利用したい

が、併給は可能なのか。料金は？など情報が不足で、自分で調べてすすめていかないといけ

ないが、仕事でなかなか身動きが取れずどこにどう相談したらよいか、何から始めてすすめた

らよいかよくわからない現在です。Ө

ϳ͘ϵй
Ϭ͘Ϭй

ϭ͘ϲй
ϰ͘ϴй

Ϭ͘Ϭй
ϲ͘ϯй

ϭϭ͘ϭй
ϲ͘ϯй

ϭϭ͘ϭй
ϭ͘ϲй

ϳ͘ϵй
ϲ͘ϯй

ϰ͘ϴй
ϰ͘ϴй

ϳ͘ϵй
Ϭ͘Ϭй

ϭ͘ϲй
ϰ͘ϴй

Ϭ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй

ϭ͘ϲй
ϯ͘Ϯй
ϯ͘Ϯй

ϭ͘ϲй
ϭ͘ϲй

Ϭй Ϯй ϰй ϲй ϴй ϭϬй ϭϮй

相談窓口や相談支援体制の充実
ホームヘルパーの派遣

生活介護の充実
短期入所の充実
機能訓練の充実
生活訓練の充実

就労移行支援・就労継続支援の充実
児童発達訓練の充実

放課後等デイサービスや休日の生活支援の充実
円滑な外出ができる移動支援の充実

障がい者の雇用促進
入所できる施設の整備
グループホームの整備

低所得者等への経済支援
障がい児の療育支援の充実

住宅改修制度の充実
公共施設や交通機関等のバリアフリー化

災害時や緊急時の支援体制の充実
スポーツ・文化・レクリエーション活動の支援

ボランティア活動や地域活動の充実
情報の取得利用や意思疎通についての支援

障がい者の情報提供の充実
障がい者の理解に関する社会啓発の促進

その他
有効回答なし

問４１ あなたが今後、充実すべきだと考える施策はどれですか
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【自由記載欄に寄せられた意見　一部抜粋】

〇Ө 近年、療育を必要としている子供が増えてきているので、美郷町にも療育支援センターみたӨ

いな所を作り、集団訓練や個別訓練を出来る場所があればいいと思います。園などの保育士

さんも、普通の子供の接し方はプロだと思うので、発達障害を持っているお子さんとの接し方、

知識などをもっと身につけていったら、預ける側の親としても安心だと思います。Ө

〇Ө 現在、放課後等デイサービスを利用しています。支援学校の開始時刻が８Ԅ３０であり、父母共

に働いているためバス利用であってもそれに合わせて仕事を休んでいる状態です。朝の通学

時にもデイサービス等の送迎など利用できるサービスを強く望みます。Ө

〇Ө アンケートは毎年のように来ますが町で行っている詳しい障害者施策がまったく伝わってき

ません。アンケートを郵送した家に詳しい内容を送ってくれると助かります。将来役立ちます。Ө

〇Ө 放課後等デイサービスを利用しているが、あまり変化がなく（本人が伸びてきた！という様

子がみえない）、他の施設はどうなのか。その子に合った学習や生活訓練の支援を利用したい

が、併給は可能なのか。料金は？など情報が不足で、自分で調べてすすめていかないといけ

ないが、仕事でなかなか身動きが取れずどこにどう相談したらよいか、何から始めてすすめた

らよいかよくわからない現在です。Ө

ϳ͘ϵй
Ϭ͘Ϭй

ϭ͘ϲй
ϰ͘ϴй

Ϭ͘Ϭй
ϲ͘ϯй

ϭϭ͘ϭй
ϲ͘ϯй

ϭϭ͘ϭй
ϭ͘ϲй

ϳ͘ϵй
ϲ͘ϯй

ϰ͘ϴй
ϰ͘ϴй

ϳ͘ϵй
Ϭ͘Ϭй

ϭ͘ϲй
ϰ͘ϴй

Ϭ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй

ϭ͘ϲй
ϯ͘Ϯй
ϯ͘Ϯй

ϭ͘ϲй
ϭ͘ϲй

Ϭй Ϯй ϰй ϲй ϴй ϭϬй ϭϮй

相談窓口や相談支援体制の充実
ホームヘルパーの派遣

生活介護の充実
短期入所の充実
機能訓練の充実
生活訓練の充実

就労移行支援・就労継続支援の充実
児童発達訓練の充実

放課後等デイサービスや休日の生活支援の充実
円滑な外出ができる移動支援の充実

障がい者の雇用促進
入所できる施設の整備
グループホームの整備

低所得者等への経済支援
障がい児の療育支援の充実

住宅改修制度の充実
公共施設や交通機関等のバリアフリー化

災害時や緊急時の支援体制の充実
スポーツ・文化・レクリエーション活動の支援

ボランティア活動や地域活動の充実
情報の取得利用や意思疎通についての支援

障がい者の情報提供の充実
障がい者の理解に関する社会啓発の促進

その他
有効回答なし

問４１ あなたが今後、充実すべきだと考える施策はどれですか
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〇Ө 千畑地区にも放課後等デイサービスの事業所があって欲しい。Ө

〇Ө どのような福祉サービスがあり利用できるのか情報が不足している。放課後等デイサービス、

福祉サービス事業所の利用希望者が増えており選択肢が限られている。事業所の拡充（利用

時間、利用日数など）をお願いしたいです。障害者雇用について、企業の雇用推進が進められ

ているが、職場での障害への理解がそれにおいついていない。障害の特性の周知、理解がよ

り進んでいくことを願います。Ө

Ө
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（５）Ө 調査結果Ө 【１８歳以上６４歳以下、抜粋一部編集】Ө 回収率４９Ӹ６％Ө

Ө

①Ө 障がいについてӨ

前回の調査時と比較し、身体障害者手帳所持者の調査対象者が減り、療育手帳と精神保健

福祉手帳所持者の調査対象者が増えましたが、回収率は知的障がいの人の回収率が最も高く、

次いで身体障がいの人、精神障がいの人の順になっています。重複して手帳をお持ちの方は

２０人と見込んでおりましたが、回答された人は３５名おりました。Ө

今回新設された「強度行動障害」に関する質問ですが、診断されたことがあると回答された

人は全体で２Ӹ１％の割合となっており、障がい種別毎では精神障がいの人と知的障がいの人

に回答がありました。Ө

「医療的ケア」に関する質問では必要としていない人は７割を超えています。ケアを受けて

いる人は身体障がいの人が最も多く、透析、胃ろう・腸ろう、ストマなど多岐にわたるケアを受

けており、障がい種別毎に見ても服薬管理が最も高い割合を占めています。その他に精神面

の管理やカウンセリングといった回答もありました。Ө

Ө

Ө

Ϯ͘ϭй

ϴϭ͘ϰй

ϭϲ͘ϱй

Ϭй ϮϬй ϰϬй ϲϬй ϴϬй

ある

ない

有効回答なし

問８ あなたは強度行動障害と診断
されたことはありますか

ϱϲ͘ϳй

ϭϴ͘ϲй

ϭϵ͘ϲй

Ϭ͘Ϭй

ϱ͘ϭй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй

障害者手帳をお持ちの方本人

ご家族または施設職員の方などが本人と一緒に書いている

ご家族または施設職員

その他

有効回答なし

問１ この調査票を書いているのは、どなたですか

ϭϲ͘Ϭй
ϭϮ͘ϵй

ϮϮ͘ϳй
Ϯϰ͘ϳй

ϮϬ͘ϭй
ϯ͘ϲй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй

ϭϴ～Ϯϵ歳
ϯϬ～ϯϵ歳
ϰϬ～ϰϵ歳
ϱϬ～ϱϵ歳
ϲϬ～ϲϰ歳

有効回答なし

問３ あなたの年齢はおいくつですか

ϭϴ͘ϲй

ϲϱ͘ϱй

ϭϱ͘ϵй

Ϭй ϮϬй ϰϬй ϲϬй ϴϬй

ある

ない

有効回答なし

問７ あなたは発達障害と診断された
ことはありますか
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29



第２章� 障がい福祉の現状と課題�
 

29 

（５）Ө 調査結果Ө 【１８歳以上６４歳以下、抜粋一部編集】Ө 回収率４９Ӹ６％Ө

Ө

①Ө 障がいについてӨ

前回の調査時と比較し、身体障害者手帳所持者の調査対象者が減り、療育手帳と精神保健

福祉手帳所持者の調査対象者が増えましたが、回収率は知的障がいの人の回収率が最も高く、

次いで身体障がいの人、精神障がいの人の順になっています。重複して手帳をお持ちの方は

２０人と見込んでおりましたが、回答された人は３５名おりました。Ө

今回新設された「強度行動障害」に関する質問ですが、診断されたことがあると回答された

人は全体で２Ӹ１％の割合となっており、障がい種別毎では精神障がいの人と知的障がいの人

に回答がありました。Ө

「医療的ケア」に関する質問では必要としていない人は７割を超えています。ケアを受けて

いる人は身体障がいの人が最も多く、透析、胃ろう・腸ろう、ストマなど多岐にわたるケアを受

けており、障がい種別毎に見ても服薬管理が最も高い割合を占めています。その他に精神面

の管理やカウンセリングといった回答もありました。Ө

Ө

Ө

Ϯ͘ϭй

ϴϭ͘ϰй

ϭϲ͘ϱй

Ϭй ϮϬй ϰϬй ϲϬй ϴϬй

ある

ない

有効回答なし

問８ あなたは強度行動障害と診断
されたことはありますか

ϱϲ͘ϳй

ϭϴ͘ϲй

ϭϵ͘ϲй

Ϭ͘Ϭй

ϱ͘ϭй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй

障害者手帳をお持ちの方本人

ご家族または施設職員の方などが本人と一緒に書いている

ご家族または施設職員

その他

有効回答なし

問１ この調査票を書いているのは、どなたですか

ϭϲ͘Ϭй
ϭϮ͘ϵй

ϮϮ͘ϳй
Ϯϰ͘ϳй

ϮϬ͘ϭй
ϯ͘ϲй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй

ϭϴ～Ϯϵ歳
ϯϬ～ϯϵ歳
ϰϬ～ϰϵ歳
ϱϬ～ϱϵ歳
ϲϬ～ϲϰ歳

有効回答なし

問３ あなたの年齢はおいくつですか

ϭϴ͘ϲй

ϲϱ͘ϱй

ϭϱ͘ϵй

Ϭй ϮϬй ϰϬй ϲϬй ϴϬй

ある

ない

有効回答なし

問７ あなたは発達障害と診断された
ことはありますか
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Ө

Ө

②Ө 家族とすまいについてӨ

将来のすまいとして、「今のままの生活で」「自宅で家族と一緒に」と回答された割合が最も

高く、住み慣れた地域で今後も暮らしていきたいと望んでいることが分かります。しかし知的

障がいの人は介護者である親の高齢化に不安を抱えており、約２割の人は「グループホーム」

や「障害者支援施設」への入所を考えている人もおりました。将来希望する暮らしに必要なこ

とは、いずれの障がいの人も「経済的な負担の軽減」が最も多く、次いで「必要なサービスが適

切に利用できること」、その他「相談対応の充実」「障がい者に適した住宅の確保」「生活訓練な

どの充実」「「地域住民の理解」などが望まれており、必要な支援を受けながら安心して生活で

きる環境を整える必要があることが分かります。Ө

Ө

ϰ͘ϲй

ϳϵ͘ϵй

ϭϱ͘ϱй

Ϭй ϮϬй ϰϬй ϲϬй ϴϬй

受けている

受けていない

有効回答なし

問１０ あなたは難病（特定疾患）
の認定を受けていますか

ϭ͘ϳй
Ϭ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй

ϯ͘ϯй
ϱ͘Ϭй

ϭ͘ϳй
Ϭ͘Ϭй

ϭϭ͘ϳй
ϯ͘ϯй
ϯ͘ϯй

ϰϭ͘ϳй
ϭϭ͘ϳй

ϭϲ͘ϲй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй

気管切開
人工呼吸器（レスピレーター）

吸入
吸引

胃ろう・腸ろう
鼻腔経管栄養

中心静脈栄養（/s,）
透析

カテーテル留置
ストマ（人工肛門・人工膀胱）

服薬管理
その他

有効回答なし

問１１（２） 「受けている」を選択した場合、
現在どの医療的ケアを受けていますか

ϯ͘ϭй

ϴϮ͘Ϭй

ϭϰ͘ϵй

Ϭй ϮϬй ϰϬй ϲϬй ϴϬй

ある

ない

有効回答なし

問９ あなたは高次脳機能障害と診断
されたことはありますか

Ϯϭ͘ϲй
ϳϯ͘Ϯй

ϱ͘Ϯй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй ϴϬй

受けている
受けていない
有効回答なし

問１１（１） 医療的ケアについておたずねします
あなたは医療的ケアを受けていますか
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Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

ϲ͘Ϭй
ϭϬ͘ϴй

ϮϬ͘Ϯй
ϴ͘Ϭй

Ϯϯ͘ϴй
ϭϯ͘Ϭй

ϳ͘ϴй
ϲ͘Ϭй

Ϯ͘Ϭй
Ϯ͘ϰй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй

在宅で医療的ケアなどが適切に得られること
障がい者に適した住宅の確保

必要なサービスが適切に利用できること
生活訓練などの充実
経済的な負担の軽減
相談対応などの充実
地域住民などの理解

コミュニケーションについての支援
その他

有効回答なし

問１６ 希望する暮らしをするためには、どのような支援があればいいますか

ϯϰ͘ϱй
ϯϯ͘Ϭй

ϭϮ͘ϰй
ϭϮ͘ϵй

ϰ͘ϭй
ϯ͘ϭй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй ϯϱй ϰϬй

支えられていると思う
どちらかというと支えられていると思う

どちらかというと支えられていると思わない
支えられていると思わない

その他
有効回答なし

問１７ あなたは地域の人に支えられていると思いますか

ϰϱ͘Ϭй
Ϯϰ͘Ϭй

ϭ͘Ϭй
ϵ͘ϱй

ϳ͘Ϭй
ϲ͘ϱй

Ϭ͘Ϭй
ϰ͘ϱй

Ϯ͘ϱй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй ϯϱй ϰϬй ϰϱй ϱϬй

今のまま生活したい
自宅で家族と暮らしたい
自宅で一人で暮らしたい

アパートなどで一人で暮らしたい
グループホームなどを利用したい

障害者支援施設（入所施設）などで暮らしたい
高齢者施設などで暮らしたい

その他
有効回答なし

問１５ あなたは今後（将来含む）どのような暮らしをしたいと思いますか
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Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

ϲ͘Ϭй
ϭϬ͘ϴй

ϮϬ͘Ϯй
ϴ͘Ϭй

Ϯϯ͘ϴй
ϭϯ͘Ϭй

ϳ͘ϴй
ϲ͘Ϭй

Ϯ͘Ϭй
Ϯ͘ϰй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй

在宅で医療的ケアなどが適切に得られること
障がい者に適した住宅の確保

必要なサービスが適切に利用できること
生活訓練などの充実
経済的な負担の軽減
相談対応などの充実
地域住民などの理解

コミュニケーションについての支援
その他

有効回答なし

問１６ 希望する暮らしをするためには、どのような支援があればいいますか

ϯϰ͘ϱй
ϯϯ͘Ϭй

ϭϮ͘ϰй
ϭϮ͘ϵй

ϰ͘ϭй
ϯ͘ϭй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй ϯϱй ϰϬй

支えられていると思う
どちらかというと支えられていると思う

どちらかというと支えられていると思わない
支えられていると思わない

その他
有効回答なし

問１７ あなたは地域の人に支えられていると思いますか

ϰϱ͘Ϭй
Ϯϰ͘Ϭй

ϭ͘Ϭй
ϵ͘ϱй

ϳ͘Ϭй
ϲ͘ϱй

Ϭ͘Ϭй
ϰ͘ϱй

Ϯ͘ϱй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй ϯϱй ϰϬй ϰϱй ϱϬй

今のまま生活したい
自宅で家族と暮らしたい
自宅で一人で暮らしたい

アパートなどで一人で暮らしたい
グループホームなどを利用したい

障害者支援施設（入所施設）などで暮らしたい
高齢者施設などで暮らしたい

その他
有効回答なし

問１５ あなたは今後（将来含む）どのような暮らしをしたいと思いますか
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③Ө 外出についてӨ

外出や交通手段、主な介助者について尋ねています。知的障がいの人は他の障がいの人に

比較し、入所されている人の回答の割合が高かったため、外出する機会の割合が少なくなっ

ています。主な外出先としては、「買い物」「医療機関」「仕事」が多く、「障害福祉サービスの通

所先」には精神障がいの人、知的障がいの人、身体障がいの人の順となっています。公共機関

の乗り物を利用される人は少なく、自分や家族の車で移動される人が多いようです。Ө

町が実施している「乗合タクシー」の利用状況は前回同様に「利用したことのない人」が９割Ө

を占めており「行きたい場所に行けない」「好きな時間に乗れない」など不便さを感じているӨ

人が多いほか、「利用するまでの手続きのわずらわしさ」を挙げている人が前回の調査より多Ө

くなっておりました。Ө

「ヘルプマーク」はԣԥやポスター等でも多く目にする機会が増えていることからӾԁӸӾ％と

約半数の人が「知っている」と回答されています。「持っている」と回答した人は全体の１４Ӹ９％

で、障がい種別毎では精神障がいの人が最も多く、次いで身体障がいの人、知的障がいの人

となっています。Ө

精神障がいの人は見た目では分かりにくい困難さもあり、活用することで様々な場面で役

立つこともあり関心が高いようです。Ө

Ө

ϯϵ͘Ϯй
Ϯϱ͘ϯй

ϭϲ͘Ϭй
ϴ͘Ϯй

ϳ͘Ϯй
ϯ͘ϲй

Ϭ͘ϱй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй ϯϱй ϰϬй

ほとんど毎日
週に３～４回くらい
週に１～２回くらい
月に１～２回くらい

年に数回くらい
外出しない・外出できない

有効回答なし

問１８ あなたは仕事（学校・通所施設）、医療機関への通院、
買物などで外出する回数はどれくらいですか

ϭϮ͘Ϭй
Ϭ͘ϰй

ϳ͘ϵй
Ϭ͘ϴй

ϮϬ͘ϯй
Ϯϱ͘ϲй

ϳ͘ϳй
ϱ͘ϭй
ϰ͘ϯй

ϴ͘ϯй
ϱ͘ϯй

Ϭ͘Ϯй
ϭ͘ϲй

Ϭ͘ϱй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй

仕事
学校

障害福祉サービスの通所施設
介護保険の通所施設

医療機関（リハビリ含む）
買物

銀行・郵便局など
友人・知人と会う

役場や公民館、出張所等の公共施設（公園・体育館含む）
散歩

趣味・レジャー・スポーツ
サークル・ボランティア・団体活動

その他
有効回答なし

問１９ 主にどのような目的で外出しますか
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Ө

Ө

④Ө 相談や情報入手についてӨ

日常的に相談する相手としては、すべての障がいにおいて「家族」と回答された人が最も多

く、障がい種別毎では身体障がいの人は「医師・看護師」「役場」、知的障がいの人は「福祉施設

の職員」「相談支援事業者」、精神障がいの人は「福祉施設の職員」「友人」と違いがみられてい

ます。相談内容としては「日常生活」「お金」「健康」の割合が最も高くなっています。前回調査

に比べて「福祉サービス」や「就労支援」に関することの割合が高くなっています。その他に「親

亡き後」や「人間関係」という回答もありました。Ө

相談したい時に「どこに相談していいか分からない」「苦手でできない」と回答された人も多

く、「分かりやすい相談窓口の周知」「身近な場所で相談できる」「障がいに応じた専門的な相

談」「曜日や時間に関係なく応じてくれる相談」が相談をしやすくなるために必要性があるよう

です。Ө

福祉情報の入手方法は、身体障がいの人は「自治体の広報誌・配布物」、知的障がいの人は

「福祉施設の職員」、精神障がいの人は「医療機関」と回答された人が最も多く障がいによって

違いがみられますが、「ホームページ」「携帯電話」「テレビ・ラジオ」などの電子媒体から情報を

得ている人の割合が前回調査より増えており、情報入手のしやすさにも注力していく必要が

あるとみられます。Ө

Ө

Ϯϱ͘Ϭй
ϲ͘ϯй
ϲ͘ϯй
ϲ͘ϯй

Ϭ͘Ϭй
ϲ͘ϯй
ϲ͘ϯй

Ϭ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй

ϲ͘ϯй
ϭϮ͘ϱй

Ϭ͘Ϭй
ϭϴ͘ϴй

ϱ͘ϵй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй

健康上、体力的に自信がない
介助、支援を頼める人がいない

周囲の人の目が気になる
お金の計算や支払いができない

道路や歩道が通りにくい
建物や施設に段差などがあり利用しにくい

交通手段がない
障がい者用の駐車場が少ない
障がい者用のトイレが少ない

外出する気力がない
外出したくない

外出する必要がない
その他

有効回答なし

問２１ 外出しない・外出できないを選択した方は、その理由は何ですか

ϭϰ͘ϵй

ϯϮ͘ϱй

ϰϳ͘ϵй

ϰ͘ϳй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй ϯϱй ϰϬй ϰϱй ϱϬй

知っている（持っている）
知っている（持っていない）

知らない
有効回答なし

問２２ あなたはヘルプマークを知っていますか

第 2章　障がい福祉の現状と課題

33



第２章� 障がい福祉の現状と課題�
 

33 

Ө

Ө

④Ө 相談や情報入手についてӨ

日常的に相談する相手としては、すべての障がいにおいて「家族」と回答された人が最も多

く、障がい種別毎では身体障がいの人は「医師・看護師」「役場」、知的障がいの人は「福祉施設
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亡き後」や「人間関係」という回答もありました。Ө

相談したい時に「どこに相談していいか分からない」「苦手でできない」と回答された人も多

く、「分かりやすい相談窓口の周知」「身近な場所で相談できる」「障がいに応じた専門的な相

談」「曜日や時間に関係なく応じてくれる相談」が相談をしやすくなるために必要性があるよう

です。Ө
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違いがみられますが、「ホームページ」「携帯電話」「テレビ・ラジオ」などの電子媒体から情報を

得ている人の割合が前回調査より増えており、情報入手のしやすさにも注力していく必要が

あるとみられます。Ө

Ө

Ϯϱ͘Ϭй
ϲ͘ϯй
ϲ͘ϯй
ϲ͘ϯй

Ϭ͘Ϭй
ϲ͘ϯй
ϲ͘ϯй

Ϭ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй

ϲ͘ϯй
ϭϮ͘ϱй

Ϭ͘Ϭй
ϭϴ͘ϴй

ϱ͘ϵй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй

健康上、体力的に自信がない
介助、支援を頼める人がいない

周囲の人の目が気になる
お金の計算や支払いができない

道路や歩道が通りにくい
建物や施設に段差などがあり利用しにくい

交通手段がない
障がい者用の駐車場が少ない
障がい者用のトイレが少ない

外出する気力がない
外出したくない

外出する必要がない
その他

有効回答なし

問２１ 外出しない・外出できないを選択した方は、その理由は何ですか

ϭϰ͘ϵй

ϯϮ͘ϱй

ϰϳ͘ϵй

ϰ͘ϳй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй ϯϱй ϰϬй ϰϱй ϱϬй

知っている（持っている）
知っている（持っていない）

知らない
有効回答なし

問２２ あなたはヘルプマークを知っていますか
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Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

ϭϯ͘Ϯй
ϵ͘ϭй

ϭϮ͘ϲй
ϭϯ͘Ϯй

ϭϲ͘ϭй
ϭϯ͘ϳй

ϯ͘ϴй
Ϭ͘ϲй

ϭϰ͘Ϭй
ϯ͘ϳй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй

利用出来る事業所等に関すること
利用料金に関すること

健康に関すること
就労支援に関すること
日常生活に関すること

町等で行っている自治体の助成制度に関すること
レクリエーション・ボランティア活動に関すること

その他
特になし

有効回答なし

問２９ あなたは、どのような情報を得たいですか

ϭϯ͘ϰй
ϭϲ͘ϯй

ϮϬ͘Ϭй
ϭϳ͘ϭй

ϲ͘ϯй
ϵ͘ϳй

Ϭ͘ϵй
ϭϮ͘ϲй

ϯ͘ϳй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй

相談窓口がわかりやすく周知されている
身近な場所に相談できる場所がある

障がいに応じた専門的な相談ができる
曜日や時間に関係なく、いつでも相談に応じてくれる

相談のための手続きを簡素化する
電話・&�y・インターネットでの相談ができる

その他
特になし

有効回答なし

問２７ 相談しやすくなるためには、どのようなことが必要だと思いますか

ϭϳ͘ϰй
ϱ͘ϴй

ϰ͘ϯй
ϳ͘Ϭй
ϲ͘Ϯй

ϯ͘ϭй
ϭϱ͘ϱй

ϯϯ͘ϳй
Ϯ͘Ϭй

ϱ͘Ϭй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй ϯϱй

どこに相談したらいいか分からない
近くに頼れる相談場所がない

相談する相手がいない
日時を気にせず連絡できる所、相手がいない

相談のための手続きが大変
やりとりを手伝ってくれる人がいない

相談したいが苦手でできない
特になし
その他

有効回答なし

問２６ あなたが相談したい時に困ることは何ですか
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Ө

Ө

Ө

⑤Ө 福祉サービスについてӨ

福祉サービスを利用されている人は、知的障がいの人が最も多く７３Ӹ９％、次いで精神障が

いの人４３Ӹ２％、身体障がいの人４０Ӹ６％であり、利用しているサービス全体では、「生活介護」

が最も多く、次いで「就労継続支援」「共同生活援助」「施設入所」となっています。「共同生活援

助」「施設入所」を現在利用されていない人で将来的な希望においては半数以上が「わからな

い」と回答されていますが、利用してしてみたい、今は必要ないが親亡き後にと関心がある人

も前回より多くなっていることが分かりました。精神障がいの人は６割以上の人が現時点では

考えていないようですが、「施設入所」は身体障がいの人、「共同生活援助」は知的障がいの人

の関心が高いようです。「就労移行」「就労継続支援」といった就労系のサービスに関心のある

人も前回より高くなっております。Ө

現在利用している人の満足度は６６Ӹ４％と前回より０Ӹ５ポイント高くなっています。不満が

あると回答した人は「申請の手続きが面倒」「思うとおりに利用できない」「困っていることが

解消されない」と回答した人が最も多く、「家族などが勧めるため利用しているが、利用したく

ない」と回答された割合も前回より高くなっており、本人の意向にそぐわないサービス利用も

あることが伺えました。Ө

現在利用していない人の中では、４２Ӹ８％の人が「必要がない」と回答しており、理由として

利用料金に関することのほか、「利用したいサービスを提供している事業所や定員が少なく、

利用できないから」「引き受けてくれる事業所が見つからないから」と回答した人の割合が高

くなっています。Ө

Ө

ϳ͘ϴй
ϭϱ͘ϯй

ϴ͘ϰй
ϭϯ͘ϱй

ϰ͘ϯй
ϵ͘ϰй

ϲ͘ϯй
ϯ͘ϯй
ϯ͘ϯй
Ϯ͘ϵй

Ϯ͘Ϭй
ϭ͘ϰй
ϭ͘ϴй

ϴ͘Ϭй
ϭ͘ϰй

ϵ͘Ϭй
ϭ͘ϵй

Ϭй Ϯй ϰй ϲй ϴй ϭϬй ϭϮй ϭϰй ϭϲй ϭϴй

家族との関係
病気や障害のこと

仕事のこと
経済的なこと
住居のこと
健康管理

お金や通帳の管理
食事の準備や調理

掃除や洗濯
日用品などの買物

服薬管理
福祉サービスの利用

近所の人との会話やつきあい
緊急時（具合が悪くなったときや災害のときなど）の…

その他
特になし

有効回答なし

問３０ 現在の生活で不安な事や困っていることはどのようなことですか

緊急時（具合が悪くなったときや災害のときななど）の対応
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Ө

Ө

Ө

⑤Ө 福祉サービスについてӨ

福祉サービスを利用されている人は、知的障がいの人が最も多く７３Ӹ９％、次いで精神障が

いの人４３Ӹ２％、身体障がいの人４０Ӹ６％であり、利用しているサービス全体では、「生活介護」

が最も多く、次いで「就労継続支援」「共同生活援助」「施設入所」となっています。「共同生活援

助」「施設入所」を現在利用されていない人で将来的な希望においては半数以上が「わからな

い」と回答されていますが、利用してしてみたい、今は必要ないが親亡き後にと関心がある人

も前回より多くなっていることが分かりました。精神障がいの人は６割以上の人が現時点では

考えていないようですが、「施設入所」は身体障がいの人、「共同生活援助」は知的障がいの人

の関心が高いようです。「就労移行」「就労継続支援」といった就労系のサービスに関心のある

人も前回より高くなっております。Ө

現在利用している人の満足度は６６Ӹ４％と前回より０Ӹ５ポイント高くなっています。不満が

あると回答した人は「申請の手続きが面倒」「思うとおりに利用できない」「困っていることが

解消されない」と回答した人が最も多く、「家族などが勧めるため利用しているが、利用したく

ない」と回答された割合も前回より高くなっており、本人の意向にそぐわないサービス利用も

あることが伺えました。Ө

現在利用していない人の中では、４２Ӹ８％の人が「必要がない」と回答しており、理由として

利用料金に関することのほか、「利用したいサービスを提供している事業所や定員が少なく、

利用できないから」「引き受けてくれる事業所が見つからないから」と回答した人の割合が高

くなっています。Ө

Ө

ϳ͘ϴй
ϭϱ͘ϯй

ϴ͘ϰй
ϭϯ͘ϱй

ϰ͘ϯй
ϵ͘ϰй

ϲ͘ϯй
ϯ͘ϯй
ϯ͘ϯй
Ϯ͘ϵй

Ϯ͘Ϭй
ϭ͘ϰй
ϭ͘ϴй

ϴ͘Ϭй
ϭ͘ϰй

ϵ͘Ϭй
ϭ͘ϵй

Ϭй Ϯй ϰй ϲй ϴй ϭϬй ϭϮй ϭϰй ϭϲй ϭϴй

家族との関係
病気や障害のこと

仕事のこと
経済的なこと
住居のこと
健康管理

お金や通帳の管理
食事の準備や調理

掃除や洗濯
日用品などの買物

服薬管理
福祉サービスの利用

近所の人との会話やつきあい
緊急時（具合が悪くなったときや災害のときなど）の…

その他
特になし

有効回答なし

問３０ 現在の生活で不安な事や困っていることはどのようなことですか
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Ө

ϭ͘ϵй
Ϭ͘ϰй
Ϭ͘ϴй
Ϭ͘ϰй
Ϭ͘Ϭй

ϴ͘ϴй
ϯ͘ϰй
Ϯ͘ϳй

ϭϭ͘ϱй
Ϭ͘ϴй

ϴ͘ϴй
ϯ͘ϭй

Ϭ͘ϴй
ϵ͘ϲй

ϭ͘ϭй
Ϭ͘Ϭй
Ϭ͘Ϭй
Ϭ͘ϴй
ϭ͘ϵй
ϭ͘ϵй

Ϭ͘Ϭй
Ϭ͘ϴй

ϯ͘ϰй
Ϭ͘ϴй

ϯϰ͘ϭй
Ϯ͘Ϯй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй ϯϱй

居宅介護（ホームヘルプ）
重度訪問介護

同行援護
行動援護

重度障害者等包括支援
施設入所支援

短期入所（ショートステイ）
療養介護
生活介護

自立生活援助
共同生活援助（グループホーム）
自立訓練（機能訓練・生活訓練）

就労移行支援
就労継続支援（�型・�型）

就労定着支援
地域移行支援
地域定着支援

訪問入浴サービス
日中一時支援

地域活動支援センター
意思疎通支援

移動支援
日常生活用具の給付

その他
利用していない
有効回答なし

問３１ あなたは福祉サービスを現在利用していますか

Ϭ͘ϲй
Ϭ͘Ϭй

Ϯϭ͘ϭй
ϱϭ͘ϴй

Ϯϲ͘ϱй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй

利用希望あり（１年以内を希望）
利用希望あり（３年以内を希望）
利用希望あり（将来的な希望）

わからない
有効回答なし

問３２ 現在「施設入所支援」のサービスを利用していない方で、
今後利用意向はありますか

Ϭ͘ϲй
Ϭ͘ϲй

ϭϲ͘ϲй
ϱϲ͘ϳй

Ϯϱ͘ϱй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй

利用希望あり（１年以内を希望）
利用希望あり（３年以内を希望）
利用希望あり（将来的な希望）

わからない
有効回答なし

問３３ 現在「共同生活援助」のサービスを利用していない方で、
今後利用の意向はありますか
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Ө
Ө

Ө

⑥Ө 就労についてӨ

「働いている」と回答した人の割合が前回調査より６Ӹ０ポイント増加しています。働いている

と回答した人の割合は知的障がいの人が最も多く、福祉サービスにて福祉就労をされている

ことが他の障がいのある人に比べて多いことが表れています。一方で精神障がいの人は「働

きたくない・働くことができない」と回答された人が多く、障がいによって働くことの意欲を引

き出すことの難しさが見えます。Ө

働いている人においては、仕事をする上での不安や不満として、すべての障がいにおいて

「収入が少ない」と回答した人の割合が高く、次いで身体障がいの人が「身体的に仕事がきつ

い」知的障がい、精神障がいの人は「職場の人間関係が難しい」と挙げられています。Ө

働いていない人は、「就労を考えていない」と回答した人の割合がそれぞれ一定数いますが、

働いていない理由としては「病気」以外に「働き続ける自信がない」「自分の適性が分からない」

「職歴が無い」と回答している人の割合が増加しています。Ө

障がいのある人の就労支援として「職場が障がい者の雇用について十分理解していること」

の割合が全ての障がいのある人の割合が高めになっていることから、職場における障がい者

雇用の理解促進を求める声が高いと考えられます。Ө

Ө

Ө

ϲϲ͘ϰй
ϭϰ͘ϴй

ϭϴ͘ϴй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

満足している
不満がある

有効回答なし

問３４（１） あなたは、現在利用している福祉サービスについて
どう思われていますか

ϰϳ͘ϵй
ϭϳ͘Ϭй

ϯϬ͘ϰй
ϰ͘ϳй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй ϯϱй ϰϬй ϰϱй ϱϬй

働いている
働いていないが働きたい

働きたくない・働くことができない
有効回答なし

問３８ 現在、あなたは働いていますか
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Ө
Ө

Ө

⑥Ө 就労についてӨ

「働いている」と回答した人の割合が前回調査より６Ӹ０ポイント増加しています。働いている

と回答した人の割合は知的障がいの人が最も多く、福祉サービスにて福祉就労をされている

ことが他の障がいのある人に比べて多いことが表れています。一方で精神障がいの人は「働

きたくない・働くことができない」と回答された人が多く、障がいによって働くことの意欲を引

き出すことの難しさが見えます。Ө

働いている人においては、仕事をする上での不安や不満として、すべての障がいにおいて

「収入が少ない」と回答した人の割合が高く、次いで身体障がいの人が「身体的に仕事がきつ

い」知的障がい、精神障がいの人は「職場の人間関係が難しい」と挙げられています。Ө

働いていない人は、「就労を考えていない」と回答した人の割合がそれぞれ一定数いますが、

働いていない理由としては「病気」以外に「働き続ける自信がない」「自分の適性が分からない」

「職歴が無い」と回答している人の割合が増加しています。Ө

障がいのある人の就労支援として「職場が障がい者の雇用について十分理解していること」

の割合が全ての障がいのある人の割合が高めになっていることから、職場における障がい者

雇用の理解促進を求める声が高いと考えられます。Ө

Ө

Ө

ϲϲ͘ϰй
ϭϰ͘ϴй

ϭϴ͘ϴй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй ϱϬй ϲϬй ϳϬй

満足している
不満がある

有効回答なし

問３４（１） あなたは、現在利用している福祉サービスについて
どう思われていますか

ϰϳ͘ϵй
ϭϳ͘Ϭй

ϯϬ͘ϰй
ϰ͘ϳй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй ϯϱй ϰϬй ϰϱй ϱϬй

働いている
働いていないが働きたい

働きたくない・働くことができない
有効回答なし

問３８ 現在、あなたは働いていますか
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Ө

Ө

ϴ͘ϰй
ϭϬ͘Ϯй

ϯϬ͘ϱй
ϰ͘Ϯй

ϭ͘Ϯй
ϭϬ͘ϴй

Ϯ͘ϰй
ϭ͘ϴй
ϭ͘Ϯй

ϭϮ͘Ϭй
ϰ͘Ϯй

ϳ͘Ϯй
ϱ͘ϵй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй ϯϱй

働くところがない
自分に合った仕事がない

病気のため
通勤が困難なため

家事・就学に専念するため
働き続ける自信がないため

今の生活に満足しているため
働きたくないため
家族の介護のため

自分の適性が分からない
職歴が無いため

その他
有効回答なし

問４０（１） 問３８で「働いていないが働きたい」「働くことができない・
働くことができない」に〇をした方におたずねします
現在働いていない理由は何ですか

ϵ͘ϵй
ϲ͘ϴй

ϭϬ͘ϰй
ϭϬ͘ϵй

ϭϰ͘ϯй
ϵ͘ϲй

ϰ͘ϰй
ϭϭ͘ϳй

ϲ͘ϴй
ϴ͘ϭй

Ϯ͘ϭй
Ϭ͘Ϭй

ϱ͘Ϭй

Ϭй Ϯй ϰй ϲй ϴй ϭϬй ϭϮй ϭϰй ϭϲй

通勤への支援
職場環境の整備（バリアフリー化など）

短時間勤務や勤務日数等の配慮
勤務時間や日数が体調に合わせて変更できること

職場が障がい者の雇用について十分理解していること
職場内外での相談できる場の充実

在宅勤務の拡充
具合が悪くなった時に気軽に通院できること
就労後のフォローなど職場と支援機関の連携

わからない
必要ない
その他

有効回答なし

問４０（３） あなたは障がい者の就労支援としてどのようなことが
必要だと思いますか。

ϰ͘ϳй
ϳ͘ϯй
ϲ͘ϴй

ϭϮ͘Ϭй
Ϯ͘ϭй

ϭϱ͘Ϯй
ϰ͘ϳй

ϯ͘ϳй
ϳ͘ϵй

ϱ͘ϴй
ϭ͘Ϭй

ϮϮ͘Ϭй
ϲ͘ϴй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй

障がい者用の設備が十分でない
通勤が大変

自分にあった仕事がない
職場の人間関係が難しい

昇給や昇進が平等ではない
収入が少ない

職場での身分が不安定
仕事の内容が難しい

身体的に仕事がきつい
差別、偏見、疎外感を感じる

その他
特にない

有効回答なし

問３９（３） 障がいがあることで、仕事をする上での不安や不満を感じる
ことはありますか
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⑦Ө 権利擁護についてӨ

「障害者差別解消法」の設問では、法律や制度を知らない人が前回同様に約６割となってお

りますが、前回よりも差別や嫌な思いをしたことがある人が増加しています。差別の経験は

「ある」「少しある」と回答された人を合わせて、身体障がいの人が最も高く５９Ӹ４％、次いで精

神障がいの人５９Ӹ１％、知的障がいの人５４Ӹ４％となっています。「学校・仕事場」が最も多く、

次いで「外出先」「医療機関」と回答されています。Ө

「障害者虐待防止法」の設問では、半数の人が知っていたり耳にしたことがあるようですが、

その中でも約３割の人は内容までは分からないようです。「虐待を経験している」と回答され

た人は１４Ӹ４％で、うち３Ӹ６％の人は「現在もよくある」と回答されており、多くの人が相談先

が分からず相談できていないことも分かりました。Ө

「成年後見制度」の設問では、「名前も内容も知っている」と回答された人の割合が前回より

３Ӹ３ポイント増加しており、制度が僅かながら浸透してきていることが分かりました。Ө

障がいのある人への理解や配慮を深めていくためには、「障がいについて理解を深めるた

めの教育の推進」「障がいの有無に関わらず共に学ぶ教育の推進」「一般企業への就業の促進」

等が求められています。Ө

Ө

Ө

Ϯϱ͘ϴй

ϯϬ͘ϵй

ϯϲ͘ϭй

ϳ͘Ϯй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй

ある

少しある

ない

有効回答なし

問４１（２） あなたは、障がいがあることで
差別や嫌な思いをしたことがありますか

ϲϵ͘ϲй

ϭϬ͘ϴй

ϯ͘ϲй

ϰ͘ϭй

ϭϭ͘ϵй

Ϭй ϮϬй ϰϬй ϲϬй ϴϬй

一度もない
以前、数回あった
現在もよくある

その他
有効回答なし

問４２（２） 家族や施設の職員、職場の上司
等から虐待を受けたことはありますか

ϭϵ͘ϰй
ϭϰ͘ϰй

ϱ͘ϭй
ϵ͘Ϭй

ϯ͘ϰй
ϵ͘ϵй

ϲ͘ϴй
ϴ͘ϳй

ϭϮ͘ϳй
ϰ͘Ϯй

Ϯ͘Ϭй
ϰ͘ϰй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй

障がいについて理解を深めるための教育の推進
障がいの有無にかかわらず共に学ぶ教育の推進

ボランティア活動の推進
地域での交流を深める機会を増やす

広報等での啓発やパンフレットの作成
一般企業への就業の促進

共に参加できるスポーツ・文化芸術活動の推進
障がいのある方から地域に対する積極的な情報発信

わからない
特にない
その他

有効回答なし

問４４ 障がいのある方への理解や配慮を深めていくためには、
どのようなことが特に必要だと思いますか
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⑦Ө 権利擁護についてӨ

「障害者差別解消法」の設問では、法律や制度を知らない人が前回同様に約６割となってお

りますが、前回よりも差別や嫌な思いをしたことがある人が増加しています。差別の経験は

「ある」「少しある」と回答された人を合わせて、身体障がいの人が最も高く５９Ӹ４％、次いで精

神障がいの人５９Ӹ１％、知的障がいの人５４Ӹ４％となっています。「学校・仕事場」が最も多く、

次いで「外出先」「医療機関」と回答されています。Ө

「障害者虐待防止法」の設問では、半数の人が知っていたり耳にしたことがあるようですが、

その中でも約３割の人は内容までは分からないようです。「虐待を経験している」と回答され

た人は１４Ӹ４％で、うち３Ӹ６％の人は「現在もよくある」と回答されており、多くの人が相談先

が分からず相談できていないことも分かりました。Ө

「成年後見制度」の設問では、「名前も内容も知っている」と回答された人の割合が前回より

３Ӹ３ポイント増加しており、制度が僅かながら浸透してきていることが分かりました。Ө

障がいのある人への理解や配慮を深めていくためには、「障がいについて理解を深めるた

めの教育の推進」「障がいの有無に関わらず共に学ぶ教育の推進」「一般企業への就業の促進」

等が求められています。Ө

Ө

Ө

Ϯϱ͘ϴй

ϯϬ͘ϵй

ϯϲ͘ϭй

ϳ͘Ϯй

Ϭй ϭϬй ϮϬй ϯϬй ϰϬй

ある

少しある

ない

有効回答なし

問４１（２） あなたは、障がいがあることで
差別や嫌な思いをしたことがありますか

ϲϵ͘ϲй

ϭϬ͘ϴй

ϯ͘ϲй

ϰ͘ϭй

ϭϭ͘ϵй

Ϭй ϮϬй ϰϬй ϲϬй ϴϬй

一度もない
以前、数回あった
現在もよくある

その他
有効回答なし

問４２（２） 家族や施設の職員、職場の上司
等から虐待を受けたことはありますか

ϭϵ͘ϰй
ϭϰ͘ϰй

ϱ͘ϭй
ϵ͘Ϭй

ϯ͘ϰй
ϵ͘ϵй

ϲ͘ϴй
ϴ͘ϳй

ϭϮ͘ϳй
ϰ͘Ϯй

Ϯ͘Ϭй
ϰ͘ϰй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй

障がいについて理解を深めるための教育の推進
障がいの有無にかかわらず共に学ぶ教育の推進

ボランティア活動の推進
地域での交流を深める機会を増やす

広報等での啓発やパンフレットの作成
一般企業への就業の促進

共に参加できるスポーツ・文化芸術活動の推進
障がいのある方から地域に対する積極的な情報発信

わからない
特にない
その他

有効回答なし

問４４ 障がいのある方への理解や配慮を深めていくためには、
どのようなことが特に必要だと思いますか
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⑧Ө 災害についてӨ

災害が起きた時に不安を感じることは、「補装具の使用が困難」「救助を求めることができ

ない」「障害福祉サービスを受けられない」「周囲とのコミュニケーションがとれない」「避難場

所の設備（トイレ等）や生活環境が不安」という選択肢が前回の調査より高くなっています。避

難所生活をする必要性が生じた場合、すべての障がいにおいて「避難場所の設備や生活環境」

「投薬や治療が受けられない」「迅速な避難」と心配することが共通して高くなっています。次

いで「服薬の確保」「障がいに対する理解」が挙げられました。Ө

Ө

Ө

⑨Ө 施策についてӨ

「今後、充実すべきだと思う施策」については、「低所得者への経済的支援」と回答した人の

割合が最も高くなっており、その他に「相談窓口や相談支援体制の充実」「障がい者への理解

に関する社会啓発の促進」「災害時や緊急時の支援体制の充実」などが多く望まれていること

が分かりました。Ө

その他の回答としては、「施設の敷地の拡大」「バス代の助成」と意見がありました。Ө

Ө

Ө

Ө

ϭϵ͘Ϭй
ϯ͘Ϭй
ϯ͘ϯй

ϲ͘ϯй
ϯ͘ϱй

ϭϰ͘ϴй
ϳ͘Ϭй

ϭϭ͘Ϭй
ϮϬ͘ϭй

ϭ͘ϲй
ϳ͘Ϭй

ϯ͘ϰй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй

投薬や治療が受けられない
補装具の使用が困難になる

補装具や日常生活用具の入手ができなくなる
救助を求めることができない

障害福祉サービスを受けられない
安全なところまで、迅速に避難することができない

被害状況、避難場所などの情報が入手できない
周囲とのコミュニケーションがとれない

避難場所の設備（トイレ等）や生活環境が不安
その他

特にない
有効回答なし

問４７ 火事や地震等の災害時に困ることは何ですか

ϭϱ͘ϲй
Ϯϭ͘ϯй

Ϯϰ͘ϭй
ϰ͘Ϯй

Ϯϱ͘ϯй
ϭ͘ϱй

ϱ͘ϱй
Ϯ͘ϱй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй

避難所に自分のことを理解できる介護者などはいるか
避難所に障害に対する理解があるか
日常服薬する薬などを確保できるか
医療的なケアなどを受けられるか

避難場所の設備（トイレ等）や生活環境が不安
その他

特にない
有効回答なし

問４９ 避難所生活する必要性が生じた場合、どのようなことが心配ですか
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Ө
Ө

Ө

⑩Ө 介護者の状況Ө

前回から引き続き「６５歳以上」の介護者の割合が段々高くなっており、介護者の高齢化が

進んでいることが分かります。介護者による自由記載においても、親亡き後の将来を不安に

思う意見が挙げられています。地域生活支援拠点をいかに充実し活用させていくか、また制

度の浸透も課題となります。Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

ϴ͘ϲй
Ϯ͘Ϭй

ϯ͘ϴй
Ϯ͘Ϭй

ϯ͘ϭй
Ϯ͘ϭй

ϱ͘ϲй
ϯ͘Ϭй

ϳ͘ϲй
ϱ͘ϲй

ϯ͘ϯй
ϭϬ͘ϲй

ϭ͘Ϯй
Ϯ͘ϴй
ϯ͘ϱй

ϳ͘ϲй
ϭ͘ϴй
Ϯ͘Ϭй

ϯ͘ϱй
ϲ͘ϴй

ϴ͘ϯй
ϭ͘Ϭй

ϰ͘Ϯй

Ϭй Ϯй ϰй ϲй ϴй ϭϬй ϭϮй

相談窓口や相談支援体制の充実
ホームヘルパーの派遣

生活介護の充実
短期入所の充実
機能訓練の充実
生活訓練の充実

就労移行支援・就労継続支援の充実
円滑な外出ができる移動支援の充実

障がい者の雇用促進
入所できる施設の整備
グループホームの整備

低所得者等への経済支援
障がい児の療育支援の充実

住宅改修制度の充実
公共施設や交通機関等のバリアフリー化

災害時や緊急時の支援体制の充実
スポーツ・文化・レクリエーション活動の支援

ボランティア活動や地域活動の充実
情報の取得利用や意思疎通についての支援

障がい者への情報提供の充実
障がい者への理解に関する社会啓発の促進

その他
有効回答なし

問５０ 今後、充実すべきだと思う施策はどれですか

Ϭ͘Ϭй
ϭ͘ϴй

ϭϰ͘Ϯй
Ϯϱ͘ϳй

ϭϲ͘ϴй
ϱ͘ϯй

ϯ͘ϱй
ϯϮ͘ϳй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй ϯϱй

１７歳以下
１８～２９歳
３０～４９歳
５０～６４歳
６５～７４歳
７５～８４歳
８５歳以上

有効回答なし

問５３ あなたの年齢はおいくつですか
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Ө
Ө

Ө

⑩Ө 介護者の状況Ө

前回から引き続き「６５歳以上」の介護者の割合が段々高くなっており、介護者の高齢化が
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Ө

Ө

Ө

Ө

ϴ͘ϲй
Ϯ͘Ϭй

ϯ͘ϴй
Ϯ͘Ϭй

ϯ͘ϭй
Ϯ͘ϭй

ϱ͘ϲй
ϯ͘Ϭй

ϳ͘ϲй
ϱ͘ϲй

ϯ͘ϯй
ϭϬ͘ϲй

ϭ͘Ϯй
Ϯ͘ϴй
ϯ͘ϱй

ϳ͘ϲй
ϭ͘ϴй
Ϯ͘Ϭй

ϯ͘ϱй
ϲ͘ϴй

ϴ͘ϯй
ϭ͘Ϭй

ϰ͘Ϯй

Ϭй Ϯй ϰй ϲй ϴй ϭϬй ϭϮй

相談窓口や相談支援体制の充実
ホームヘルパーの派遣

生活介護の充実
短期入所の充実
機能訓練の充実
生活訓練の充実

就労移行支援・就労継続支援の充実
円滑な外出ができる移動支援の充実

障がい者の雇用促進
入所できる施設の整備
グループホームの整備

低所得者等への経済支援
障がい児の療育支援の充実

住宅改修制度の充実
公共施設や交通機関等のバリアフリー化

災害時や緊急時の支援体制の充実
スポーツ・文化・レクリエーション活動の支援

ボランティア活動や地域活動の充実
情報の取得利用や意思疎通についての支援

障がい者への情報提供の充実
障がい者への理解に関する社会啓発の促進

その他
有効回答なし

問５０ 今後、充実すべきだと思う施策はどれですか

Ϭ͘Ϭй
ϭ͘ϴй

ϭϰ͘Ϯй
Ϯϱ͘ϳй

ϭϲ͘ϴй
ϱ͘ϯй

ϯ͘ϱй
ϯϮ͘ϳй

Ϭй ϱй ϭϬй ϭϱй ϮϬй Ϯϱй ϯϬй ϯϱй

１７歳以下
１８～２９歳
３０～４９歳
５０～６４歳
６５～７４歳
７５～８４歳
８５歳以上

有効回答なし

問５３ あなたの年齢はおいくつですか
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【自由記載欄に寄せられた意見Ө 一部抜粋】Ө

Ө

〇Ө これから高齢になっていくので、お世話になると思っています。分かりやすい情報提供をお

願いします。（身体ӹ肢体・男性）Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө 【情報提供について】Ө

Ө

〇Ө 乗合タクシーでイオン等に行けるようにして欲しい。美郷にない病院の科に行けるよう考え

て欲しい。災害時の避難所の把握。（身体ӹ視覚・男性）Ө Ө Ө Ө Ө 【移動の確保】【災害時について】Ө

Ө

〇Ө スロープを利用するが、片側しか手すりがついていない。行きは良いが帰りが怖い。（身体ӹ

内部・女性）Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө 【施設等整備について】Ө

Ө

〇Ө 出会いの場や交流の機会がもう少しあってもよいと思います。（身体ӹ肢体・女性）Ө Ө Ө Ө Ө

【集いの場の充実】Ө

Ө

〇Ө 現在のグループホームは全体的に高い（利用料金）ので障害者年金の範囲で生活できる所が

増えて欲しい。もしくは障害者年金が増えて欲しい。（療育・女性）Ө Ө Ө Ө 【経済的支援について】Ө

Ө

〇Ө 今、施設に通っているのですが大曲にあり、バスで片道２００円位かかります。働いてもバス

代に消えていきます。どうか、何か対策を考えてもらえませんでしょうか？（精神・女性）Ө

【移動の確保】【経済的支援について】Ө

Ө

〇Ө 障がいがあるからどうのこうのとか言われたりするのがこわい（就労や災害の避難場所）Ө

障がいのある方へ優しい心を持った大人が増えてくれたらいい。（療育ӹ精神・女性）Ө

【障がいへの理解】Ө

Ө

〇Ө 今は自立できているが、今後高齢になっていくので、そこが不安です。（身体ӹ肢体・男性）

【将来の不安について】Ө

Ө

〇Ө 道路のはがれが怖い。階段に手すりがついているが、上まで完全に手すりがないことがある。

何もかも不便である障がい者になってみなければ分からないことだらけです。Ө

（身体ӹ内部・女性）Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө 【施設等整備について】Ө

Ө

〇Ө 私（介護者）が生きている間は生活できると思いますが、私が亡くなったら生活できないと

思う。私の子供は軽度知的な為、見た目ではわがままで頭が悪い勉強が出来ない子で、学校

も不登校までなりませんでしたが、社会に出て働くことは出来ないと思う。私の子供みたいに

軽度知的な子の未来のシミュレーションができない。（療育・女性）Ө Ө Ө 【将来の不安について】Ө

Ө

Ө

Ө

Ө
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〇Ө 支援学校に通っている時は、学校や自治体、周囲の同じ立場の方々から情報を得られること

が多かったですが、現在はあまり情報交換ができる機会がなくなり、知らないこともたくさん

あるのではないかと思います。日々の忙しさの中で自ら積極的に情報を取りに行く・・という

余裕もないです。通っている福祉事業所の支援員さんが１度に大勢変わってしまったり、経営

形態が変わったりした時、この先も長くお世話に慣れるのだろうか・・・と不安に思うことがあ

ります。役場福祉保健課の担当者さんや相談支援事業者さんの担当が変わってしまって、また

一から説明が必要になるのも不安に感じることのひとつです。（当事者母）（療育・女性）Ө

【情報提供について】Ө

Ө

〇Ө 障がい者でも一般の人と同じ支払いだと大変（色々な役場関係の支払いの事）。障がい者へ

の給付金を増やして欲しい。病院代、毎月の支払いが大変な為。（身体ӹ精神・女性）Ө

【経済的支援について】Ө

Ө

〇Ө 成年後見制度を利用していますが、もっと料金を安くしていただきたいです。法律に基づい

て正しく報告しているのに、高額の支払いを求められることに疑問を感じます。必要な方と、

そうでない方がいると思います。（身体ӹ療育・女性）Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө 【経済的支援について】Ө

Ө

Ө

（６）Ө アンケート調査から見える今後の課題Ө

Ө

◆地域での生活に対する支援Ө

住み慣れた地域で自分らしく暮らしたいと思うことは全ての人の願いです。Ө

しかし、年齢、障がいの程度や種別、生活状況は様々で、一人ひとりの生活の場面におけ

るニーズは多様化・複雑化しています。福祉・保健・医療にかかる支援や、相談・情報など

の分かりやすい周知、日常生活に必要なサービスを提供し、安心して暮らせる地域づく

りを目指すために、更なる支援体制の強化が望まれます。Ө

Ө

◆教育、就労についてӨ

障がいの有無に関わらず、いきいきと暮らしていける社会の実現のためには、障がいの

ある人一人ひとりが、個性と能力を発揮した活躍の場を持って生活できる共生社会の

実現が必要です。Ө

教育の場では、障がいのある子どもの個々に応じた指導と同時に、多様な学びの場と共

に学ぶ場を充実させることにより、障がいの有無にかかわらずいきいきと学び、共に育

つ場の環境整備がさらに必要となっています。Ө

働く場では、障がいへの理解を求める声が高くなっております。就労の機会を得て、充

実した社会生活を送るため、障がいの特性に応じた支援を受けながら、働き続けること

ができる環境整備が必要です。また、就労支援実施機関による効果的な就労移行支援、

就労定着支援といったサービスの一層の推進が求められます。Ө
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教育の場では、障がいのある子どもの個々に応じた指導と同時に、多様な学びの場と共

に学ぶ場を充実させることにより、障がいの有無にかかわらずいきいきと学び、共に育

つ場の環境整備がさらに必要となっています。Ө

働く場では、障がいへの理解を求める声が高くなっております。就労の機会を得て、充

実した社会生活を送るため、障がいの特性に応じた支援を受けながら、働き続けること
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◆障がいのある人に対する理解Ө Ө

障がいがあることで差別や嫌な思いをしたことについては、全体の約半数が「ある」また

は「少しある」と回答しており、特に学校や職場において感じている割合が高くなってい

ます。Ө

障がいに対する理解、差別や偏見の解消のため、より実効性のある周知・啓発・交流を行

っていくことが必要です。また、幼い頃からの福祉教育等の充実に加え、各種団体等と

連携・協力し、障がいのある人の理解を目的とした、子どもから大人まで多くの方を対

象とした福祉教育の充実を図ることが必要です。Ө

Ө

◆経済的支援ӨӨ

「今後、充実すべきだと思う施策」について、「低所得者への経済的支援」と回答した人が

最も多く、自由記載においても交通費や各種利用料の助成等を求める意見がありまし

た。Ө

障がいのある人が地域で安心して生活していくためには、経済的に安定していることが

重要であり、年金や手当の適正な支給や税の減免など、諸制度の周知を推進していく必

要があります。Ө

Ө

◆災害時の避難・対策についてӨ

アンケート調査によると、災害等に一人で避難できない・わからない人が約半数、避難す

る際に、近所に助けてくれる人がいない・わからない人が約７割います。Ө

障がいがある等の理由により緊急時の援護や配慮及び平時からの見守りを必要とする

人については、災害時避難行動要支援者名簿の定期的な更新等を行っていく必要があ

ります。Ө Ө

また、災害時に困ることについて、避難場所の設備や生活環境が不安、救助を求めるこ

とができない、周囲とのコミュニケーションがとれないといった不安を感じる割合が高

くなっています。Ө障がいの内容等により、災害時に困る事柄は多様です。障がいや困難

を抱えた人を包括的にフォローできるような仕組みを検討する必要があります。Ө Ө

Ө
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Ө

ӻӨ 基本理念Ө

障がいのある人もない人も、子どもも高齢者もだれもが地域で安心して暮らしながら、全

ての人々が社会の一員として、お互いに尊重し支え合いながら人としての尊厳を大切にし、

自分らしく生活できることが「共生社会」の理想とする姿です。ӨӨ

だれもが住み慣れた地域の中で、自らの意思で主体的に尊厳をもって生活を営む権利が

あります。だれもが、個性と能力を発揮した活躍の場をもち、共に生きる地域の一員である

実感を持ちながら、生活できる地域社会が望まれます。Ө

第３期障害者計画では、基本となる理念を次のように定め、住民一人ひとりが障がいへの

理解を深め、人と人のつながりを大切にしながら助け合い、だれもが自分らしく安心して暮

らせる「共生社会」の実現に向けて取り組みます。ӨӨ

Ө

�

�

�

�

�

�

�

ӼӨ 基本目標Ө

基本理念に基づくまちづくりを進めるにあたり、目指すべきまちづくりの方向性を示すた

め、次のとおり３つの目標を定めます。Ө

Ө

基本目標 ӻӨ Ө いつでも支援を受けることができる体制づくりӨ

障がいのある人が安心して暮らせる環境をつくるには、福祉サービスを必要な時に、必要

な量を利用できるよう、提供体制を充実させる必要があります。そのためには、乳幼児から

高齢者までそれぞれの年齢層や障がい特性に合わせて、保健・医療と障害福祉サービスとを

適切につなぎ、切れ目のない支援を展開していく必要があります。Ө

福祉サービス事業や医療機関等の連携を強化し、障がいのある人の情報を共有すること

で保健・医療・福祉の包括ケア体制を推進します。ӨӨ

Ө

Ө

第ӽ章Ө 第３期障害者計画Ө

【基本理念】Ө

健やか・安心・思いやりのまちづくりӨ

�

第 3章　第 3期障害者計画
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障がいのある人が安心して暮らせる環境をつくるには、福祉サービスを必要な時に、必要

な量を利用できるよう、提供体制を充実させる必要があります。そのためには、乳幼児から

高齢者までそれぞれの年齢層や障がい特性に合わせて、保健・医療と障害福祉サービスとを

適切につなぎ、切れ目のない支援を展開していく必要があります。Ө

福祉サービス事業や医療機関等の連携を強化し、障がいのある人の情報を共有すること

で保健・医療・福祉の包括ケア体制を推進します。ӨӨ

Ө

Ө

第ӽ章Ө 第３期障害者計画Ө

【基本理念】Ө

健やか・安心・思いやりのまちづくりӨ

�
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基本目標２Ө Ө Ө障がいのある人がӨいきいきと社会参画できる環境づくりӨ

障がいのある人の自立した生活や自己実現を図るには、働く意欲を持ち、自らの特性を活

かして社会に参加し、スポーツ活動や創作活動、仲間との交流を通して生きがいを感じられ

ることが大切です。Ө

地域社会の一員として、生きがいを持って暮らしていけるよう、さまざまな社会活動・地

域活動への参加を支援・推進していきます。ӨӨ

�

基本目標３ӨӨ Ө 共に生きる環境づくりӨ

地域における障がいのある人の生活を支えるに当たっては、行政の公的なサービス以外

に、隣近所の住民やボランティア等の活動団体など、地域に住む人たちが協力し合い、取り

組んでいくことが大切です。Ө

住民の福祉意識の高揚に取り組み、「地域福祉」の活動を推進するとともに、福祉やサービ

スに関する情報提供や窓口の充実を推進します。Ө

Ө

３ӨӨ 計画の体系ӨӨ
��

基本

理念Ө
基本目標Ө 重点施策Ө 施策の方向Ө

健Ө

やӨ

かӨ

・Ө

安Ө

心Ө

・Ө

思Ө

いӨ

やӨ

りӨ

のӨ

まӨ

ちӨ

づӨ

くӨ

りӨ

いつでも支援

を受けること

ができる体制

づくりӨ

① 保健・医療の充実Ө
ӻӸӨ 保健事業・障がい予防の充実Ө

ӼӸӨ こころの病の予防・支援対策の推進Ө

ӽӸӨӨ医療サービスの充実Ө

② 教育・療育の充実Ө

ӻӸӨ 障がい・発達に課題のある子どもへの

支援Ө

ӼӸӨ教育相談・教育支援体制の充実Ө

ӽӸӨ福祉教育の推進Ө

③ 自立生活の支援Ө ӻӸ 障害福祉サービス等の充実Ө

障がいのある

人がいきいき

と社会参画で

きる環境づく

りӨ

④ 雇用・就労の促進Ө ӻӸ 雇用・就労の場の充実Ө

⑤ 社会参加の推進Ө
ӻӸӨӨスポーツ・芸術文化活動等の推進Ө

ӼӸӨӨ情報提供の充実Ө

ӽӸӨ 国際交流の推進Ө

共に生きる環

境づくりӨ

⑥ 住みよいまちづく
りの推進Ө

ӻӸ 居住支援の充実Ө

ӼӸ 移動・交通手段の確保Ө

ӽӸ 災害時支援・防犯対策の推進Ө

ӾӸ ボランティア活動の促進Ө

ӿӸ 障がいのある人への理解の促進Ө
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ӾӨ 基本目標、重点施策の取組Ө

基本目標 ӻӨ いつでも支援を受けることができる体制づくりӨ Ө Ө

重点施策Ө ①Ө 保健・医療の充実Ө

施策の方向Ө

ӻӸ 保健事業・障がい予防の充実ӨӨӨ

ӼӸ こころの病の予防・支援対策の推進ӨӨӨӨ

ӽӸ 医療サービスの充実Ө

�

ӻӸ 保健事業・障がい予防の充実ӨӨӨ

障がいの予防や軽減を図るためには、疾病や障がいを早期に発見し、適切な治療や支援

につなげることが重要です。そのため、妊娠・出産期をはじめ、乳幼児期から高齢期まで一貫

した切れ目のない保健・医療サービスを提供しています。Ө

障がいのある人自身の高齢化と、加齢や病気などにより障害者手帳を取得する人が増え

ています。身体障害者手帳を所持する人の約８３％が６５歳以上です。ӨӨ

内部障がいの割合が高いほか、後天的疾患により障がいを持つ人がӨ Өかなりの割合を占

めており、障がいの原因となる疾病（糖尿病、心臓病、大腸がんなど）等の予防と早期発見・

早期治療をしていくことが重要です。Ө

脳血管障害等の疾病を原因として障がいをもつことになった人や高齢期で障がいのある

人が多い現状から、疾病や要介護状態になることを防止するために、若いうちからの生活習

慣病対策、介護保険事業・介護予防事業の充実に努めるとともに、特定健診・特定保健指導

を推進します。�Ө

児童においては、障がいを早期に発見し、適切な教育・療育につなげられるよう、健診や相

談の機会を増やし、発達面や精神面でフォローが必要な児童に対し、適宜相談・指導を行い

ます。Ө

�

�【主な取組】ӨӨ

取組Ө 内容Ө

乳幼児の各種健診ӨӨ 「４か月児健康診査」から「３歳児健康診査」まで、発達段階に応

じた健康診査を実施します。Ө

相談体制の充実ӨӨ 妊娠期から子育て期の切れ目のない支援を充実します。Ө

各種乳幼児健診後の精密健診等で、発達面・精神面で支援が必

要と認められた乳幼児については、Ө専門機関等への紹介と訪

問指導等による支援体制整備を進めます。Ө
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ӾӨ 基本目標、重点施策の取組Ө

基本目標 ӻӨ いつでも支援を受けることができる体制づくりӨ Ө Ө
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�

ӻӸ 保健事業・障がい予防の充実ӨӨӨ

障がいの予防や軽減を図るためには、疾病や障がいを早期に発見し、適切な治療や支援

につなげることが重要です。そのため、妊娠・出産期をはじめ、乳幼児期から高齢期まで一貫

した切れ目のない保健・医療サービスを提供しています。Ө

障がいのある人自身の高齢化と、加齢や病気などにより障害者手帳を取得する人が増え

ています。身体障害者手帳を所持する人の約８３％が６５歳以上です。ӨӨ

内部障がいの割合が高いほか、後天的疾患により障がいを持つ人がӨ Өかなりの割合を占

めており、障がいの原因となる疾病（糖尿病、心臓病、大腸がんなど）等の予防と早期発見・

早期治療をしていくことが重要です。Ө

脳血管障害等の疾病を原因として障がいをもつことになった人や高齢期で障がいのある

人が多い現状から、疾病や要介護状態になることを防止するために、若いうちからの生活習

慣病対策、介護保険事業・介護予防事業の充実に努めるとともに、特定健診・特定保健指導

を推進します。�Ө

児童においては、障がいを早期に発見し、適切な教育・療育につなげられるよう、健診や相

談の機会を増やし、発達面や精神面でフォローが必要な児童に対し、適宜相談・指導を行い

ます。Ө

�

�【主な取組】ӨӨ

取組Ө 内容Ө

乳幼児の各種健診ӨӨ 「４か月児健康診査」から「３歳児健康診査」まで、発達段階に応

じた健康診査を実施します。Ө

相談体制の充実ӨӨ 妊娠期から子育て期の切れ目のない支援を充実します。Ө

各種乳幼児健診後の精密健診等で、発達面・精神面で支援が必

要と認められた乳幼児については、Ө専門機関等への紹介と訪

問指導等による支援体制整備を進めます。Ө
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取組Ө 内容Ө

特定健康診査・特定保健Ө

指導Ө

４０歳以上の方を対象にメタボリックシンドローム（内臓脂肪症

候群）に着目した特定健診及び生活習慣病改善を目的とした特

定保健指導を実施します。Ө

障がいの発生予防Ө 障がいの発生予防や介護予防に向けて、心身の健康づくりに

関する各種講座等の健康教育や介護予防教室を地域において

も実施するなど拡充を図り、講話や体操を通じて、健康管理意

識の向上、疾病の予防知識の普及に努めます。Ө

訪問指導の充実Ө 必要に応じて家庭を訪問し、健康管理等の相談を行います。Ө

セルフケアの推進Ө 美郷町セルフケア推進方針に基づき、セルフケアの実践（休息・

運動・食事）の啓発と情報を発信し、住民の健康増進を図りま

す。Ө

�

�

ӼӸ こころの病の予防・支援対策の推進ӨӨ

民生児童委員の実態調査から、本町においても、社会的ひきこもりの状態にある人が一定

数いることが把握され、町では令和４年３月に、総合支援協議会の生活支援・障害者虐待防

止部会にひきこもり支援プラットホームを位置づけております。社会的ひきこもりの背景に

は、精神障がいや発達障がい等がある場合もあり、早期に対応することが望まれます。Ө

障がいのある人の家族は、様々な悩みや葛藤を抱くことが多いと言われ、辛さや大変

さを一人で抱え込んだ結果、抑うつ状態に陥ったり、自己肯定感が失われる等のことも

考えられます。家族の負担軽減につながるサービスや、同じ悩みを持つ家族同士が交流

できる機会の提供等を通じて、障がいのある本人だけでなく、家族が孤立しないよう支

援していくことが必要です。�

こころの健康に関して心配のある人やその家族を対象に、相談窓口の周知やストレスへの

対応方法、こころの健康に関する正しい知識の普及とともに、相談窓口や専門相談機関の周

知を図ります。また、社会参加の支援、さらに身近な人の心の不調に気づき、声をかけ、話を

聞いて専門の期間に繋げるなど、必要な支援の提供に取り組んでいきます。�

入所施設や精神科病院から地域での生活に移行する人が、家庭での生活が難しい場合や

本人の希望などにより独立した生活を希望する場合、また居宅で生活している人が家族状

況の変化等により居宅での生活が難しくなった場合において、ニーズに合わせたサービスを

提供し、安心して自分らしく暮すことができるよう重層的な連携による支援体制の構築を目

指します。Ө

Ө

Ө

Ө
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【主な取組】�

取組Ө 内容Ө

精神障害にも対応したӨ

地域包括ケアシステムӨ

の構築Ө

医療機関、サービス提供事業所と連携して入院の長期化解消

に努めます。退院後もニーズに合わせたサービス提供を充実

し、切れ目のない支援につなげます。Ө

訪問系サービスの利用Ө

促進ӨӨ

地域生活支援のため、居宅介護（ホームヘルプサービス）等、精

神障がい者を対象とした訪問系サービスの利用促進を図りま

す。ӨӨ

保健福祉サービスのӨ

周知ӨӨ

精神障害者保健福祉手帳の取得や自立支援医療制度の利用

等のほか、保健福祉サービス・制度の周知を図るとともに、必

要に応じ各種手続きの情報提供や支援施設等との連絡調整を

行っていきます。ӨӨ

こころの健康づくり事業Ө 心の悩みや不安などに対応するため、こころの健康づくりに関

する普及啓発に取り組みます。Ө

精神疾患の予防と相談Ө

支援の推進Ө

発症からできるだけ早期に精神科医療に結びつくよう、精神

疾患や精神科医療の正しい知識の普及とともに、身近な相談

支援体制の充実に取り組みます。Ө

�

�

３ӸӨ 医療サービスの充実Ө

知的障がい、身体障がい、精神障がい、難病（特定疾患）に加え、近年、発達障害や高次脳

機能障害、医療的ケア児（者）への対応の必要性が高まってきています。障がいの範囲が拡

大することにより、そのニーズも多様化しており、ニーズに対応した支援を行うことが求めら

れています。Ө

医療の必要な障がい者（児）が、安心して適切な治療が受けられるよう、福祉医療制度や自

立支援医療制度（更生医療・育成医療・精神通院医療）を円滑に推進するとともに、制度の内

容などについてきめ細かな周知を図ります。Ө

アンケート調査によると、現在医療的ケアを受けている人は「服薬管理」が障がい種別毎に

見ても、最も高い割合になっています。身体に障がいのある人は、透析、胃ろう・腸ろう、スト

マなど多岐にわたるケアを受けており、精神に障がいのある人は、精神面の管理やカウンセ

リングといった回答がありました。引き続き保健・医療・福祉の連携を図っていきます。Ө

Ө

【主な取組】ӨӨ

取組Ө 内容Ө

自立支援医療費の給付ӨӨ 身体に障がいのある人や児童の障がいの軽減等のために行う

医療（更生医療・育成医療）及び精神通院医療の自立支援医療

費の適切な給付に努めます。ӨӨ
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【主な取組】�

取組Ө 内容Ө
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疾患や精神科医療の正しい知識の普及とともに、身近な相談

支援体制の充実に取り組みます。Ө

�

�

３ӸӨ 医療サービスの充実Ө

知的障がい、身体障がい、精神障がい、難病（特定疾患）に加え、近年、発達障害や高次脳

機能障害、医療的ケア児（者）への対応の必要性が高まってきています。障がいの範囲が拡

大することにより、そのニーズも多様化しており、ニーズに対応した支援を行うことが求めら

れています。Ө

医療の必要な障がい者（児）が、安心して適切な治療が受けられるよう、福祉医療制度や自

立支援医療制度（更生医療・育成医療・精神通院医療）を円滑に推進するとともに、制度の内

容などについてきめ細かな周知を図ります。Ө

アンケート調査によると、現在医療的ケアを受けている人は「服薬管理」が障がい種別毎に

見ても、最も高い割合になっています。身体に障がいのある人は、透析、胃ろう・腸ろう、スト

マなど多岐にわたるケアを受けており、精神に障がいのある人は、精神面の管理やカウンセ

リングといった回答がありました。引き続き保健・医療・福祉の連携を図っていきます。Ө

Ө

【主な取組】ӨӨ

取組Ө 内容Ө

自立支援医療費の給付ӨӨ 身体に障がいのある人や児童の障がいの軽減等のために行う

医療（更生医療・育成医療）及び精神通院医療の自立支援医療

費の適切な給付に努めます。ӨӨ
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取組Ө 内容Ө

福祉医療費の給付Ө ６５歳以上の身体障がい者及び重度の心身障がい者（重度の心

身障がい児）を対象とし、心身の健康保持と生活の安定を図る

ため、医療費における自己負担額を助成します。Ө

難病患者の支援ӨӨ 難病患者の支援については、医療機関や保健所等と連携し、支

援の方法について検討していきます。なお、障害者総合支援法

の改正により、難病等の方も障害福祉サービス等の利用対象と

なったため、その周知に努めます。ӨӨ

保健・福祉と連携したӨ

医療ӨӨ

障がいを発見した後、早期治療、リハビリテーションの実施、福

祉サービスの提供等一連の対応を効果的に進めるため、医療・

保健・福祉の連携強化のための体制及び早期療養体制の充実

について検討していきます。ӨӨ

�

Ө

重点施策Ө ②Ө 教育・療育の充実Ө

施策の方向Ө

ӻӸ 障がい・発達に課題のある子どもへの支援ӨӨӨ

ӼӸ 教育相談・教育支援体制の充実Ө

ӽӸ 福祉教育の推進Ө

�

ӻӸ 障がい・発達に課題のある子どもへの支援Ө

障がいや発達に課題のある子どもに対しては、適切な時期に、医学的リハビリテーション

や指導訓練などの療育を行うことにより、障がいの軽減や基本的な生活能力の向上が期待

されるため、保護者がわが子の発達を受容し、早期に療育などにつなげられるよう、ӨӨメンタ

ルケアを含めた支援が必要です。Ө

町及び障害福祉サービス相談支援事業所では、乳幼児から学齢期にわたる子どもの発達

に関わる相談支援を実施しています。また、保護者からの相談を通じて、必要なサービスの

紹介や専門機関への橋渡しを行っています。Ө

総合支援協議会の「児童支援部会」では、障がいや発達に課題のある子どもの状況につい

て情報交換の場を設け、各関係機関が必要な情報を共有しながら、その子どもにあった支援

等を検討しております。引き続き関係機関の連携を図ります。Ө

アンケート調査では、障害児通所支援サービスが、前回同様に「放課後等デイサービス」の

利用が最も割合が高くなっており、前回よりも２４Ӹ６ポイント上回っています。利用できる事

業所が増えたことや、事業所の広報活動や学校との連携により、サービス利用に繋がること

が大きく影響しているものと思われます。一方、利用している人の意見として、申請の手続
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きのわずらわしさや送迎、利用日、利用時間が思うように調整できていないこと等が不満と

して挙げられています。Ө

障害児通所支援サービスにおいては、事業の充実を図りながら、スムーズな提供体制の検

討が課題となっています。Ө

今後も、支援が必要な子どもについては、乳幼児の健診事業と保育支援、児童相談などか

ら療育活動に繋がるよう取り組んでいきます。Ө

Ө

【主な取組】ӨӨ

取組ӨӨ 内容ӨӨ

相談体制の充実Ө 乳幼児健診や保育の機会を通じて、支援が必要な子どもを把

握し、医療やサービスに適切に繋がるよう、外部の関係機関と

もスムーズな連携に努めます。Ө

ライフステージに応じた切

れ目のない支援Ө

総合支援協議会の「児童支援部会」を活用し、各関係機関が必

要な情報を共有しながら、その子どもにあった支援等を検討す

るとともに、就園、就学、卒業等ライフステージの節目の際に総

合的な支援が途切れることがないよう連携を強化します。Ө

認定こども園の資質向上Ө 認定こども園では、職員研修の充実、特別支援教育アドザイザ

ーの訪問により、支援が必要な子どもの発達の様子を見守り

し、支援の在り方の検討と指導力の向上を図ります。Ө

また、支援員の配置により、障がいのある児童の受け入れ態勢

の継続に努めます。ӨӨ

障害児通所支援の給付Ө 障がいの程度に応じた適切な療育・訓練等ができるよう、適切

な給付に努めます。Ө

医療的ケア児の療育支援Ө ニーズを把握し、レスパイト・ケアが提供できるよう、在宅で生

活する医療的ケア児等について、専門的な支援の体制を備えた

短期入所や居宅介護、児童発達支援等、在宅支援の充実を図り

ます。Ө

難聴児補聴器購入費助成

事業の推進Ө

身体障害者手帳の対象とならない程度の聴覚に障がいを持つ

児童が言語の習得やコミュニケーションを図るために使用され

る、補聴器購入費用の一部を助成します。Ө

�

�

ӼӸ 教育相談・教育支援体制の充実Ө

障がいのある子どものきめ細やかな教育体制を確保するとともに、いきいきとした生活

を送れるよう就学前教育、学校教育、社会教育の充実を図ります。Ө

すべての障がいのある子どもが、その障がい特性に応じた支援を受けられるよう、自立や

社会参加に向けて個々の教育ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を

改善克服するために適切な支援が必要です。Ө
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アンケートの「教育について」の調査項目では、通園通学先に望むことは、「障がいの程度・

内容にあった指導をしてほしい」と回答した児童の割合が最も高く、次いで「就学相談や進路

相談などの相談体制を充実してほしい」とありました。Ө

Ө

【主な取組】ӨӨ

取組ӨӨ 内容ӨӨ

就学指導・教育相談の実施ӨӨ特別な支援が必要な子どもについて最も適した教育環境が得

られるよう、本人及び保護者の意向を尊重しながら、教育支援

委員会を核とした適切な教育相談や就学指導の実施に努めま

す。Ө

教育人材の資質向上Ө 教育的ニーズに応じた適切な指導・支援を行うために、教職員

の障がいに対する理解や特別支援教育に係る専門性を深める

取り組みを推進します。Ө

�

�

ӽӸ 福祉教育の推進Ө

子ども世代から障がいの理解を図る学習活動を通して、障がいや障がいのある人への知

識や理解を深め配慮が出来ることは、お互いを尊重し合い、共生しようとする心の醸成にも

つながります。Ө

アンケート調査において、通園通学先で活動する場合の形として、障がいのあるなしに関

わらず一緒の活動を望まれており、「周りの子どもたちの理解を深めるような交流機会を増

やしてほしい」と望まれる児童が多くいる事が分かりました。Ө

障がいのある子どもの社会経験を豊かにするとともに、障がいについての正しい理解と

認識を深め、思いやりや豊かな心の育成を図るために、児童生徒・住民の方々と活動を共に

し、ふれあう機会を積極的に設けるなど、交流及び共同学習の充実に努めます。Ө

Ө

【主な取組】ӨӨ

取組ӨӨ 内容ӨӨ

特別支援教育の充実ӨӨ 特別な支援を要する個に応じた指導を行うなど支援の充実を

図っていきます。ӨӨ

体験活動の実施ӨӨ 特別支援学級に在籍する児童・生徒が合同で行う体験活動の

充実に努めます。ӨӨ
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重点施策Ө ③Ө 自立生活の支援Ө

�

ӻӸӨ 障害福祉サービス等の充実Ө

障がいのある人やその家族の多くは、住み慣れた家庭や地域で共に暮らしたいという希

望を持っています。Ө

アンケートの「家族とすまい」の調査項目からも、将来のすまいとして、「今のままの生活で」Ө

「自宅で家族と一緒に」と回答された割合が最も高く、住み慣れた地域で今後も暮らして

いきたいと望んでいることが分かります。しかし知的障がいのある人は介護者である親が高

齢になることに不安を抱えており、約２割の方は「グループホーム」や「障害者支援施設」への

入所を考えておりました。将来希望する暮らしに必要なことは、いずれの障がいのある人も

「経済的な負担の軽減」が最も高く、次いで「必要なサービスが適切に利用できること」、その

他「相談対応の充実」「障がい者に適した住宅の確保」「「地域住民の理解」などが望まれてお

り、必要な支援を受けながら安心して生活できる環境を整える必要があることが分かりまし

た。Ө

障がいのある人が地域において自立した社会生活を営むには、そのニーズに合わせた障

害福祉サービスのほか、地域生活支援事業なども組み合わせ、障がい種別にとらわれないサ

ービス提供体制を充実させていく必要があります。Ө

�

【主な取組】ӨӨ

取組ӨӨ 内容ӨӨ

情報提供の充実ӨӨ 利用者が適切なサービスを選択できるよう、福祉サービスや制

度について周知に努めるとともに、安心して利用できるように

情報提供の充実を図ります。ӨӨ

相談支援体制の充実ӨӨ 多岐にわたる相談内容に対する専門的な対応を図るため、関

係機関と連絡を密にしながら、あらゆる方面から充実した支援

ができるよう専門的・総合的な相談体制を整えます。ӨӨ

在宅福祉サービスの推進Ө 個々のニーズや実態に応じて、日常生活又は社会生活を営む

上での在宅での支援を行うとともに、量的・質的充実を図り安

定した提供体制の確保に努めます。Ө

日中活動の場の確保Ө 自立した生きがいのある生活を支援するため、障がいの状態や

希望に合わせたサービスを提供し、社会とのつながりを持つ機

会の確保に努めますӨ

施策の方向Ө ӻӸ 障害福祉サービス等の充実Ө
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取組ӨӨ 内容ӨӨ

地域活動支援センター事Ө

業の充実Ө

創作的活動又は地域交流の機会の提供など日中過ごす場の確

保として地域活動支援センターを活用します。Ө

地域生活への移行支援Ө 施設入所や精神病院に入院している障がいのある人等の地域

生活への移行に向けた支援を行うため、グループホーム等の居

住の場についての多面的な検討と、日中活動の場の提供につ

いて関係機関と連携して取り組みます。Ө

意思決定支援の推進Ө 自ら意思を決定することに困難を抱える障がいのある人に対

し、日常生活や社会生活等に関して、自らの意思が適切に反映

させられた生活が送れるよう、障害福祉サービス等の提供に係

る意思決定支援ガイドラインに基づいて支援します。Ө

障害福祉サービスの質のӨ

向上ӨӨ

障がい福祉に関わる職員等の質の向上を図るため、各種研修

会に参加します。また、障害福祉サービス事業者に対し、サービ

スが適切に提供できているか等、定期的に指導・監査を行いま

す。Ө

�

� �
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基本目標２Ө 障がいのある人がいきいきと社会参画できる環境づくりӨ Ө

重点施策Ө ④Ө 雇用・就労の促進Ө

施策の方向Ө ӻӸ 雇用・就労の場の充実Ө

�

ӻӸ 雇用・就労の場の充実�

障がいのある人の一般就労への移行や就労支援施策は着実に進展しているものの、利用

者や働き方の多様化等、障がいのある人の就労を取り巻く環境は変化しております。Ө

障がいのある人の就職件数が年々増加している一方、障がいへの理解不足や特性に対す

る配慮がなかった等の様々な理由による早期退職も課題となっています。Ө

こうした変化や課題に対応し、さらに障がいのある人の就労を支援するため、雇用施策と

福祉施策の一層の連携強化が必要であり、障がいや病気があっても本人が希望を叶え、力

を発揮して活躍できる働きやすい環境整備への取り組みが必要です。Ө

アンケートの「就労について」の調査項目から、「働いている」と回答した人の割合が前回調

査より６Ӹ０ポイント増加しています。働いていると回答した人の割合は知的障がいのある人

が最も多く、福祉サービスにて福祉就労をされていることが他の障がいのある人に比べて

多いことが表れています。一方で精神障がいのある人は「働きたくない・働くことができない」

と考えている人が多く、障がいによって働くことの意欲を引き出すことの難しさが見えます。

働いている人は、仕事をする上での不安や不満として、すべての障がいにおいて「収入が少

ない」と回答した割合が高く、次いで身体障がいのある人は「身体的に仕事がきつい」、知的

障がい、精神障がいのある人は「職場の人間関係が難しい」とあげられています。Ө

働いていない人は、「就労を考えていない」と回答する方の割合がそれぞれ一定数います

が、働いていない理由として「病気」以外に「働き続ける自信がない」「自分の適性が分からな

い」「職歴が無い」と回答している方の割合が増加しています。Ө

障がいのある人の就労支援として「職場が障がい者の雇用について十分理解しているこ

と」の割合が全体で高めになっていることから、職場における障がい者雇用の理解を求める

声が高いと考えられます。Ө

町では総合支援協議会の「就労支援部会」にて、障がいのある人の就労に関する情報と地

域課題について共有を図っております。一般就労を進めるためには、民間企業などの理解と

配慮が不可欠であり、Ө 障がいに対する理解の啓発や多様な働き方の推進、企業と就労支援

事業所などの関係機関の連携など、障がいのある人が働きやすい体制の強化に取り組んで

いきます。Ө
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障がいのある人の就職件数が年々増加している一方、障がいへの理解不足や特性に対す

る配慮がなかった等の様々な理由による早期退職も課題となっています。Ө

こうした変化や課題に対応し、さらに障がいのある人の就労を支援するため、雇用施策と

福祉施策の一層の連携強化が必要であり、障がいや病気があっても本人が希望を叶え、力

を発揮して活躍できる働きやすい環境整備への取り組みが必要です。Ө

アンケートの「就労について」の調査項目から、「働いている」と回答した人の割合が前回調

査より６Ӹ０ポイント増加しています。働いていると回答した人の割合は知的障がいのある人

が最も多く、福祉サービスにて福祉就労をされていることが他の障がいのある人に比べて

多いことが表れています。一方で精神障がいのある人は「働きたくない・働くことができない」

と考えている人が多く、障がいによって働くことの意欲を引き出すことの難しさが見えます。

働いている人は、仕事をする上での不安や不満として、すべての障がいにおいて「収入が少

ない」と回答した割合が高く、次いで身体障がいのある人は「身体的に仕事がきつい」、知的

障がい、精神障がいのある人は「職場の人間関係が難しい」とあげられています。Ө

働いていない人は、「就労を考えていない」と回答する方の割合がそれぞれ一定数います

が、働いていない理由として「病気」以外に「働き続ける自信がない」「自分の適性が分からな

い」「職歴が無い」と回答している方の割合が増加しています。Ө

障がいのある人の就労支援として「職場が障がい者の雇用について十分理解しているこ

と」の割合が全体で高めになっていることから、職場における障がい者雇用の理解を求める

声が高いと考えられます。Ө

町では総合支援協議会の「就労支援部会」にて、障がいのある人の就労に関する情報と地

域課題について共有を図っております。一般就労を進めるためには、民間企業などの理解と

配慮が不可欠であり、Ө 障がいに対する理解の啓発や多様な働き方の推進、企業と就労支援

事業所などの関係機関の連携など、障がいのある人が働きやすい体制の強化に取り組んで

いきます。Ө
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一般企業への就職が困難な障がいのある人に対しては、就労移行支援事業所等と連携し、

一般企業への就職に向けた準備や、福祉的就労の機会の提供など、働く場の確保と就労定

着のための環境整備を図ります。Ө

Ө

【主な取組】ӨӨ

取組ӨӨ 内容ӨӨ

雇用機会の拡大ӨӨ 支援学校や、就労支援事業所、公共職業安定所、障害者就業・生

活支援センター等との連携を強化し、職業相談や雇用の拡大、

福祉的就労への充実を図ります。ӨӨ

啓発活動の推進Ө 「障害者雇用促進月間」などを中心に、障がい者の雇用問題に

関する住民への啓発に努めるとともに、企業に対しては、職場

における障がいへの理解や合理的配慮の提供の促進など、障

がい者雇用を推進するための理解・啓発に努めます。ӨӨ

福祉的就労の充実Ө 就労関係サービスの提供事業者と連携し、支援体制の拡充と知

識や能力向上の促進を図ります。Ө

事業や制度の周知Ө 障害福祉サービスの訓練等給付事業や、障がいのある人の就

労や社会参加の活動の促進を図るため、自動車運転免許取得

費や自動車改造費助成事業など制度の周知を行います。Ө

障がい者就労等施設からӨ

の物品等の優先調達のӨ

推進Ө

「美郷町障害者就労施設等からの物品等の調達方針」に基づ

き、障がい者就労施設等の受注の機会の増大を図るため、施

設等の物品及び役務の調達について全庁的に取り組みます。Ө

また、その事業実績については毎年Ԓԟで公表します。ӨӨ

�

Ө

重点施策Ө ⑤Ө 社会参加の推進�

施策の方向Ө

ӻӸ スポーツ・芸術文化活動等の推進Ө

ӼӸ 情報提供の充実Ө

ӽӸ 国際交流の推進Ө

�

ӻӸ スポーツ・芸術文化活動等の推進Ө

共生社会の実現には、障がいのある人ない人にかかわらず、だれもが社会を構成する

一員として社会、経済、文化をはじめ、あらゆる分野の活動に参加する機会を確保して

いく必要があります。これらの活動への参加は、社会参加を促進し、生活を豊かにする上

で、特にスポーツについては、体力向上・健康増進という観点からも大きな意義があります。Ө

障がいのある人の生活の質の向上を図り、ゆとりと生きがいのある生活を実現するため、

各種行事の周知に努め、参加する意識の高揚に努めます。Ө

��
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【主な取組】ӨӨ

取組ӨӨ 内容ӨӨ

各種行事の周知ӨӨ 県や町の行事を広報や障がい者団体等を通して周知し、Ө参加

する機会をお知らせします。Ө

�

�

ӼӸ 情報提供の充実ӨӨ

アンケート調査によると、福祉情報の入手先について、身体障がいのある人は「自治体の

広報誌・配布物」、知的障がいのある人は「福祉施設の職員」、精神障がいのある人は「医療機

関」と回答された人が最も多く、障がいによって違いがみられました。障がいのある子ども

の保護者は、「自治体の広報誌・配布物」「家族・友人」という回答が最も多いが、次いで「ホー

ムページや電子メール」となっており、情報を受け取る人の年代により、有効な手段が異なる

ことが分かりました。Ө

このように情報の収集先が多岐に渡ることに配慮し、情報発信においては関係機関との

連携を図りながら、福祉サービスや生活に関する情報を、必要な時に手軽に入手することが

できるよう情報提供に努めるとともに、各種制度の活用を図ることが必要です。Ө

障がい福祉に関する制度やサービス等の内容については、町の「ホームページ」や「広報」

への掲載、「障がい者福祉のしおり」の配布等により周知を図っていますが、障がい者福祉に

関する法制度は常に変化しており、サービスや各種制度の利用方法や手続きが複雑なこと

から、わかりやすい情報提供に努めていきます。Ө

�

【主な取組】ӨӨ

取組ӨӨ 内容ӨӨ

特性に配慮した情報提供Ө 情報源として最も活用されている広報紙とホームページについ

て、必要とされる情報をわかりやすく発信します。また、障がい

のある人が必要な情報に円滑にアクセスすることができるよ

う、ホームページでは音声読上げ機能に対応した方法で情報を

掲載するなど、引き続き障がいの特性に配慮した情報発信を行

うとともに、だれにでもわかりやすく伝えることに努めます。Ө

意思疎通支援事業ӨӨ

（地域生活支援事業）ӨӨ

聴覚障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある人とその

他の人の意思疎通を仲介するために、手話通訳や要約筆記を

行う人の派遣を行います。ӨӨ

障がい者福祉のしおりの

発行Ө

「障がい者福祉のしおり」を発行・配布します。Ө

制度に合わせながら都度見直しを行います。Ө

�

�

�

第 3章　第 3期障害者計画

57



第３章� 第３期障害者計画�

����

【主な取組】ӨӨ

取組ӨӨ 内容ӨӨ

各種行事の周知ӨӨ 県や町の行事を広報や障がい者団体等を通して周知し、Ө参加

する機会をお知らせします。Ө

�

�

ӼӸ 情報提供の充実ӨӨ

アンケート調査によると、福祉情報の入手先について、身体障がいのある人は「自治体の

広報誌・配布物」、知的障がいのある人は「福祉施設の職員」、精神障がいのある人は「医療機

関」と回答された人が最も多く、障がいによって違いがみられました。障がいのある子ども

の保護者は、「自治体の広報誌・配布物」「家族・友人」という回答が最も多いが、次いで「ホー

ムページや電子メール」となっており、情報を受け取る人の年代により、有効な手段が異なる

ことが分かりました。Ө

このように情報の収集先が多岐に渡ることに配慮し、情報発信においては関係機関との

連携を図りながら、福祉サービスや生活に関する情報を、必要な時に手軽に入手することが

できるよう情報提供に努めるとともに、各種制度の活用を図ることが必要です。Ө

障がい福祉に関する制度やサービス等の内容については、町の「ホームページ」や「広報」

への掲載、「障がい者福祉のしおり」の配布等により周知を図っていますが、障がい者福祉に

関する法制度は常に変化しており、サービスや各種制度の利用方法や手続きが複雑なこと

から、わかりやすい情報提供に努めていきます。Ө

�

【主な取組】ӨӨ

取組ӨӨ 内容ӨӨ

特性に配慮した情報提供Ө 情報源として最も活用されている広報紙とホームページについ

て、必要とされる情報をわかりやすく発信します。また、障がい

のある人が必要な情報に円滑にアクセスすることができるよ

う、ホームページでは音声読上げ機能に対応した方法で情報を

掲載するなど、引き続き障がいの特性に配慮した情報発信を行

うとともに、だれにでもわかりやすく伝えることに努めます。Ө

意思疎通支援事業ӨӨ

（地域生活支援事業）ӨӨ

聴覚障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある人とその

他の人の意思疎通を仲介するために、手話通訳や要約筆記を

行う人の派遣を行います。ӨӨ

障がい者福祉のしおりの

発行Ө

「障がい者福祉のしおり」を発行・配布します。Ө

制度に合わせながら都度見直しを行います。Ө

�

�

�
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ӽӸ 国際交流の推進Ө

国際化の進展に伴い、障がい者分野においても国際交流が活発になってきています。特

にスポーツではパラリンピックを始めとする国際大会、音楽などの芸術面においても日本人

の活躍がみられています。このような国際交流を通して、年齢や性別、障がいの有無を超え

た交流を図っていくことが大切となります。Ө

�

【主な取組】ӨӨ

取組ӨӨ 内容ӨӨ

国際交流の推進Ө 国際交流は、国際感覚を養うとともに障がい者問題に対する視

野を広め、障がい者の自立と社会参加を促進するうえで大きな

意義を持つため、国際交流・活動の支援を推進します。Ө

�

�

�

基本目標３Ө 共に生きる環境づくりӨ Ө

重点施策Ө ⑥Ө 住みよいまちづくりの推進Ө

�

ӻӸ 居住支援の充実Ө

地域で生活している障がいのある人が、本人や両親の高齢化、障がいの重度化等の要因

により、安心して地域生活を続けることが難しくなってきている状況があります。Ө

障がいのある人の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、障がいのある人の生活を地域

全体で支えるため、居住支援のためのサービス提供体制として平成３１年４月に「地域生活支

援拠点」を整備しております。既存の社会資源の機能を活用して、状況に応じその機能を拡

充・連携させる面的な整備に取り組んできましたが、体制強化は今後の課題となっています。Ө

住宅の確保については、障がいのある人や高齢者は、賃貸住宅市場から敬遠されること

があり、自立した生活を営むことの妨げとなっているケースがあります。精神障がいのある

人が長期入院から地域生活に移行した際に、地域生活を継続する際の課題を抽出し、関係機

関で共通認識を持つ必要があります。Ө

施策の方向ӨӨ

ӻӸ 居住支援の充実Ө

ӼӸ 移動・交通手段の確保Ө

ӽӸ 災害時支援・防犯対策の推進Ө

ӾӸ ボランティア活動の促進Ө

ӿӸ 障がいのある人への理解の促進Ө
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障がいのある人が、それぞれの地域で安全に安心して暮らしていくためには、生活の基盤

である住宅が、障がいがあっても暮らしやすいものとなっていること、外出が容易にできる

状況にあるかどうかということなどが重要です。障がいのある人が地域の暮らしの中で、安

全安心な社会生活を送るために、住宅や公共施設など住まいのバリアフリー化、また、障が

いの有無に関わらず誰もが使用しやすいよう配慮されたユニバーサルデザイン化を推進しま

す。Ө

�

【主な取組】ӨӨ

取組ӨӨ 内容ӨӨ

地域生活支援拠点の機能

強化Ө

生活に必要な支援体制（相談、体験の機会・場、緊急時の受け入

れ・対応、専門性、地域の体制づくり）について、総合支援協議

会を中心に、地域課題の整理や推進の方法に関する検討を行

い、地域生活支援拠点の機能強化に取り組みます。Ө

グループホーム等の利Ө

用促進Ө

退院後の地域生活への地域移行支援のため、グループホーム等

住まいの日常生活基盤を確保しながら、安心して医療を受けら

れるように社会資源の整備に努めます。Ө

公共施設のバリアフリー

化・ユニバーサルデザイン

化の推進ӨӨ

公共施設の整備についてはバリアフリー化・ユニバーサルデザ

イン化を推進し、また、Ө障がいのある方が安心して車を駐車で

きるよう、障がい者用の駐車スペースの確保に努めます。Ө

在宅サービスの充実ӨӨ 障がいのある人が日常生活においてできるだけ支障なく暮ら

せるよう「補装具の給付」、「日常生活用具の給付」、「訪問入浴

サービス」等の在宅サービスの充実を図ります。ӨӨ

�

�

ӼӸӨ 移動・交通手段の確保�

買物や通勤・通学、通所、通院等の日常生活だけでなく、積極的に地域活動に参加するた

めには移動手段の確保はかかせません。また、誰もが地域の一員として社会参加していくた

めにも、障がい特性に応じた情報提供とコミュニケーション手段の確保が必要です。Ө

アンケート調査によると、障がいのある人の外出の頻度については、全体で「毎日外出す

る」が３９Ӹ２％と最も多く、「１週間に３～４回くらい」「１週間に１～２回くらい」を合わせるとӨ

４１Ӹ３％と外出頻度は高く、主な目的としては、買い物、医療機関、仕事・学校・通所と多様で

す。公共機関の乗り物を利用される方は少なく、自分や家族の車で移動される方が多いよう

です。町が実施している「乗合タクシー」の利用状況は前回同様に「利用したことのない人」が

９割を占めており「行きたい場所に行けない」「好きな時間に乗れない」など不便さを感じて

いる人が多いほか、「利用するまでの手続きのわずらわしさ」を挙げている人が前回の調査

より多くなっておりました。障がいのある人のニーズを把握し、公共交通機関等の移動手段

をより利用しやすくする必要があります。Ө
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イン化を推進し、また、Ө障がいのある方が安心して車を駐車で

きるよう、障がい者用の駐車スペースの確保に努めます。Ө

在宅サービスの充実ӨӨ 障がいのある人が日常生活においてできるだけ支障なく暮ら

せるよう「補装具の給付」、「日常生活用具の給付」、「訪問入浴

サービス」等の在宅サービスの充実を図ります。ӨӨ

�

�

ӼӸӨ 移動・交通手段の確保�

買物や通勤・通学、通所、通院等の日常生活だけでなく、積極的に地域活動に参加するた

めには移動手段の確保はかかせません。また、誰もが地域の一員として社会参加していくた

めにも、障がい特性に応じた情報提供とコミュニケーション手段の確保が必要です。Ө

アンケート調査によると、障がいのある人の外出の頻度については、全体で「毎日外出す

る」が３９Ӹ２％と最も多く、「１週間に３～４回くらい」「１週間に１～２回くらい」を合わせるとӨ

４１Ӹ３％と外出頻度は高く、主な目的としては、買い物、医療機関、仕事・学校・通所と多様で

す。公共機関の乗り物を利用される方は少なく、自分や家族の車で移動される方が多いよう

です。町が実施している「乗合タクシー」の利用状況は前回同様に「利用したことのない人」が

９割を占めており「行きたい場所に行けない」「好きな時間に乗れない」など不便さを感じて

いる人が多いほか、「利用するまでの手続きのわずらわしさ」を挙げている人が前回の調査

より多くなっておりました。障がいのある人のニーズを把握し、公共交通機関等の移動手段

をより利用しやすくする必要があります。Ө

第３章� 第３期障害者計画�

����

「ヘルプマーク」はＴＶやポスター等でも多く目にする機会が増えていることから約半数以

上の人が「知っている」と回答されています。「持っている」と回答した人は全体の１４Ӹ９％で

した。ヘルプマークは、障がいのある人に限定せず、外見からは分からなくても援助や配慮を

必要としている人が周りに配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくな

るアイテムとして交付されますので、活用することで様々な場面で役立つこともあり関心が

高いようです。様々な特性や一人ひとりの状況、必要性に応じた支援方法及びコミュニケー

ション手段の理解を広めるとともに、その確保に努めていくことが必要です。Ө

�

【主な取組】ӨӨ

取組ӨӨ 内容ӨӨ

自動車利用に対する支援ӨӨ 自動車運転免許取得費用や自動車改造に要する費用の一部助

成など、自動車利用に対する支援を行い、社会参加や就労機会

の拡大を図ります。Ө

透析通院者支援事業費補

助金Ө

透析通院をしている人の通院費の負担の軽減を図るため、通院

費用を助成します。Ө

ヘルプマーク・ヘルプカー

ドの普及促進Ө

援助や配慮を必要としていることが、外見上ではわからない

が、日常での支援や配慮を得やすくなるよう、ヘルプマーク・ヘ

ルプカードの普及を促進します。Ө

移動支援事業Ө 外出時に移動が困難な障がいのある人に、外出の支援を行い

ます。Ө

�

�

３ӸӨ 災害時支援・防犯対策の推進ӨӨ

障がいのある人は、緊急時や非常時における消防や警察等への通報や相談に困難を伴な

うため、情報の収集や伝達が難しい状況にあります。Ө

避難所での受入れに関しては、障がいの種別やその状況により様々ですが、外見ではわか

らない困難さを抱えている人もおり、特に発達障がいの場合、大勢の人と一緒に過ごすこと

が苦手であったり、抽象的な表現では指示が飲み込めないなどの特性があるため、福祉避

難所への移動やそれができない場合の受入体制について更なる検討が必要な状況です。Ө

また、障がいのある人や高齢者は、移動時に困難を伴い、特に視覚や聴覚に障がいのある

人は、安全な避難行動に不安を抱えています。Ө

アンケートの「外出について」の調査項目から、災害が起きた時に不安を感じることは、「補

装具の使用が困難」「救助を求めることができない」「障害福祉サービスを受けられない」「周

囲とのコミュニケーションがとれない」「避難場所の設備（トイレ等）や生活環境が不安」という

選択肢が前回の調査より高くなっています。避難所生活をする必要性が生じた場合、すべて

の障がいにおいて「避難場所の設備や生活環境」「迅速な避難」「投薬や治療が受けられない」
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と心配することが共通して高くなっています。次いで「服薬の確保」「障がいに対する理解」が

挙げられました。Ө

避難行動要支援者制度は、登録の手続きについて「知っている」のは約１７％しかおらず、

登録しているのは４Ӹ６％で身体障がいのある人の割合が最も高く、次いで知的障がいのあ

る人、精神障がいのある人となっています。支えあいの体制づくりをより一層進めていく必

要性が感じられます。Ө

防犯・防災のための情報提供や支援体制の構築は、平時からの備えと地域や関係機関と

の密接な連携が重要です。Ө Ө Ө

Ө

【主な取組】ӨӨ

�

�

４ӸӨ ボランティア活動の促進Ө

障がいに対する理解や認識を深めるために、住民が各種ボランティア活動に積極的に参

加することが重要となります。Ө

アンケート調査において、「地域の方に支えられている」と回答された人は、全体の約８割

となっています。Ө

地域のボランティア活動の拠点となる美郷町社会福祉協議会やみさぽーとなどの関係団

体との連携を図りながら、ボランティアの育成と活動の支援に取り組みます。Ө

Ө

Ө

取組ӨӨ 内容ӨӨ

障がい特性に配慮した避Ө

難所におけるӨ支援Ө

町で策定した地域防災計画により、福祉避難所を含む避難所・Ө

避難場所等の周知をはじめ、災害時に避難所で生活する障が

いのある人（児）と家族の支援に当たっては、障がい特性に応じ

た合理的配慮を行うよう努めます。Ө

防犯・防災情報の提供Ө 安全・安心メールや防災ラジオなどの情報伝達手段を用い、地

域安全情報などの提供を行います。Ө

災害時要援護者の把握Ө 災害時要援護者の安否確認及び円滑な避難援護が行えるよ

う、民生児童委員の協力のもと、地域における要援護者の把握

に努め、避難行動要支援者名簿と個別計画を作成します。Ө

個々の障がい特性に応じた避難行動時の適切な情報提供を検

討します。Ө

災害時要援護者への支援Ө

体制の整備Ө

地域の自主防災組織の育成を図るとともに、障がいのある人

などの災害時要支援者に対する支援体制の整備を図ります。Ө
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と心配することが共通して高くなっています。次いで「服薬の確保」「障がいに対する理解」が

挙げられました。Ө

避難行動要支援者制度は、登録の手続きについて「知っている」のは約１７％しかおらず、

登録しているのは４Ӹ６％で身体障がいのある人の割合が最も高く、次いで知的障がいのあ

る人、精神障がいのある人となっています。支えあいの体制づくりをより一層進めていく必

要性が感じられます。Ө

防犯・防災のための情報提供や支援体制の構築は、平時からの備えと地域や関係機関と

の密接な連携が重要です。Ө Ө Ө

Ө

【主な取組】ӨӨ

�

�

４ӸӨ ボランティア活動の促進Ө

障がいに対する理解や認識を深めるために、住民が各種ボランティア活動に積極的に参

加することが重要となります。Ө

アンケート調査において、「地域の方に支えられている」と回答された人は、全体の約８割

となっています。Ө

地域のボランティア活動の拠点となる美郷町社会福祉協議会やみさぽーとなどの関係団

体との連携を図りながら、ボランティアの育成と活動の支援に取り組みます。Ө

Ө

Ө

取組ӨӨ 内容ӨӨ

障がい特性に配慮した避Ө

難所におけるӨ支援Ө

町で策定した地域防災計画により、福祉避難所を含む避難所・Ө

避難場所等の周知をはじめ、災害時に避難所で生活する障が

いのある人（児）と家族の支援に当たっては、障がい特性に応じ

た合理的配慮を行うよう努めます。Ө

防犯・防災情報の提供Ө 安全・安心メールや防災ラジオなどの情報伝達手段を用い、地

域安全情報などの提供を行います。Ө

災害時要援護者の把握Ө 災害時要援護者の安否確認及び円滑な避難援護が行えるよ

う、民生児童委員の協力のもと、地域における要援護者の把握

に努め、避難行動要支援者名簿と個別計画を作成します。Ө

個々の障がい特性に応じた避難行動時の適切な情報提供を検

討します。Ө

災害時要援護者への支援Ө

体制の整備Ө

地域の自主防災組織の育成を図るとともに、障がいのある人

などの災害時要支援者に対する支援体制の整備を図ります。Ө
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【主な取組】ӨӨ

�

�

５ӸӨ 障がいのある人への理解の促進ӨӨ

障がいのある人が、様々なサービスや支援を受けながら、一人の人間として尊重され、地

域で自分らしい生活を営むことは当然の権利です。心身に機能の障がいがあることで被る

不平等や差別、虐待等をなくしていくことは社会の責任です。Ө

法律では行政機関や事業者に対し、差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止に向け

た具体的取り組みと普及啓発活動などを通じ、障がいのある人も含めた一人ひとりによる

自発的な行動を求めています。Ө

アンケート調査では、約半数弱の人が「差別や嫌な思いをしたことがある」と回答されてお

り、場面では「学校・仕事場」が最も多く、次いで「外出先」「医療機関」と回答されています。Ө

町では平成２８年４月の「障害者差別解消法」の施行に伴い、同年９月に「障害を理由とす

る差別の解消の推進に関する美郷町職員対応要領」を策定し、職員研修や窓口での対応に

取り組んできました。令和６年４月の法改正では、事業者の合理的配慮の提供は努力義務か

ら法的義務に改められます。今後も、合理的配慮の提供を進めるとともに、引き続き障がい

のある人への差別解消に向けた啓発に取り組んでいきます。Ө

「虐待を経験している」と回答された人は１４ӸӾ％で３Ӹ６％の方は「現在もよくある」と回答

されており、多くの人が相談先が分からず相談できていないことも分かりました。Ө

障がいのある人への理解や配慮を深めていくためには、「障がいについて理解を深めるた

めの教育の推進」「障がいの有無に関わらず共に学ぶ教育の推進」「一般企業への就業の促

進」等が特に必要とあげられています。Ө

町（福祉保健課）は、「障害者虐待防止センター」の役割を担っており、「美郷町障がい者虐

待対応マニュアル」を作成し、相談・通報の受付、虐待防止に関する啓発を行っています。虐

待に関する相談・通報を受けた場合は、事実確認や対応の協議を行い、関係機関と連携しな

がら適切な支援につなげるよう対応します。Ө

「成年後見人制度」の設問では、「名前も内容も知っている」と回答された割合が前回より、

３Ӹ３ポイント上がっており、制度が僅かに浸透していることが分かりましたが、約半数近くの

人は知らないと回答しています。Ө

取組ӨӨ 内容ӨӨ

福祉教育の推進Ө 青少年期からボランティアのこころを養うため、学校や地域と

一緒に福祉教育に取り組み、福祉活動を推進します。Ө

社会福祉協議会とのӨ

連携ӨӨ

地域福祉推進の担い手として位置づけられている社会福祉協

議会との連携を強化します。ӨӨ
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「親亡き後への不安」を軽減･解消し、障がいのある人やその家族が生涯にわたって安心し

て暮らせるよう、自らの意思を表明することが困難な人をはじめとした障がいのある人の権

利を守るしくみの充実が求められています。成年後見制度など障がいのある人の権利擁護

に関する仕組みを充実させるとともに、当事者やその家族にその制度や目的が十分に浸透

しているとはいえない状況があることから、今後、より一層の制度の周知や利用促進への取

組が必要です。Ө

Ө

【主な取組】Ө

取組ӨӨ 内容ӨӨ

障害者週間におけるӨ

啓発・広報活動Ө

障がい者理解を深めるための啓発・広報活動を推進するとと

もに、障害者週間における各種行事などの実施に合わせ重点

的な広報活動を推進します。ӨӨ

理解を広めるための普Ө

及啓発Ө

総合支援協議会の自立支援セミナー等を活用し、民生児童委

員、企業関係者、サービス提供事業者などを対象とした研修の

機会を提供します。Ө

障がい者差別解消の推進Ө 行政サービスにおける合理的配慮の提供、環境の整備に努め

ます。Ө

障がいのある人へ適切な対応・配慮ができるよう、障害者差別

解消法に基づき策定した「障害を理由とする差別の解消の推

進に関する美郷町職員対応要領」を活用し、町職員が適切に対

応するように努めます。Ө

虐待防止の推進ӨӨ 福祉保健課が、障害者虐待防止センターの役割を担っているこ

とを広く周知するとともに、適切に対処できるよう研修等を通

じて職員の能力向上に努めます。Ө

家族等の心身の負担軽減等により、虐待の防止に努めるとと

もに、関係機関との連携や地域への理解促進を図りながら、早

期発見と支援体制の充実を図ります。Ө

総合支援協議会の「生活支援・障害者虐待防止部会」を中心と

したネットワークを活用し、権利擁護、虐待の早期発見につな

がるよう関係機関との連携を強化します。Ө

権利擁護の推進ӨӨ 成年後見制度など障がいのある人の権利擁護に関する仕組み

を充実させるとともに、制度の周知や利用促進に取り組みま

す。Ө

�

�

�

�

Ө
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「親亡き後への不安」を軽減･解消し、障がいのある人やその家族が生涯にわたって安心し

て暮らせるよう、自らの意思を表明することが困難な人をはじめとした障がいのある人の権

利を守るしくみの充実が求められています。成年後見制度など障がいのある人の権利擁護

に関する仕組みを充実させるとともに、当事者やその家族にその制度や目的が十分に浸透

しているとはいえない状況があることから、今後、より一層の制度の周知や利用促進への取
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取組ӨӨ 内容ӨӨ
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啓発・広報活動Ө

障がい者理解を深めるための啓発・広報活動を推進するとと

もに、障害者週間における各種行事などの実施に合わせ重点

的な広報活動を推進します。ӨӨ

理解を広めるための普Ө

及啓発Ө

総合支援協議会の自立支援セミナー等を活用し、民生児童委

員、企業関係者、サービス提供事業者などを対象とした研修の

機会を提供します。Ө

障がい者差別解消の推進Ө 行政サービスにおける合理的配慮の提供、環境の整備に努め

ます。Ө

障がいのある人へ適切な対応・配慮ができるよう、障害者差別

解消法に基づき策定した「障害を理由とする差別の解消の推

進に関する美郷町職員対応要領」を活用し、町職員が適切に対

応するように努めます。Ө

虐待防止の推進ӨӨ 福祉保健課が、障害者虐待防止センターの役割を担っているこ

とを広く周知するとともに、適切に対処できるよう研修等を通

じて職員の能力向上に努めます。Ө

家族等の心身の負担軽減等により、虐待の防止に努めるとと

もに、関係機関との連携や地域への理解促進を図りながら、早

期発見と支援体制の充実を図ります。Ө

総合支援協議会の「生活支援・障害者虐待防止部会」を中心と

したネットワークを活用し、権利擁護、虐待の早期発見につな

がるよう関係機関との連携を強化します。Ө

権利擁護の推進ӨӨ 成年後見制度など障がいのある人の権利擁護に関する仕組み

を充実させるとともに、制度の周知や利用促進に取り組みま

す。Ө

�

�

�

�

Ө
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Ө

ӻӨ 障害福祉計画・障害児福祉計画についてӨ

Ө 障害福祉計画・障害児福祉計画は、地域で安心して暮らすために必要な障害福祉サービスや地域生

活支援事業等のサービス提供体制の充実を図り、障がいのある方が自立した日常生活・社会生活を営

むことができる社会の実現を目指す計画です。国の基本指針や町の基本的な考え方を踏まえ、成果目

標と活動指標を設定するとともに、サービスごとに見込量を定めて、必要なサービス量の確保を図り

ます。Ө

Ө 国ではこの障害福祉計画・障害児福祉計画については、３年を一期として作成することとし、令和６

年～８年度の３年間について基本方針を示していることから、本計画では令和３年～５年度の第６期障

害福祉計画及び第２期障害児福祉計画の達成状況を踏まえて内容を見直し、令和８年度までの成果目

標と活動指標を設定します。Ө

ӼӨ 計画に定める事項Ө

（１）Ө 障害福祉サービス、障害児通所支援等、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係

る成果目標Ө

（２）Ө 令和６年度から令和８年度までの各年度における障害福祉サービス及び障害児通所支援等サー

ビス、相談支援等の種類ごとの必要な見込量とその見込量を確保するための方策Ө

（３）Ө 令和６年度から令和８年度までの各年度における地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する

事項や必要な見込量とその見込量を確保するための方策Ө

ӽӨ 成果目標・活動指標についてӨ

（１）Ө 成果目標・活動指標の設定Ө

Ө 福祉施設の入所者の地域生活への移行、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築、地域

生活支援の充実、福祉施設から一般就労への移行等、障がい児支援の提供体制の整備等を進めるた

め、国の基本方針や町の基本的な考え等を踏まえ、令和８年度を目標年度とする成果目標・活動指標

を設定します。Ө

第Ӿ章Ө 第７期障害福祉計画・第３期障害児福祉計画Ө

成果目標 ӻӨ 施設入所者の地域生活への移行Ө

成果目標ӼӨ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築Ө

成果目標ӽӨ 地域生活支援の充実Ө

成果目標ӾӨ 福祉施設から一般就労への移行等Ө

成果目標ӿӨ 障害児支援の提供体制の整備等Ө

成果目標ԀӨ 相談支援体制の充実・強化等Ө

成果目標ԁӨ 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築Ө
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第４章� 第７期障害福祉計画・第３期障害児福祉計画�

���

成果目標 ӻӨ 施設入所者の地域生活への移行ӨӨ

Ө
障がい者の入所施設等から地域生活への移行を進めるため、施設入所者のうち今後グループホー

ムや一般住宅等に移行する人数を見込み、地域生活への移行者及び施設入所者の数値目標を設定し

ます。ӨӨ

【�国の基本指針�】��

�

�

�

�

�
【�利用実績と目標値設定の考え方�】�

成果指標�
（指標名称）�

第５期計画� 第６期計画�
平成 ���

年度�

令和元�

年度�
令和２�

年度�
令和３�

年度�
令和４�

年度�
令和５�

年度�
実績� 目標値�

地域生活への移行者数� ０人� １人� １人� ２人� ０人� １人�
施設入所者数� ６６人� ６２人� ６０人� ５６人� ５６人� ５９人�

��
� 令和４年度末の地域生活への移行者数は０人、施設入所者数は５６人です。近隣の市町村でもグル
ープホームの整備が進み、地域での生活を希望される方が増えています。アンケート調査から分かる

ように、親亡き後の生活や住まいを心配されている方や介護者の高齢等に伴い入所希望のある方も

一定数おりますが、施設の空きがない状況もあり新規の施設入所者は余り多くありません。地域生活

への移行については令和元年度に施設入所からＧＨへの移行が１名おりましたが、令和２年度以降は

高齢の施設入所者がサービス内容の変化に伴い、介護保険施設へ移行となったケースになります。�

ӨӨ 令和８年度末までに、令和４年度末の施設入所者数５６人の３％以上に当たる２人が、グループホー

ムを利用する等により地域生活へ移行することを目指します。Ө

Ө 施設入所者については、令和８年度末時点で、令和４年度末時点の施設入所者数である５６人の５％

以上である３人を削減することを目指します。ӨӨ

�
【�成果目標�】Ө

指標名称Ө 目標数値Ө 目標年度Ө

地域生活への移行者数� ２人Ө 令和８年度末Ө

施設入所者数� ӿӾ人を超えないӨ 令和８年度末Ө

●� 令和８年度末時点で、令和４年度末の施設入所者数の６Ӯ以上が地域生活へ移行する。Ө

Ө Ө Ө （県対応：実績及び高齢化の状況を踏まえ３％とする。移行分１％ӵ未達成分）Ө

●Ө 令和８年度末時点で、令和４年度末時点の施設入所者数を５％以上削減する。�
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第４章� 第７期障害福祉計画・第３期障害児福祉計画�

���

成果目標 ӻӨ 施設入所者の地域生活への移行ӨӨ

Ө
障がい者の入所施設等から地域生活への移行を進めるため、施設入所者のうち今後グループホー

ムや一般住宅等に移行する人数を見込み、地域生活への移行者及び施設入所者の数値目標を設定し

ます。ӨӨ

【�国の基本指針�】��

�

�

�

�

�
【�利用実績と目標値設定の考え方�】�

成果指標�
（指標名称）�

第５期計画� 第６期計画�
平成 ���

年度�

令和元�

年度�
令和２�

年度�
令和３�

年度�
令和４�

年度�
令和５�

年度�
実績� 目標値�

地域生活への移行者数� ０人� １人� １人� ２人� ０人� １人�
施設入所者数� ６６人� ６２人� ６０人� ５６人� ５６人� ５９人�

��
� 令和４年度末の地域生活への移行者数は０人、施設入所者数は５６人です。近隣の市町村でもグル
ープホームの整備が進み、地域での生活を希望される方が増えています。アンケート調査から分かる

ように、親亡き後の生活や住まいを心配されている方や介護者の高齢等に伴い入所希望のある方も

一定数おりますが、施設の空きがない状況もあり新規の施設入所者は余り多くありません。地域生活

への移行については令和元年度に施設入所からＧＨへの移行が１名おりましたが、令和２年度以降は

高齢の施設入所者がサービス内容の変化に伴い、介護保険施設へ移行となったケースになります。�

ӨӨ 令和８年度末までに、令和４年度末の施設入所者数５６人の３％以上に当たる２人が、グループホー

ムを利用する等により地域生活へ移行することを目指します。Ө

Ө 施設入所者については、令和８年度末時点で、令和４年度末時点の施設入所者数である５６人の５％

以上である３人を削減することを目指します。ӨӨ

�
【�成果目標�】Ө

指標名称Ө 目標数値Ө 目標年度Ө

地域生活への移行者数� ２人Ө 令和８年度末Ө

施設入所者数� ӿӾ人を超えないӨ 令和８年度末Ө

●� 令和８年度末時点で、令和４年度末の施設入所者数の６Ӯ以上が地域生活へ移行する。Ө

Ө Ө Ө （県対応：実績及び高齢化の状況を踏まえ３％とする。移行分１％ӵ未達成分）Ө

●Ө 令和８年度末時点で、令和４年度末時点の施設入所者数を５％以上削減する。�
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���

成果目標２Ө 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築Ө

Ө
保健・医療・福祉関係者による協議の場として美郷町総合支援協議会「生活支援・障害者虐待防止部

会」に位置づけており、精神障がい者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることがで

きるよう、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」に向けた協議を実施します。ӨӨ

Ө

【�国の基本指針�】�� �
�
�
�
�
�
�

�
�

【�利用実績と目標値設定の考え方�】�Ө

Ө
「保健・医療・福祉関係者による協議の場」として位置づけた美郷町総合支援協議会「生活支援・障害

者虐待防止部会」を活用し、地域生活への移行や安定した生活の構築のための具体的な検討を定期的

に行っております。Ө

退院後の精神障がいのある人が地域で安定した生活を送るために必要なサービス量を見込み、計

画的にサービス提供体制の確保に努めるとともに、医療機関とも連携を図りながら地域で生活する上

で必要な資源やネットワークのあり方について検討し、協議を継続していきます。Ө 新規に、自立訓練

（生活訓練）利用者数が加わりました。実利用者数 ԡӽ（２人）ԡӾ（６人）Ｒ５Ӹ１２月現在Ӳ５人Ӵの利用が

あります。生活訓練全体の見込（伸び率）と合わせています。Ө

成果指標Ө

（指標名称）Ө

第６期計画Ө

令和３年度Ө 令和４年度Ө 令和５年度Ө

実績Ө 目標値Ө

保健・医療及び福祉関係者による協議の場の

開催回数Ө
２回ӹ年Ө ２回ӹ年Ө ２回ӹ年Ө

保健・医療及び福祉関係者による協議の場への

関係者の参加者数Ө
１０人ӹ年Ө １０人ӹ年Ө １０人ӹ年Ө

保健・医療及び福祉関係者による協議の場にお

ける目標設定及び評価の実施回数Ө
１回ӹ年Ө １回ӹ年Ө １回ӹ年Ө

精神障がい者におけるӨ

障害福祉サービス種別Ө

の利用者数Ө

地域移行支援Ө ０人ӹ月Ө ０人ӹ月Ө １人ӹ月Ө

地域定着支援Ө ０人ӹ月Ө ０人ӹ月Ө １人ӹ月Ө

共同生活援助Ө １４人ӹ月Ө １４人ӹ月Ө １９人ӹ月Ө

自立生活援助Ө ０人ӹ月Ө ０人ӹ月Ө １人ӹ月Ө

●� 精神障害者の精神病床から退院後１年以内の地域での平均生活日数：ӽӼӿӸ３日以上とす

ることを基本とする。Ө

●Ө 令和８年度末の精神病床における１年以上長期入院患者数を目標値として設定。Ө

●Ө 精神病床における早期退院率については、３ヶ月後６８Ӹԃ％以上、６ヶ月後８４Ӹӿ％以上、Ө Ө

１年後９１ӸӺ％以上とすることを基本とする。Ө
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第４章� 第７期障害福祉計画・第３期障害児福祉計画�

���

【Ө成果目標と活動指標Ө】Ө

成果指標Ө

（指標名称）Ө

第７期計画Ө

見込量Ө

令和６年度Ө 令和７年度Ө 令和８年度Ө

保健・医療及び福祉関係者による協議の場の

開催回数Ө
２回ӹ年Ө ２回ӹ年Ө ２回ӹ年Ө

保健・医療及び福祉関係者による協議の場への

関係者の参加者数Ө
６人ӹ年Ө ６人ӹ年Ө ６人ӹ年Ө

保健・医療及び福祉関係者による協議の場にお

ける目標設定及び評価の実施回数Ө
１回ӹ年Ө １回ӹ年Ө １回ӹ年Ө

精神障がい者における

障害福祉サービス種別

の利用者数Ө

地域移行支援Ө １人ӹ月Ө １人ӹ月Ө １人ӹ月Ө

地域定着支援Ө １人ӹ月Ө １人ӹ月Ө １人ӹ月Ө

共同生活援助Ө

ԡ４基準値伸び率４％Ө
１５人ӹ月Ө １６人ӹ月Ө １７人ӹ月Ө

自立生活援助Ө １人ӹ月Ө １人ӹ月Ө １人ӹ月Ө

自立訓練（生活訓練）Ө

※新規Ө
３人ӹ月Ө ４人ӹ月Ө ５人ӹ月Ө

Ө

成果目標３� 地域生活支援の充実�

Ө
障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え，障がい者が地域で安心して暮らしていけるよう、

地域生活支援拠点等（地域生活支援拠点又は面的な体制をいう。）の機能の充実を図ります。ӨӨ

Ө

【�国の基本指針�】��

�

�

�

�

�

【�利用実績と目標値設定の考え方�】��

成果指標Ө

（指標名称）Ө

第６期計画Ө

令和３年度Ө 令和４年度Ө 令和５年度Ө

実績Ө 目標値Ө

地域生活支援拠点等の運用状況の検証及び検討Ө ０回ӹ年Ө ２回ӹ年Ө １回ӹ年Ө 以上Ө

Ө

●� 令和８年度末までの間、各市町村において地域生活支援拠点等を整備するとともに、その

機能の充実のためコーディネーターを配置するなどにより効果的な支援体制及び緊急時の連

絡体制の構築を進め、また、年１回以上、支援の実績等を踏まえ運用状況の検証及び検討を行

うこと。Ө

●Ө 令和８年度末までに、強度行動障害を有する者に関し、支援ニーズを把握し、支援体制の整

備を進めること。【新規】Ө

�
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第４章� 第７期障害福祉計画・第３期障害児福祉計画�

���

【Ө成果目標と活動指標Ө】Ө

成果指標Ө

（指標名称）Ө

第７期計画Ө

見込量Ө

令和６年度Ө 令和７年度Ө 令和８年度Ө

保健・医療及び福祉関係者による協議の場の

開催回数Ө
２回ӹ年Ө ２回ӹ年Ө ２回ӹ年Ө

保健・医療及び福祉関係者による協議の場への

関係者の参加者数Ө
６人ӹ年Ө ６人ӹ年Ө ６人ӹ年Ө

保健・医療及び福祉関係者による協議の場にお

ける目標設定及び評価の実施回数Ө
１回ӹ年Ө １回ӹ年Ө １回ӹ年Ө

精神障がい者における

障害福祉サービス種別

の利用者数Ө

地域移行支援Ө １人ӹ月Ө １人ӹ月Ө １人ӹ月Ө

地域定着支援Ө １人ӹ月Ө １人ӹ月Ө １人ӹ月Ө

共同生活援助Ө

ԡ４基準値伸び率４％Ө
１５人ӹ月Ө １６人ӹ月Ө １７人ӹ月Ө

自立生活援助Ө １人ӹ月Ө １人ӹ月Ө １人ӹ月Ө

自立訓練（生活訓練）Ө

※新規Ө
３人ӹ月Ө ４人ӹ月Ө ５人ӹ月Ө

Ө

成果目標３� 地域生活支援の充実�

Ө
障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え，障がい者が地域で安心して暮らしていけるよう、

地域生活支援拠点等（地域生活支援拠点又は面的な体制をいう。）の機能の充実を図ります。ӨӨ

Ө

【�国の基本指針�】��

�

�

�

�

�

【�利用実績と目標値設定の考え方�】��

成果指標Ө

（指標名称）Ө

第６期計画Ө

令和３年度Ө 令和４年度Ө 令和５年度Ө

実績Ө 目標値Ө

地域生活支援拠点等の運用状況の検証及び検討Ө ０回ӹ年Ө ２回ӹ年Ө １回ӹ年Ө 以上Ө

Ө

●� 令和８年度末までの間、各市町村において地域生活支援拠点等を整備するとともに、その

機能の充実のためコーディネーターを配置するなどにより効果的な支援体制及び緊急時の連

絡体制の構築を進め、また、年１回以上、支援の実績等を踏まえ運用状況の検証及び検討を行

うこと。Ө

●Ө 令和８年度末までに、強度行動障害を有する者に関し、支援ニーズを把握し、支援体制の整

備を進めること。【新規】Ө

�
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���

美郷町総合支援協議会「生活支援・障害者虐待防止部会」において、支援の実績について運用状況

の検証及び検討を行っております。Ө

地域生活支援拠点等が有する機能を更に充実させるため、美郷町総合支援協議会を活用しながら、

今後も地域生活支援拠点等の運用状況の検証及び検討を継続し機能の充実を図ります。Ө

強度行動障害を有する者への支援体制の充実は新規の目標です。関係機関と連携し、支援を必要と

する者を把握します。Ө

�

【Ө成果目標と活動指標Ө】Ө

Ө

成果目標４� 福祉施設から一般就労への移行等�

Ө
福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業所等を通じて一般就労に移行する人数の数値目標を

設定します。また、一般就労への定着を図るため、就労定着支援事業の利用者及び事業所ごとの就労

定着率に係る目標値を設定します。ӨӨ

Ө

【�国の基本指針�】��

�

�

�

�

�

�

�
�
�

�
�
�

成果指標Ө

（指標名称）Ө

第７期計画Ө

見込量Ө

令和６年度Ө 令和７年度Ө 令和８年度Ө

地域生活支援拠点等の運用状況の検証及び検討Ө １回ӹ年Ө １回ӹ年Ө １回ӹ年Ө

地域生活支援拠点等のコーディネーターの配置� � �

※新規Ө
１人Ө １人Ө １人Ө

強度行動障害者の支援ニーズの把握と関係機関

の連携Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө ※新規Ө
実施Ө 実施Ө 実施Ө

●� 令和８年度中に就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者数を令和３年度実績のӨ

１Ӹ２８倍以上とする。Ө

●Ө 就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者

の割合が５割以上の事業所を５割以上とする。【新規】Ө

●Ө 就労定着支援事業の利用者数は、令和８年度末の利用者数を令和３年度末実績の１Ӹ４１倍以

上とする。Ө

●Ө 就労定着率については、令和８年度の就労定着支援事業の利用終了後の一定期間における

就労定着率（※）が７割以上となる就労定着支援事業所の割合を２割５分以上とすることを基

本とする。また、各都道府県は地域の就労支援のネットワークを強化し、雇用、福祉等の関係

機関が連携した支援体制の構築を推進するため、協議会（就労支援部会）等を設けて取組を進

める。【新規】Ө
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※就労定着実績体制加算：前年度末から過去６年間に就労定着支援の利用を終了した者に占める一

般就労への移行先での雇用継続期間が前年度において３年６か月以上６年６か月未満に該当した者の

割合が７割以上であることを要件としている。Ө

�
【�利用実績と目標値設定の考え方�】�

成果指標Ө

（指標名称）Ө

第６期計画Ө

令和３年度Ө 令和４年度Ө 令和５年度Ө

実績Ө 目標値Ө

一般就労への移行者数�

（就労移行支援事業）�
１人Ө ０人Ө ２人Ө

一般就労への移行者数�

（就労継続支援Ａ型事業）�
０人Ө ０人Ө １人Ө

一般就労への移行者数� �

（就労継続支援Ｂ型事業）�
０人Ө １人Ө ２人Ө

一般就労後の就労定着支援利用者数� ０人Ө ０人Ө ４人Ө

�
一般就労への移行者数は令和３年度、４年度合わせて２人でした。令和３年度の就労移行支援事業

等を通じ一般就労へ移行した方の就労定着支援事業所の利用はありません。令和４年度に就労継続支

Ｂ型事業所を通じ一般就労へ移行された方が１人おりましたが、就労の定着には至りませんでした。コ

ロナウイルス感染対策による様々な制限により一般就労に向けた大きな動きはなかったようです。Ө

Ө

【Ө成果目標と活動指標Ө】Ө

Ө

Ө

Ө

Ө Ө

成果指標Ө

（指標名称）Ө

第７期計画Ө

見込量Ө

令和６年度Ө 令和７年度Ө 令和８年度Ө

一般就労への移行者数�

（就労移行支援事業）Ө
１人Ө ２人Ө ３人Ө

一般就労への移行者数�

（就労継続支援Ａ型事業）Ө
１人Ө １人Ө １人Ө

一般就労への移行者数�

（就労継続支援Ｂ型事業）Ө
１人Ө １人Ө １人Ө

一般就労後の就労定着支援利用者数Ө １人Ө ２人Ө ３人Ө
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※就労定着実績体制加算：前年度末から過去６年間に就労定着支援の利用を終了した者に占める一

般就労への移行先での雇用継続期間が前年度において３年６か月以上６年６か月未満に該当した者の

割合が７割以上であることを要件としている。Ө

�
【�利用実績と目標値設定の考え方�】�

成果指標Ө

（指標名称）Ө

第６期計画Ө

令和３年度Ө 令和４年度Ө 令和５年度Ө

実績Ө 目標値Ө

一般就労への移行者数�

（就労移行支援事業）�
１人Ө ０人Ө ２人Ө

一般就労への移行者数�

（就労継続支援Ａ型事業）�
０人Ө ０人Ө １人Ө

一般就労への移行者数� �

（就労継続支援Ｂ型事業）�
０人Ө １人Ө ２人Ө

一般就労後の就労定着支援利用者数� ０人Ө ０人Ө ４人Ө

�
一般就労への移行者数は令和３年度、４年度合わせて２人でした。令和３年度の就労移行支援事業

等を通じ一般就労へ移行した方の就労定着支援事業所の利用はありません。令和４年度に就労継続支

Ｂ型事業所を通じ一般就労へ移行された方が１人おりましたが、就労の定着には至りませんでした。コ

ロナウイルス感染対策による様々な制限により一般就労に向けた大きな動きはなかったようです。Ө

Ө

【Ө成果目標と活動指標Ө】Ө

Ө

Ө

Ө

Ө Ө

成果指標Ө

（指標名称）Ө

第７期計画Ө

見込量Ө

令和６年度Ө 令和７年度Ө 令和８年度Ө

一般就労への移行者数�

（就労移行支援事業）Ө
１人Ө ２人Ө ３人Ө

一般就労への移行者数�

（就労継続支援Ａ型事業）Ө
１人Ө １人Ө １人Ө

一般就労への移行者数�

（就労継続支援Ｂ型事業）Ө
１人Ө １人Ө １人Ө

一般就労後の就労定着支援利用者数Ө １人Ө ２人Ө ３人Ө

第４章� 第７期障害福祉計画・第３期障害児福祉計画�

���

成果目標５Ө 障害児支援の提供体制の整備等Ө

Ө
児童のライフステージに応じた切れ目のない支援と保健、医療、福祉、保育、教育、就労支援等と連

携した支援を提供する体制を構築します。ӨӨ

Ө

【�国の基本指針�】��

�

�

�

��
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
��

Ө

【Ө利用実績と目標値設定の考え方�】��

成果指標Ө

（指標名称）Ө

第６期計画Ө

令和３年度Ө 令和４年度Ө 令和５年度Ө

実績Ө 目標値Ө

児童発達支援センターの設置Ө 検討Ө 検討Ө １か所Ө

保育所等訪問支援を利用できる体制の構築� 体制構築Ө 体制構築Ө 体制構築Ө

主に重症心身障害児支援の児童発達支援事業

所及び放課後等デイサービス事業所の確保�
０か所Ө ０か所Ө

０か所Ө
圏域の動向を確認Ө

医療的ケア児等支援に関するコーディネータ

ーの配置�
検討Ө 検討Ө

１人Ө
圏域の配置も検討Ө

Ө

●� 児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築を目指すため、令和８年

度末までに、児童発達支援センターを各市町村又は各圏域に少なくとも１カ所以上設置するこ

とを基本とする。（未設置とする場合は同等の機能を有する体制を整備する）Ө

●Ө 障害児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進するため、各市町村又は各圏域

に設置された児童発達支援センターや地域の障害児通所支援事業所等が保育所等訪問支援

等を活用しながら、令和８年度末までに、全ての市町村において障害児の地域社会への参加・

包容（インクルージョン）を推進する体制を構築する。Ө

●Ө 「難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針」を踏まえ、令和８年度末までに、各都

道府県は、難聴児支援のための中核的機能を果たす体制を構築する。Ө

●Ө 令和８年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デ

イサービス事業所を各市町村又は各圏域に少なくとも１カ所以上確保することを基本とする。Ө

●Ө 令和８年度末までに、各都道府県は、医療的ケア児支援センターを設置【新規】し、医療的ケ

ア児等の支援を総合調整するコーディネーターを配置すること、各市町村においては保健、医

療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けるとともに、令

和８年度末までに医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置することを基本とする。Ө

●Ө 令和８年度末までに、各都道府県は、障害児入所施設からの移行調整に係る協議の場を設

置する。【新規】Ө
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児童発達支援センターについては、専門的な知識を持つ人員の確保が困難であり、現状では設置の

予定がありません。未設置の場合は同等の機能を有する体制を整備するということでありますが、今

後も関係機関との連携を図りながら発達支援の入り口としての相談機能を充実し、支援の充実に努め

ていきます。Ө

保育所等訪問支援については、町外事業所の利用により令和４年度に１人、令和５年度現在では３人

利用されています。Ө

主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所について町

内における新規の事業所開設はありませんが、これまでと同様に圏域内の事業所と連携していきます。Ө

医療的ケア児の支援に関しては、平成３０年度に美郷町総合支援協議会「児童支援部会」に医療的ケ

ア児支援のための関係機関の協議の場として位置づけております。Ө

保育所等に関しては、加配の職員（支援員）の確保が困難であり、受け入れ体制の維持が課題となっ

ていますが、年齢や障がいの有無に関わらず児童が地域でともに育ちあえるよう関係機関との連携強

化に努め、障がい児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進する体制を構築します。Ө

保育所等において配慮を要する児童の受入状況Ө

Ө 認定こども園Ө Ө Ө ：ԡӽ（４５人）Ө ԡ４（３６人）Ө ԡӿ（４７人）Ө

Ө 放課後児童クラブ：ԡӽ（３６人）Ө ԡ４（４１人）Ө ԡӿ（３２人）Ө

Ө

【�成果目標Ө】��
指標名称Ө 目標数値Ө 目標年度Ө

障害児に対する重層的な地域支援体制の構築� 構築Ө 令和８年度末Ө

障害児の地域社会への参加・包容（インクルージ

ョン）推進体制の構築Ө Ө ※新規�
構築Ө 令和８年度末Ө

主に重症心身障害児の児童発達支援事業所及

び放課後等デイサービス事業所の確保�
圏域内の事業所との連携Ө 令和８年度末Ө

医療的ケア児協議の場の設置� 継続Ө 令和８年度末Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө
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児童発達支援センターについては、専門的な知識を持つ人員の確保が困難であり、現状では設置の

予定がありません。未設置の場合は同等の機能を有する体制を整備するということでありますが、今

後も関係機関との連携を図りながら発達支援の入り口としての相談機能を充実し、支援の充実に努め

ていきます。Ө

保育所等訪問支援については、町外事業所の利用により令和４年度に１人、令和５年度現在では３人

利用されています。Ө

主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所について町

内における新規の事業所開設はありませんが、これまでと同様に圏域内の事業所と連携していきます。Ө

医療的ケア児の支援に関しては、平成３０年度に美郷町総合支援協議会「児童支援部会」に医療的ケ

ア児支援のための関係機関の協議の場として位置づけております。Ө

保育所等に関しては、加配の職員（支援員）の確保が困難であり、受け入れ体制の維持が課題となっ

ていますが、年齢や障がいの有無に関わらず児童が地域でともに育ちあえるよう関係機関との連携強

化に努め、障がい児の地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進する体制を構築します。Ө

保育所等において配慮を要する児童の受入状況Ө

Ө 認定こども園Ө Ө Ө ：ԡӽ（４５人）Ө ԡ４（３６人）Ө ԡӿ（４７人）Ө

Ө 放課後児童クラブ：ԡӽ（３６人）Ө ԡ４（４１人）Ө ԡӿ（３２人）Ө

Ө

【�成果目標Ө】��
指標名称Ө 目標数値Ө 目標年度Ө

障害児に対する重層的な地域支援体制の構築� 構築Ө 令和８年度末Ө

障害児の地域社会への参加・包容（インクルージ

ョン）推進体制の構築Ө Ө ※新規�
構築Ө 令和８年度末Ө

主に重症心身障害児の児童発達支援事業所及

び放課後等デイサービス事業所の確保�
圏域内の事業所との連携Ө 令和８年度末Ө

医療的ケア児協議の場の設置� 継続Ө 令和８年度末Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө
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成果目標６Ө 相談支援体制の充実・強化等Ө

Ө

相談支援体制の充実・強化等を推進するため、総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の相談支

援体制の強化に向けた実施体制を確保する。ӨӨ

Ө

【�国の基本指針�】��

�

�

�

�

�

Ө

Ө

【�利用実績と目標値設定の考え方�】�Ө

成果指標Ө

（指標名称）Ө

第６期計画Ө

令和３年度Ө 令和４年度Ө 令和５年度Ө

実績Ө 目標値Ө

基幹相談支援センターの設置Ө 検討Ө 検討Ө 設置Ө

Ө

基幹相談支援センターにおいては、視察や検討を重ねておりますが未設置となっているため、地域

の相談支援事業所と連携し、相談支援体制の充実・強化に取組んでいます。引き続き相談支援体制の

強化を図る体制の拡充を図ります。Ө

基幹相談支援センターについては、令和６年度中に委託先の選定、委託内容を協議し、令和８年度末

までに設置を目指します。Ө

美郷町総合支援協議会「専門部会」において、個別事例の検討を通して地域課題を整理し、課題の解

決に向けた地域サービス基盤の開発・改善に繋げます。�

�

【�成果目標�】��

指標名称Ө 目標数値Ө 目標年度Ө

基幹相談支援センターの設置� 設置Ө 令和８年度末Ө

地域の相談支援体制の強化��※新規� 実施Ө 令和８年度末Ө

個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の�

開発・改善等の実施� ※新規�
実施Ө 令和８年度末Ө

●� 令和８年度末までに各市町村において、総合的な相談支援、地域の相談支援体制の強化及び

関係機関等の連携の緊密化を通じた地域づくりの役割を担う基幹相談支援センターを設置（複

数市町村による共同設置可）するとともに、基幹相談支援センターが地域の相談支援体制の強

化を図る体制を確保する。Ө

●Ө 協議会において、個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を行う取組を行う

とともに、これらの取組を行うために必要な協議会の体制を確保する。【新規】Ө

Ө
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���

【�活動指標�】Ө

成果指標Ө

（指標名称）Ө

第７期計画Ө

見込量Ө

令和６年度Ө 令和７年度Ө 令和８年度Ө

相談支援事業所の参画による事例検討実施�

回数� ※新規Ө
２回ӹ年Ө ２回ӹ年Ө ２回ӹ年Ө

相談支援事業所の参画による事例検討参加�

事業者・機関数� ※新規Ө
６事業者Ө ６事業者Ө ６事業者Ө

Ө

成果目標７� 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築�

Ө
障害福祉サービス等の多様化、サービス事業者の増加している中、より一層事業者が利用者に対し

て必要とするサービスを適切に提供することができるよう、障害福祉サービス等の質を向上させるた

めの取組みに係る体制を構築します。ӨӨ

Ө

【�国の基本指針�】��

�

�

�

【�利用実績と目標値設定の考え方�】�Ө

成果指標Ө

（指標名称）Ө

第６期計画Ө

令和３年度Ө 令和４年度Ө 令和５年度Ө

実績Ө 目標値Ө

障害福祉サービス等の質を向上させるための

取組みを実施する体制の構築Ө
１回ӹ年Ө １回ӹ年Ө １回ӹ年Ө 以上Ө

Ө

障害福祉サービス等に係る各種研修会へ参加します。（令和３年度からはオンラインを活用した研修

が主になっています。）Ө

障害福祉サービス等事業者に対する集団指導・指導監査を実施しており、その結果を事業所及び関

係自治体と共有することにより、障害福祉サービス等の質を向上させるための取組を実施していま

す。令和３年度から５年度は書面による監査を実施しました。Ө

令和８年度まで、引き続き障害福祉サービス等の質を向上させるための取組を実施する体制を継続

します。Ө

Ө

Ө

Ө

●� 令和８年度末までに、各都道府県や各市町村においてサービスの質の向上を図るための取

組に係る体制を構築する。Ө

Ө
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���

【�活動指標�】Ө

成果指標Ө

（指標名称）Ө

第７期計画Ө

見込量Ө

令和６年度Ө 令和７年度Ө 令和８年度Ө

相談支援事業所の参画による事例検討実施�

回数� ※新規Ө
２回ӹ年Ө ２回ӹ年Ө ２回ӹ年Ө

相談支援事業所の参画による事例検討参加�

事業者・機関数� ※新規Ө
６事業者Ө ６事業者Ө ６事業者Ө

Ө

成果目標７� 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築�

Ө
障害福祉サービス等の多様化、サービス事業者の増加している中、より一層事業者が利用者に対し

て必要とするサービスを適切に提供することができるよう、障害福祉サービス等の質を向上させるた

めの取組みに係る体制を構築します。ӨӨ

Ө

【�国の基本指針�】��

�

�

�

【�利用実績と目標値設定の考え方�】�Ө

成果指標Ө

（指標名称）Ө

第６期計画Ө

令和３年度Ө 令和４年度Ө 令和５年度Ө

実績Ө 目標値Ө

障害福祉サービス等の質を向上させるための

取組みを実施する体制の構築Ө
１回ӹ年Ө １回ӹ年Ө １回ӹ年Ө 以上Ө

Ө

障害福祉サービス等に係る各種研修会へ参加します。（令和３年度からはオンラインを活用した研修

が主になっています。）Ө

障害福祉サービス等事業者に対する集団指導・指導監査を実施しており、その結果を事業所及び関

係自治体と共有することにより、障害福祉サービス等の質を向上させるための取組を実施していま

す。令和３年度から５年度は書面による監査を実施しました。Ө

令和８年度まで、引き続き障害福祉サービス等の質を向上させるための取組を実施する体制を継続

します。Ө

Ө

Ө

Ө

●� 令和８年度末までに、各都道府県や各市町村においてサービスの質の向上を図るための取

組に係る体制を構築する。Ө

Ө
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���

【�成果目標�】��

指標名称Ө 目標数値Ө 目標年度Ө

障害福祉サービス等の質を向上させるための取

組みを実施する体制を維持Ө
継続Ө 令和８年度末Ө

�

【�活動指標�】��

Ө

Ө

Ө

� Ө

成果指標Ө

（指標名称）Ө

第７期計画Ө

見込量Ө

令和６年度Ө 令和７年度Ө 令和８年度Ө

都道府県が実施する障害福祉サービス等に係

る研修の参加や都道府県が市町村職員に対し

て実施する研修の参加人数Ө

１人Ө １人Ө １人Ө
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���

（Ӽ）Ө 指定障害福祉サービス等の利用に係る見込量と今後の方策Ө

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Ө

Ө

Ө

見込量の推計にあたっての考え方ӨӨӨӨ

各サービスの見込量については、次の事項を考慮して設定しました。ӨӨ

○ӨӨ前期計画期間におけるサービス等利用実績ӨӨ

○Ө アンケート調査から得た利用ニーズの動向等ӨӨ

○Ө 施設入所者等の地域生活への移行数ӨӨ

Ө

①Ө 訪問系サービスӨӨ

ア）Ө サービスの内容ӨӨ

サービス名ӨӨ サービスの内容ӨӨ

居宅介護ӨӨ
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並び

に生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。ӨӨ

重度訪問介護ӨӨ

重度の障がいにより常に介護を必要とする障がいのある人に、居宅における介護及

び家事並びに生活等に関する相談やその他の生活全般にわたる援助、また外出時に

おける移動中の介護を総合的に行います。ӨӨ

同行援護ӨӨ
視覚障がいにより移動に著しい困難のある人の外出に同行し、必要な情報を提供す

るとともに、移動の援護等を行います。ӨӨ

行動援護ӨӨ
障がいのある人が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時

の移動中の介護、排せつ及び食事の介護、その他行動に必要な援助を行います。ӨӨ

重度障害者等包括支援ӨӨ
常時介護を必要とする人のうち、介護度が特に高いと認められた人に、複数のサー

ビスを包括的に行います。ӨӨ

Ө

Ө

Ө

Ө

指定Ө

障害福祉Ө

サービス 

Ө

訪問系サービスӨ
ホームヘルパーが、障がいのある人

の居宅などを訪問し介護や家事援

助などの必要な援助を行います。Ө

 

日中活動系サービスӨ
主に日中において、通所な

どにより必要な介護や訓練

などの支援を行います。Ө

Ө

居住系サービスӨ
主として夜間において、施設や共

同生活を行う住居で、必要な介護

や援助を提供します。Ө

Ө

指定相談支援Ө

障害福祉サービスの支給決定を受けるために必要とな

る、適切なサービス等利用計画の作成、利用者とサー

ビス事業者の連絡調整や地域生活に移行するための

相談、その後地域に定着するための相談を行います。Ө

 

 

 

 

 

指定Ө

障害福祉Ө

サービス等Ө
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���

（Ӽ）Ө 指定障害福祉サービス等の利用に係る見込量と今後の方策Ө

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Ө

Ө

Ө

見込量の推計にあたっての考え方ӨӨӨӨ

各サービスの見込量については、次の事項を考慮して設定しました。ӨӨ

○ӨӨ前期計画期間におけるサービス等利用実績ӨӨ

○Ө アンケート調査から得た利用ニーズの動向等ӨӨ

○Ө 施設入所者等の地域生活への移行数ӨӨ

Ө

①Ө 訪問系サービスӨӨ

ア）Ө サービスの内容ӨӨ

サービス名ӨӨ サービスの内容ӨӨ

居宅介護ӨӨ
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並び

に生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。ӨӨ

重度訪問介護ӨӨ

重度の障がいにより常に介護を必要とする障がいのある人に、居宅における介護及

び家事並びに生活等に関する相談やその他の生活全般にわたる援助、また外出時に

おける移動中の介護を総合的に行います。ӨӨ

同行援護ӨӨ
視覚障がいにより移動に著しい困難のある人の外出に同行し、必要な情報を提供す

るとともに、移動の援護等を行います。ӨӨ

行動援護ӨӨ
障がいのある人が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時

の移動中の介護、排せつ及び食事の介護、その他行動に必要な援助を行います。ӨӨ

重度障害者等包括支援ӨӨ
常時介護を必要とする人のうち、介護度が特に高いと認められた人に、複数のサー

ビスを包括的に行います。ӨӨ

Ө

Ө

Ө

Ө

指定Ө

障害福祉Ө

サービス 

Ө

訪問系サービスӨ
ホームヘルパーが、障がいのある人

の居宅などを訪問し介護や家事援

助などの必要な援助を行います。Ө

 

日中活動系サービスӨ
主に日中において、通所な

どにより必要な介護や訓練

などの支援を行います。Ө

Ө

居住系サービスӨ
主として夜間において、施設や共

同生活を行う住居で、必要な介護

や援助を提供します。Ө

Ө

指定相談支援Ө

障害福祉サービスの支給決定を受けるために必要とな

る、適切なサービス等利用計画の作成、利用者とサー

ビス事業者の連絡調整や地域生活に移行するための

相談、その後地域に定着するための相談を行います。Ө

 

 

 

 

 

指定Ө

障害福祉Ө

サービス等Ө
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イ）Ө 第６期計画見込量と実績Ө ӨӨ Ө Ө 【単位】Ө人：月間の利用人数Ө 時間：月間のサービス提供時間Ө

区分Ө
Ｒӽ年度Ө ԡӾ年度Ө ԡӿ年度Ө

見込量Ө 実績Ө 見込量Ө 実績Ө 実績見込Ө

居宅介護Ө

重度訪問介護Ө

同行援護Ө

行動援護Ө
重度障害者等包括支援Ө

２８Ө
人ӹ月Ө

２８Ө
人ӹ月Ө

２８Ө
人ӹ月Ө

２７Ө
人ӹ月Ө

２７Ө
人ӹ月Ө

４０９Ө
時間ӹ月Ө

４６０Ө
時間ӹ月Ө

４１１Ө
時間ӹ月Ө

５０６Ө
時間ӹ月Ө

５２９Ө
時間ӹ月Ө

Ө

ウ）Ө 第７期計画見込量Ө

区分Ө Ｒ６年度Ө ԡ７年度Ө ԡ８年度Ө

居宅介護Ө
Ӽ３人ӹ月Ө ２４人ӹ月Ө ２５人ӹ月Ө

２０２時間ӹ月Ө ２０２時間ӹ月Ө ２０４時間ӹ月Ө

重度訪問介護Ө
ӨӨ１人ӹ月Ө ӨӨ１人ӹ月Ө ӨӨ１人ӹ月Ө

３３０時間ӹ月Ө ３３０時間ӹ月Ө ３３０時間ӹ月Ө

同行援護Ө
２人ӹ月Ө ２人ӹ月Ө ２人ӹ月Ө

１０時間ӹ月Ө １０時間ӹ月Ө １０時間ӹ月Ө

行動援護Ө
０人ӹ月Ө ０人ӹ月Ө ０人ӹ月Ө

ӨӨ０時間ӹ月Ө ӨӨ０時間ӹ月Ө ӨӨ０時間ӹ月Ө

重度障害者等包括支援Ө

０人ӹ月Ө ０人ӹ月Ө ０人ӹ月Ө

ӨӨ０時間ӹ月Ө ӨӨ０時間ӹ月Ө ӨӨ０時間ӹ月Ө

Ө

エ）Ө サービス見込量確保のための方策Ө

訪問系のサービスは、利用人数に大きく変わりはありませんが、介護保険サービスに移行となる利

用者がいる一方で、介護者の高齢化等に伴う家庭環境の変化により新たな利用者や利用時間の増加

がみられました。Ө

居宅介護は、サービス提供時間の利用実績が増加傾向にあり、今後も障がいのある人の高齢化や重

度化により増加していくことが予想されます。多様化するニーズに応じたサービスが提供できるよう

調整を図りながら、必要なサービス提供量の確保に努めますӨ

行動援護、重度障害者等包括支援は、これまでニーズや利用実績がないことで見込量を設定してお

りませんが、需要が生じた場合は都度対応してまいります。Ө
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②Ө 日中活動系サービスӨӨ

ア）Ө サービスの内容ӨӨ

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

サービス名Ө サービスの内容Ө

生活介護ӨӨ
常時の介護を要する障がいのある人に、施設等で介護や生活等に関する相談及び助

言やその他の必要な日常生活上の支援や創作的活動、生産活動の機会の提供等を行

います。ӨӨ

自立訓練（機能訓練）ӨӨ
身体に障がいのある人に、一定の期間に施設等で地域生活を営む上で必要となる身

体機能や生活能力の維持・向上を図るための訓練や、理学療法や作業療法等の身体

的リハビリテーション並びに歩行訓練、コミュニケーション、家事等の訓練を行います。ӨӨ

自立訓練（生活訓練）ӨӨ
知的または精神に障がいのある人に、地域生活を営む上で必要となる生活能力の維

持・向上を図るため、一定期間、食事や家事等の日常生活能力に関する訓練を行いま

す。ӨӨ

就労選択支援【新規】Ө

障がいのある人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメ

ントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択ができるよう支

援します。Ө

就労移行支援ӨӨ
一般企業での就労を希望するӨԀӿӨ歳未満の障がいのある人に、一定期間、必要な知

識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。ӨӨ

就労継続支援（Ａ型）ӨӨ
一般企業での就労が困難なӨԀӿӨ歳未満の障がいのある人に、契約に基づく就労の機

会を提供し、就労に必要な知識・能力の向上など一般就労への移行に向けた訓練を行

います。ӨӨ

就労継続支援（Ｂ型）ӨӨ
一般企業や就労継続支援ӲＡ型Ӵでの就労が困難な場合や、就労移行支援事業を利用

したが一般企業での就労に結びつかなかった障がいのある人に、就労や生産活動の

機会を提供し、就労に必要な知識・能力の向上のための訓練を行います。ӨӨ

就労定着支援ӨӨ

就労移行支援等を利用して一般企業等に雇用された障がいのある人の就労の継続を

はかるため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整を行うととも

に、雇用に伴い生じる日常生活・社会生活上の問題に関する相談、指導及び助言等を

行います。ӨӨ

療養介護Ө
医療を要する障がいのある人で、常時の介護を必要とする方に病院等で機能訓練や

療養上の管理、看護、介護等を行います。Ө

短期入所Ө

自宅で介護する人が病気等の場合に、短期間（夜間も含め）施設で入浴、排せつ、食事

等の日常生活上の介護を行います。Ө （障害者支援施設等において実施する「福祉型」

と、医療機関等において実施する「医療型」に分類されます。）Ө
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②Ө 日中活動系サービスӨӨ

ア）Ө サービスの内容ӨӨ

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

サービス名Ө サービスの内容Ө

生活介護ӨӨ
常時の介護を要する障がいのある人に、施設等で介護や生活等に関する相談及び助

言やその他の必要な日常生活上の支援や創作的活動、生産活動の機会の提供等を行

います。ӨӨ

自立訓練（機能訓練）ӨӨ
身体に障がいのある人に、一定の期間に施設等で地域生活を営む上で必要となる身

体機能や生活能力の維持・向上を図るための訓練や、理学療法や作業療法等の身体

的リハビリテーション並びに歩行訓練、コミュニケーション、家事等の訓練を行います。ӨӨ

自立訓練（生活訓練）ӨӨ
知的または精神に障がいのある人に、地域生活を営む上で必要となる生活能力の維

持・向上を図るため、一定期間、食事や家事等の日常生活能力に関する訓練を行いま

す。ӨӨ

就労選択支援【新規】Ө

障がいのある人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメ

ントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択ができるよう支

援します。Ө

就労移行支援ӨӨ
一般企業での就労を希望するӨԀӿӨ歳未満の障がいのある人に、一定期間、必要な知

識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。ӨӨ

就労継続支援（Ａ型）ӨӨ
一般企業での就労が困難なӨԀӿӨ歳未満の障がいのある人に、契約に基づく就労の機

会を提供し、就労に必要な知識・能力の向上など一般就労への移行に向けた訓練を行

います。ӨӨ

就労継続支援（Ｂ型）ӨӨ
一般企業や就労継続支援ӲＡ型Ӵでの就労が困難な場合や、就労移行支援事業を利用

したが一般企業での就労に結びつかなかった障がいのある人に、就労や生産活動の

機会を提供し、就労に必要な知識・能力の向上のための訓練を行います。ӨӨ

就労定着支援ӨӨ

就労移行支援等を利用して一般企業等に雇用された障がいのある人の就労の継続を

はかるため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整を行うととも

に、雇用に伴い生じる日常生活・社会生活上の問題に関する相談、指導及び助言等を

行います。ӨӨ

療養介護Ө
医療を要する障がいのある人で、常時の介護を必要とする方に病院等で機能訓練や

療養上の管理、看護、介護等を行います。Ө

短期入所Ө

自宅で介護する人が病気等の場合に、短期間（夜間も含め）施設で入浴、排せつ、食事

等の日常生活上の介護を行います。Ө （障害者支援施設等において実施する「福祉型」

と、医療機関等において実施する「医療型」に分類されます。）Ө
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イ）Ө 第６期計画見込量と実績Ө Ө Ө Ө【単位】Ө人日：月間の利用人数×１人１月当たりの平均利用日数Ө

区分Ө
Ｒ３年度Ө ԡ４年度Ө ԡ５年度Ө

見込量Ө 実績Ө 見込量Ө 実績Ө 実績見込Ө

生活介護Ө

９６Ө
人ӹ月Ө

９３Ө
人ӹ月Ө

９８Ө
人ӹ月Ө

９０Ө
人ӹ月Ө

８７Ө
人ӹ月Ө

１Ӷ７６７Ө
人日ӹ月Ө

１Ӷ６９５Ө
人日ӹ月Ө

１Ӷ８０４Ө
人日ӹ月Ө

１Ӷ６９５Ө
人日ӹ月Ө

１Ӷ６７２Ө
人日ӹ月Ө

自立訓練Ө
（機能訓練）Ө

１Ө
人ӹ月Ө

０Ө
人ӹ月Ө

１Ө
人ӹ月Ө

０Ө
人ӹ月Ө

０Ө
人ӹ月Ө

２０Ө
人日ӹ月Ө

０Ө
人日ӹ月Ө

２０Ө
人日ӹ月Ө

０Ө
人日ӹ月Ө

０Ө
人日ӹ月Ө

自立訓練Ө
（生活訓練）Ө

６Ө
人ӹ月Ө

５Ө
人ӹ月Ө

６Ө
人ӹ月Ө

５Ө
人ӹ月Ө

６Ө
人ӹ月Ө

１３０Ө
人日ӹ月Ө

８５Ө
人日ӹ月Ө

１３０Ө
人日ӹ月Ө

７４Ө
人日ӹ月Ө

１０４Ө
人日ӹ月Ө

就労移行支援Ө

４Ө
人ӹ月Ө

３Ө
人ӹ月Ө

６Ө
人ӹ月Ө

３Ө
人ӹ月Ө

４Ө
人ӹ月Ө

６０Ө
人日ӹ月Ө

４２Ө
人日ӹ月Ө

９０Ө
人日ӹ月Ө

４６Ө
人日ӹ月Ө

６０Ө
人日ӹ月Ө

就労継続支援Ө
（ԋ 型）Ө

１Ө
人ӹ月Ө

１Ө
人ӹ月Ө

１Ө
人ӹ月Ө

１Ө
人ӹ月Ө

０Ө
人ӹ月Ө

２１Ө
人日ӹ月Ө

１２Ө
人日ӹ月Ө

２１Ө
人日ӹ月Ө

７Ө
人日ӹ月Ө

０Ө
人日ӹ月Ө

就労継続支援Ө
（Ԍ型）Ө

４４Ө
人ӹ月Ө

４４Ө
人ӹ月Ө

４４Ө
人ӹ月Ө

４６Ө
人ӹ月Ө

４８Ө
人ӹ月Ө

７５３Ө
人日ӹ月Ө

７５５Ө
人日ӹ月Ө

７７０Ө
人日ӹ月Ө

７９９Ө
人日ӹ月Ө

８７９Ө
人日ӹ月Ө

就労定着支援Ө
６Ө

人ӹ月Ө
２Ө

人ӹ月Ө
６Ө

人ӹ月Ө
１Ө

人ӹ月Ө
０Ө

人ӹ月Ө

療養介護Ө
８Ө

人ӹ月Ө
９Ө

人ӹ月Ө
８Ө

人ӹ月Ө
８Ө

人ӹ月Ө
７Ө

人ӹ月Ө

短期入所Ө
（福祉型）Ө

６Ө
Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө 人ӹ

月Ө

５Ө
人ӹ月Ө

７Ө
人ӹ月Ө

７Ө
人ӹ月Ө

９Ө
人ӹ月Ө

４２Ө
人日ӹ月Ө

３５Ө
人日ӹ月Ө

４７Ө
人日ӹ月Ө

５０Ө
人日ӹ月Ө

５６Ө
人日ӹ月Ө

短期入所Ө
（医療型）Ө

１Ө
人ӹ月Ө

０Ө
人ӹ月Ө

１Ө
人ӹ月Ө

０Ө
人ӹ月Ө

０Ө
人ӹ月Ө

１５Ө
人日ӹ月Ө

０Ө
人日ӹ月Ө

１５Ө
人日ӹ月Ө

０Ө
人日ӹ月Ө

０Ө
人日ӹ月Ө
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ウ）Ө 第７期計画見込量Ө

区分Ө Ｒ６年度Ө ԡ７年度Ө ԡ８年度Ө

生活介護Ө

９０人ӹ月Ө ９３人ӹ月Ө ９６人ӹ月Ө

※７０人ӹ月Ө ※７３人ӹ月Ө ※７６人ӹ月Ө

１，６９０人日ӹ月Ө １，７２０人日ӹ月Ө １，７５０人日ӹ月Ө

自立訓練Ө
（機能訓練）Ө

１人ӹ月Ө １人ӹ月Ө １人ӹ月Ө

２０人日ӹ月Ө ２０人日ӹ月Ө ２０人日ӹ月Ө

自立訓練Ө
（生活訓練）Ө

６人ӹ月Ө ７人ӹ月Ө ８人ӹ月Ө

１００人日ӹ月Ө １１５人日ӹ月Ө １２０人日ӹ月Ө

うち精神障害者の利用Ө ３人ӹ月Ө ４人ӹ月Ө ５人ӹ月Ө

就労選択支援Ө －Ө ２人ӹ月Ө ５人ӹ月Ө

就労移行支援Ө
５人ӹ月Ө ７人ӹ月Ө ９人ӹ月Ө

５４人日ӹ月Ө ８４人日ӹ月Ө １１４人日ӹ月Ө

就労継続支援Ө
（ԋ 型）Ө

１人ӹ月Ө １人ӹ月Ө １人ӹ月Ө

１０人日ӹ月Ө １５人日ӹ月Ө ２０人日ӹ月Ө

就労継続支援Ө
（Ԍ型）Ө

４８人ӹ月Ө ５０人ӹ月Ө ５３人ӹ月Ө

８４６人日ӹ月Ө ８９５人日ӹ月Ө ９４７人日ӹ月Ө

就労定着支援Ө １人ӹ月Ө ２人ӹ月Ө ３人ӹ月Ө

療養介護Ө ５人ӹ月Ө ５人ӹ月Ө ５人ӹ月Ө

短期入所Ө
（福祉型）Ө

１０人ӹ月Ө １１人ӹ月Ө １２人ӹ月Ө

※４人ӹ月Ө ※６人ӹ月Ө ※８人ӹ月Ө

６０人日ӹ月Ө ６５人日ӹ月Ө ７０人日ӹ月Ө

短期入所Ө
（医療型）Ө

１人ӹ月Ө １人ӹ月Ө １人ӹ月Ө

※１人ӹ月Ө ※１人ӹ月Ө ※１人ӹ月Ө

１５人日ӹ月Ө １５人日ӹ月Ө １５人日ӹ月Ө

※うち重度障害者利用者数（区分４以上）Ө

（就労選択支援サービス利用開始は令和７年１０月から）Ө

Ө

Ө
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ウ）Ө 第７期計画見込量Ө

区分Ө Ｒ６年度Ө ԡ７年度Ө ԡ８年度Ө

生活介護Ө

９０人ӹ月Ө ９３人ӹ月Ө ９６人ӹ月Ө

※７０人ӹ月Ө ※７３人ӹ月Ө ※７６人ӹ月Ө

１，６９０人日ӹ月Ө １，７２０人日ӹ月Ө １，７５０人日ӹ月Ө

自立訓練Ө
（機能訓練）Ө

１人ӹ月Ө １人ӹ月Ө １人ӹ月Ө

２０人日ӹ月Ө ２０人日ӹ月Ө ２０人日ӹ月Ө

自立訓練Ө
（生活訓練）Ө

６人ӹ月Ө ７人ӹ月Ө ８人ӹ月Ө

１００人日ӹ月Ө １１５人日ӹ月Ө １２０人日ӹ月Ө

うち精神障害者の利用Ө ３人ӹ月Ө ４人ӹ月Ө ５人ӹ月Ө

就労選択支援Ө －Ө ２人ӹ月Ө ５人ӹ月Ө

就労移行支援Ө
５人ӹ月Ө ７人ӹ月Ө ９人ӹ月Ө

５４人日ӹ月Ө ８４人日ӹ月Ө １１４人日ӹ月Ө

就労継続支援Ө
（ԋ型）Ө

１人ӹ月Ө １人ӹ月Ө １人ӹ月Ө

１０人日ӹ月Ө １５人日ӹ月Ө ２０人日ӹ月Ө

就労継続支援Ө
（Ԍ 型）Ө

４８人ӹ月Ө ５０人ӹ月Ө ５３人ӹ月Ө

８４６人日ӹ月Ө ８９５人日ӹ月Ө ９４７人日ӹ月Ө

就労定着支援Ө １人ӹ月Ө ２人ӹ月Ө ３人ӹ月Ө

療養介護Ө ５人ӹ月Ө ５人ӹ月Ө ５人ӹ月Ө

短期入所Ө
（福祉型）Ө

１０人ӹ月Ө １１人ӹ月Ө １２人ӹ月Ө

※４人ӹ月Ө ※６人ӹ月Ө ※８人ӹ月Ө

６０人日ӹ月Ө ６５人日ӹ月Ө ７０人日ӹ月Ө

短期入所Ө
（医療型）Ө

１人ӹ月Ө １人ӹ月Ө １人ӹ月Ө

※１人ӹ月Ө ※１人ӹ月Ө ※１人ӹ月Ө

１５人日ӹ月Ө １５人日ӹ月Ө １５人日ӹ月Ө

※うち重度障害者利用者数（区分４以上）Ө

（就労選択支援サービス利用開始は令和７年１０月から）Ө

Ө

Ө
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エ）Ө サービス見込量確保のための方策ӨӨ

日中活動系サービスにおいては、新型コロナウイルス感染症の影響によりサービスの利用を制限せ

ざるを得ない事業所もあり、実績として全体的に大きな伸びは見られませんでした。しかし、就労継続

支援Ｂ型事業所においては、在宅支援として通所せずに行えるサービス提供を行うなど利用の継続に

繋がり、サービス提供体制の充実が図られました。Ө

生活介護は、これまでの実利用者数と利用時間を勘案し、障がいのある人の高齢化と重度化が進ん

でいること等を踏まえて見込量を設定します。Ө

自立訓練（生活訓練）・就労移行支援は、訓練を経て一般企業への就職を希望される発達や精神に

障がいのある人の利用が増えております。障がい者雇用をされる企業も増えていることで、働くこと

についての関心が高まっていることや、町が障がい者雇用の促進を今後の主要な取組ととらえている

ことを踏まえて見込量を設定します。Ө

Ө 就労選択支援は、令和７年１０月からの新規のサービスです。特別支援学校卒業者数、就労系サービ

スの新規利用者数や現在の利用者数等を勘案し見込量を設定します。Ө

Ө 就労継続支援（Ｂ型）は、利用実績及び利用者数をもとに、今後の利用ニーズなどを勘案して見込量

を設定します。Ө

Ө 就労定着支援は、現在就労移行支援等の利用を経て就職された方がおりません。障がい者等のニー

ズ、福祉施設利用者の一般就労への移行希望等を勘案し、見込量を設定します。Ө

Ө 療養介護は、現在の利用実績に基づき見込量を設定します。Ө

Ө 自立訓練（機能訓練）、就労継続支援（Ａ型）、短期入所（医療型）は、当町内に事業所がなく利用実績

もほぼありませんが、それぞれ一定程度の利用を見込んでいます。Ө

Ө 短期入所（福祉型）は、利用実績及び利用者数を基礎とし、障がいのある人の重度化や介護者の高齢

化といった潜在的なニーズを考慮し見込量を設定しました。地域生活支援拠点の枠組み等も最大限活

用しながら、利用者のニーズに応じたサービスの質の確保・向上のため、サービス提供事業者等との連

携に努めます。Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө
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③Ө 居住系サービスӨӨ

ア）Ө サービスの内容ӨӨ

サービス名ӨӨ サービスの内容ӨӨ

自立生活援助ӨӨ
居宅において単身等で生活する障がいのある人に対して、自立した日常生活を

営む上で必要な情報提供、助言、相談対応などの援助を行います。ӨӨ

共同生活援助ӨӨ
障がいのある人に対して、共同生活を営むべき住居で、相談、入浴、排せつ、食

事提供等の日常生活上の援助を行います。ӨӨ

施設入所支援ӨӨ
施設に入所する障がいのある人に、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に

関する相談及び助言、その他の日常生活上の支援を行います。ӨӨ

Ө

イ）Ө 第６期計画見込量と実績Ө Ө Ө Ө ӨӨ Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө 【単位】Ө 人：月間の利用人数Ө Ө

区分Ө
Ｒ３年度Ө ԡ４年度Ө ԡ５年度Ө

見込量Ө 実績Ө 見込量Ө 実績Ө 実績見込Ө

自立生活援助Ө ２人ӹ月Ө ０人ӹ月Ө ２人ӹ月Ө ０人ӹ月Ө ０人ӹ月Ө

共同生活援助Ө
（グループホーム）Ө

３９人ӹ月Ө ４４人ӹ月Ө ４３人ӹ月Ө ４３人ӹ月Ө ５３人ӹ月Ө

施設入所支援Ө ６０人ӹ月Ө ５６人ӹ月Ө ５９人ӹ月Ө ５６人ӹ月Ө ５３人ӹ月Ө

Ө

ウ）Ө 第７期計画見込量Ө

※うち重度障害者利用者数（区分４以上）Ө

エ）Ө サービス見込量確保のための方策ӨӨ

居住系サービスにおいて、令和３年度から自立生活援助の利用対象者が拡充となりましたが、他の

サービス利用で補えていることもあり利用実績はありませんでした。当町内や近隣市町村でグループ

ホームの整備が進み、利用者が増えたことで新規の施設利用者は少なくなりました。施設入所支援は

主に入所者の高齢による死亡、介護保険施設へ移行されるケースがあり利用実績が減少しています。Ө

区分Ө Ｒ６年度Ө ԡ７年度Ө ԡ８年度Ө

自立生活援助Ө １人ӹ月Ө ２人ӹ月Ө ３人ӹ月Ө

共同生活援助Ө
（グループホーム）Ө

４９人ӹ月Ө ５５人ӹ月Ө ６２人ӹ月Ө

※５人ӹ月Ө ※５人ӹ月Ө ※６人ӹ月Ө

施設入所支援Ө ５５人ӹ月Ө ５４人ӹ月Ө ５４人ӹ月Ө
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③Ө 居住系サービスӨӨ

ア）Ө サービスの内容ӨӨ

サービス名ӨӨ サービスの内容ӨӨ

自立生活援助ӨӨ
居宅において単身等で生活する障がいのある人に対して、自立した日常生活を

営む上で必要な情報提供、助言、相談対応などの援助を行います。ӨӨ

共同生活援助ӨӨ
障がいのある人に対して、共同生活を営むべき住居で、相談、入浴、排せつ、食

事提供等の日常生活上の援助を行います。ӨӨ

施設入所支援ӨӨ
施設に入所する障がいのある人に、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に

関する相談及び助言、その他の日常生活上の支援を行います。ӨӨ

Ө

イ）Ө 第６期計画見込量と実績Ө Ө Ө Ө ӨӨ Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө 【単位】Ө 人：月間の利用人数Ө Ө

区分Ө
Ｒ３年度Ө ԡ４年度Ө ԡ５年度Ө

見込量Ө 実績Ө 見込量Ө 実績Ө 実績見込Ө

自立生活援助Ө ２人ӹ月Ө ０人ӹ月Ө ２人ӹ月Ө ０人ӹ月Ө ０人ӹ月Ө

共同生活援助Ө
（グループホーム）Ө

３９人ӹ月Ө ４４人ӹ月Ө ４３人ӹ月Ө ４３人ӹ月Ө ５３人ӹ月Ө

施設入所支援Ө ６０人ӹ月Ө ５６人ӹ月Ө ５９人ӹ月Ө ５６人ӹ月Ө ５３人ӹ月Ө

Ө

ウ）Ө 第７期計画見込量Ө

※うち重度障害者利用者数（区分４以上）Ө

エ）Ө サービス見込量確保のための方策ӨӨ

居住系サービスにおいて、令和３年度から自立生活援助の利用対象者が拡充となりましたが、他の

サービス利用で補えていることもあり利用実績はありませんでした。当町内や近隣市町村でグループ

ホームの整備が進み、利用者が増えたことで新規の施設利用者は少なくなりました。施設入所支援は

主に入所者の高齢による死亡、介護保険施設へ移行されるケースがあり利用実績が減少しています。Ө

区分Ө Ｒ６年度Ө ԡ７年度Ө ԡ８年度Ө

自立生活援助Ө １人ӹ月Ө ２人ӹ月Ө ３人ӹ月Ө

共同生活援助Ө
（グループホーム）Ө

４９人ӹ月Ө ５５人ӹ月Ө ６２人ӹ月Ө

※５人ӹ月Ө ※５人ӹ月Ө ※６人ӹ月Ө

施設入所支援Ө ５５人ӹ月Ө ５４人ӹ月Ө ５４人ӹ月Ө
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自立生活援助は、アンケート調査の回答から、ひとり暮らしの希望者がみられたことや福祉施設やグ

ループホーム等からひとり暮らしへの移行希望による利用者を見込んで設定します。Ө

共同生活援助は、現時点の利用者数を基礎とし、近年の利用実績の伸び率や施設入所者の地域生

活への移行が進むことなどを踏まえ見込量を設定します。Ө

施設入所支援は、国の基本指針により令和４年度末時点の施設入所者数を基礎として、利用者数の

見込量を設定します。地域生活への移行の推進とともに、これまで自宅で介護していた人の高齢化や

障がいのある人ご自身の高齢化や重度化により、在宅での生活が困難となることで利用希望がある

と見込み大きな変動はないものと思われます。Ө

地域生活への移行や退院可能な精神に障がいのある人の地域生活の意向を進めることができるよ

う、各事業者と連携を図りながら、安心して生活できる居住の場の確保に努めます。Ө

Ө

④Ө 相談支援Ө

ア）Ө サービスの内容ӨӨ

サービス名ӨӨ サービスの内容ӨӨ

計画相談支援ӨӨ
障害福祉サービス利用者に対し、サービスの内容等を定めた「サービス等利用計画」

の作成を行い、事業所との連絡調整を行います。また、利用しているサービスが適

切であるか定期的に検証し、サービス等利用計画の見直しを行います。ӨӨ

地域移行支援ӨӨ
施設や病院から退所・退院する障がいのある人に対し、住居の確保や地域生活の移

行に関する相談等を行います。ӨӨ

地域定着支援ӨӨ
居宅で単身生活を行う障がいのある人に対し、常時の連絡体制を確保し、相談や緊

急時の対応等を行います。ӨӨ

Ө

イ）Ө 第６期計画見込量と実績Ө Ө Ө Ө ӨӨ Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө 【単位】Ө 人：月間の利用人数Ө

区分Ө
Ｒ３年度Ө ԡ４年度Ө ԡ５年度Ө

見込量Ө 実績Ө 見込量Ө 実績Ө 実績見込Ө

計画相談支援Ө
４５Ө

人ӹ月Ө
４３Ө

人ӹ月Ө
４６Ө

人ӹ月Ө
４９Ө

人ӹ月Ө
５８Ө

人ӹ月Ө

地域相談支援Ө
（地域移行支援）Ө

１Ө
人ӹ月Ө

０Ө
人ӹ月Ө

１Ө
人ӹ月Ө

０Ө
人ӹ月Ө

０Ө
人ӹ月Ө

地域相談支援Ө
（地域定着支援）Ө

１Ө
人ӹ月Ө

０Ө
人ӹ月Ө

１Ө
人ӹ月Ө

０Ө
人ӹ月Ө

０Ө
人ӹ月Ө

Ө

Ө
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ウ）Ө 第７期計画見込量Ө

Ө

エ）Ө サービス見込量確保のための方策ӨӨ

当町内や近隣市町村にも障害福祉サービス事業所が増えてきたことで関心が高まっていることも

あり、サービス利用に関する相談も増え、新規の利用開始により相談支援の実績も増えました。Ө

計画相談支援は、原則として全ての障害福祉サービス利用者を対象としています。今後の利用ニー

ズを勘案して見込量を設定します。地域生活への移行や相談内容も一層多様化していくことが見込ま

れるため、相談支援事業所や障害福祉サービス事業所などの関係機関との連携を密にし、相談支援体

制の充実を図ります。Ө

地域移行支援及び地域定着支援については提供実績がありませんが、地域への移行を進めるにあ

たっては重要な機能であり、基盤を整備し、提供量を確保することが求められます。施設入所者の地域

移行の推進にあたり見込量を設定します。Ө

Ө

Ө

� Ө

区分Ө Ｒ６年度Ө ԡ７年度Ө ԡ８年度Ө

計画相談支援Ө ５６人ӹ月Ө ６０人ӹ月Ө ６４人ӹ月Ө

地域相談支援Ө
（地域移行支援）Ө

１人ӹ月Ө １人ӹ月Ө １人ӹ月Ө

地域相談支援Ө
（地域定着支援）Ө

１人ӹ月Ө １人ӹ月Ө １人ӹ月Ө
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ウ）Ө 第７期計画見込量Ө

Ө

エ）Ө サービス見込量確保のための方策ӨӨ

当町内や近隣市町村にも障害福祉サービス事業所が増えてきたことで関心が高まっていることも

あり、サービス利用に関する相談も増え、新規の利用開始により相談支援の実績も増えました。Ө

計画相談支援は、原則として全ての障害福祉サービス利用者を対象としています。今後の利用ニー

ズを勘案して見込量を設定します。地域生活への移行や相談内容も一層多様化していくことが見込ま

れるため、相談支援事業所や障害福祉サービス事業所などの関係機関との連携を密にし、相談支援体

制の充実を図ります。Ө

地域移行支援及び地域定着支援については提供実績がありませんが、地域への移行を進めるにあ

たっては重要な機能であり、基盤を整備し、提供量を確保することが求められます。施設入所者の地域

移行の推進にあたり見込量を設定します。Ө

Ө

Ө

� Ө

区分Ө Ｒ６年度Ө ԡ７年度Ө ԡ８年度Ө

計画相談支援Ө ５６人ӹ月Ө ６０人ӹ月Ө ６４人ӹ月Ө

地域相談支援Ө
（地域移行支援）Ө

１人ӹ月Ө １人ӹ月Ө １人ӹ月Ө

地域相談支援Ө
（地域定着支援）Ө

１人ӹ月Ө １人ӹ月Ө １人ӹ月Ө
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日常生活支援Ө

（ӽ）Ө 地域生活支援事業の事業内容と見込量Ө

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ө

見込量の推計にあたっての考え方ӨӨӨӨ

各サービスの見込量については、次の事項を考慮して設定しました。ӨӨ

○ӨӨ前期計画期間におけるサービス等利用実績ӨӨ

○Ө アンケート調査から得た利用ニーズの動向等ӨӨ

Ө

①Ө 地域生活支援事業（必須事業）ӨӨ

ア）Ө 事業の内容Ө

事業名Ө 事業の内容Ө

理解促進研修・啓発事業ӨӨ
地域社会の住民に対して障がいのある人等に対する理解を深める、または「心のバリアフ

リー」の推進を図るための研修・啓発を行います。ӨӨ

自発的活動支援事業ӨӨ 障がいのある人等やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援を行います。ӨӨ

相談支援事業ӨӨ
障がいのある人やその家族などからの相談に応じ、必要な情報の提供や助言、障害福祉サ

ービスの利用支援や関係機関との連絡調整を行います。Ө

成年後見制度利用支援事業ӨӨ
補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる障がいのある人に、

制度利用に係る費用を支給します。ӨӨ

成年後見制度法人後見支

援事業ӨӨ

障がいのある人の権利擁護を図るため、法人後見実施のための研修や、法人後見の活動

を安定的に実施するための組織体制の構築、法人後見の適正な活動のための支援、その他

法人後見の活動の推進に関する取組を行います。ӨӨ

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

Ө

地域生活Ө

支援事業Ө

 

 

必Ө

須Ө

事Ө

業Ө

任 
意 
事 
業 

理解促進研修・啓発事業Ө
 
自発的活動支援事業Ө
 
相談支援事業Ө

成年後見制度利用支援事業Ө
 

日常生活Ө

用具給付Ө

等事業 
 

移動支援事業Ө
 
地域活動支援センターӨ
 

訪問入浴サービスӨ 日中一時支援Ө

社会参加支援Ө 声の広報等発行Ө

介護・訓練支援用具Ө 自立生活支援用具Ө

在宅療養等支援用具Ө 情報・意思疎通支援用具Ө

排泄管理支援用具Ө 居宅生活動作補助用具Ө

自動車運転免許取得費・Ө

自動車改造費助成事業Ө

成年後見制度法人後見支援事業Ө
 
意思疎通支援事業Ө
 

第 4章　第 7期障害福祉計画・第 3期障害児福祉計画 第 4章　第 7期障害福祉計画・第 3期障害児福祉計画

83 84



第４章� 第７期障害福祉計画・第３期障害児福祉計画�

���

事業名Ө 事業の内容Ө

意思疎通支援事業ӨӨ
手話通訳者、要約筆記者を派遣する事業、手話通訳者を設置する事業、点訳、代筆、代読、

音声訳等による支援事業など、障がいにより意思疎通を図ることに支障がある人等とその

他の人との意思疎通を支援します。ӨӨ

日常生活用具給付等事業ӨӨ
日常生活上の便宜を図るため、障がいのある人等に別に定める告示の要件を満たす用具

（６種）を給付または貸与します。ӨӨ

手話奉仕員養成研修事業ӨӨ
聴覚に障がいのある人等との交流活動の促進、実施主体の広報活動などの支援者として

期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成する研修を行いま

す。ӨӨ

移動支援事業ӨӨ
外出時に移動の支援が必要と認められる障がいのある人等に対し、社会生活上必要不可

欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援します。ӨӨ

地域活動支援センターӨӨ
障がいのある人等の地域生活支援の促進を図ることを目的とし、障がいのある人に対し、

創作的活動、生産活動の機会を提供します。ӨӨ

Ө

イ）Ө 第６期計画見込量と実績Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө 【単位】Ө ※ӻ：実施の有無Ө ※Ӽ：設置の有無Ө

区分Ө 単位Ө
Ｒ３年度Ө Ｒ４年度Ө Ｒ５年度Ө

見込量Ө 実績Ө 見込量Ө 実績Ө 実績見込Ө

理解促進研修・啓発事業Ө ※１Ө 有Ө 有Ө 有Ө 有Ө 有Ө

相談支援事業Ө

Ө

障害者相談支援事業Ө

Ө
障害者相談支援事業Ө 箇所Ө ３Ө ３Ө ３Ө ３Ө ３Ө

基幹相談支援センターӨ ※２Ө
令和５年度末までに設置の有無を検討Ө

検討Ө →Ө ７期計画へӨ

基幹相談支援ｾﾝﾀｰ等機能強化事業Ө ※１Ө 令和５年度末までに実施の有無を検討Ө 検討→無Ө

住宅入居等支援事業Ө ※１Ө 令和５年度末までに実施の有無を検討Ө 検討→無Ө

成年後見制度利用支援事業Ө 件Ө １Ө ０Ө １Ө ０Ө ０Ө

意志疎通支援事業Ө

Ө 手話通訳者・要約筆記者派遣事業Ө 件Ө ３Ө ０Ө ３Ө ０Ө ０Ө

Ө 手話通訳者設置事業Ө ※２Ө 令和５年度末までに設置の有無を検討Ө 検討→無Ө

日常生活用具給付等事業Ө

Ө

介護・訓練支援用具Ө 件Ө １Ө ０Ө １Ө ０Ө ０Ө

自立生活支援用具Ө 件Ө １Ө ２Ө １Ө １Ө １Ө

在宅療養等支援用具Ө 件Ө ２Ө １Ө ２Ө ０Ө ２Ө

情報・意思疎通支援用具Ө 件Ө ２Ө ３Ө ２Ө １Ө ２Ө

排泄管理支援用具Ө 件Ө ６１０Ө ５６７Ө ６１０Ө ５２９Ө ５３０Ө

居宅生活動作補助用具Ӳ住宅改修費ӴӨ 件Ө １Ө ０Ө １Ө ０Ө １Ө

移動支援事業Ө
人Ө １Ө ０Ө １Ө ０Ө ８Ө

時間Ө １４Ө ０Ө １４Ө ０Ө ６５Ө

地域活動支援センター事業Ө 人Ө １０Ө ３Ө １５Ө ２Ө ４Ө
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事業名Ө 事業の内容Ө

意思疎通支援事業ӨӨ
手話通訳者、要約筆記者を派遣する事業、手話通訳者を設置する事業、点訳、代筆、代読、

音声訳等による支援事業など、障がいにより意思疎通を図ることに支障がある人等とその

他の人との意思疎通を支援します。ӨӨ

日常生活用具給付等事業ӨӨ
日常生活上の便宜を図るため、障がいのある人等に別に定める告示の要件を満たす用具

（６種）を給付または貸与します。ӨӨ

手話奉仕員養成研修事業ӨӨ
聴覚に障がいのある人等との交流活動の促進、実施主体の広報活動などの支援者として

期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成する研修を行いま

す。ӨӨ

移動支援事業ӨӨ
外出時に移動の支援が必要と認められる障がいのある人等に対し、社会生活上必要不可

欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援します。ӨӨ

地域活動支援センターӨӨ
障がいのある人等の地域生活支援の促進を図ることを目的とし、障がいのある人に対し、

創作的活動、生産活動の機会を提供します。ӨӨ

Ө

イ）Ө 第６期計画見込量と実績Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө 【単位】Ө ※ӻ：実施の有無Ө ※Ӽ：設置の有無Ө

区分Ө 単位Ө
Ｒ３年度Ө Ｒ４年度Ө Ｒ５年度Ө

見込量Ө 実績Ө 見込量Ө 実績Ө 実績見込Ө

理解促進研修・啓発事業Ө ※１Ө 有Ө 有Ө 有Ө 有Ө 有Ө

相談支援事業Ө

Ө

障害者相談支援事業Ө

Ө
障害者相談支援事業Ө 箇所Ө ３Ө ３Ө ３Ө ３Ө ３Ө

基幹相談支援センターӨ ※２Ө
令和５年度末までに設置の有無を検討Ө

検討Ө →Ө ７期計画へӨ

基幹相談支援ｾﾝﾀｰ等機能強化事業Ө ※１Ө 令和５年度末までに実施の有無を検討Ө 検討→無Ө

住宅入居等支援事業Ө ※１Ө 令和５年度末までに実施の有無を検討Ө 検討→無Ө

成年後見制度利用支援事業Ө 件Ө １Ө ０Ө １Ө ０Ө ０Ө

意志疎通支援事業Ө

Ө 手話通訳者・要約筆記者派遣事業Ө 件Ө ３Ө ０Ө ３Ө ０Ө ０Ө

Ө 手話通訳者設置事業Ө ※２Ө 令和５年度末までに設置の有無を検討Ө 検討→無Ө

日常生活用具給付等事業Ө

Ө

介護・訓練支援用具Ө 件Ө １Ө ０Ө １Ө ０Ө ０Ө

自立生活支援用具Ө 件Ө １Ө ２Ө １Ө １Ө １Ө

在宅療養等支援用具Ө 件Ө ２Ө １Ө ２Ө ０Ө ２Ө

情報・意思疎通支援用具Ө 件Ө ２Ө ３Ө ２Ө １Ө ２Ө

排泄管理支援用具Ө 件Ө ６１０Ө ５６７Ө ６１０Ө ５２９Ө ５３０Ө

居宅生活動作補助用具Ӳ住宅改修費ӴӨ 件Ө １Ө ０Ө １Ө ０Ө １Ө

移動支援事業Ө
人Ө １Ө ０Ө １Ө ０Ө ８Ө

時間Ө １４Ө ０Ө １４Ө ０Ө ６５Ө

地域活動支援センター事業Ө 人Ө １０Ө ３Ө １５Ө ２Ө ４Ө
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ウ）Ө 第７期計画見込量Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө ӨӨ 【単位】※ӻ：実施の有無、※Ӽ：設置の有無Ө

区分Ө 単位Ө
Ｒ６年度Ө Ｒ７年度Ө Ｒ８年度Ө

見込量Ө 見込量Ө 見込量Ө

理解促進研修・啓発事業Ө ※１Ө 有Ө 有Ө 有Ө

自発的活動支援事業Ө ※１Ө 無Ө 無Ө 無Ө

相談支援事業Ө

Ө

障害者相談支援事業Ө

Ө
障害者相談支援事業Ө 箇所Ө ӽӨ ӽӨ ӽӨ

基幹相談支援センターӨ ※ӼӨ 無Ө 無Ө 有Ө

基幹相談支援ｾﾝﾀｰ等機能強化事業Ө ※ӻӨ 無Ө 無Ө 無Ө

住宅入居等支援事業Ө ※ӻӨ 無Ө 無Ө 無Ө

成年後見制度利用支援事業Ө 件Ө １Ө １Ө １Ө

成年後見制度法人後見支援事業Ө ※ӻӨ 無Ө 無Ө 無Ө

意志疎通支援事業Ө

Ө 手話通訳者・要約筆記者派遣事業Ө 件Ө ３Ө ３Ө ３Ө

Ө 手話通訳者設置事業Ө ※ӼӨ 検討Ө 検討Ө 検討Ө

日常生活用具給付等事業Ө

Ө

介護・訓練支援用具Ө 件Ө １Ө １Ө １Ө

自立生活支援用具Ө 件Ө １Ө １Ө １Ө

在宅療養等支援用具Ө 件Ө １Ө １Ө １Ө

情報・意思疎通支援用具Ө 件Ө ２Ө ２Ө ２Ө

排泄管理支援用具Ө 件Ө ５４０Ө ５４０Ө ５４０Ө

居宅生活動作補助用具Ӳ住宅改修費ӴӨ 件Ө １Ө １Ө １Ө

移動支援事業Ө
人Ө ５Ө ӿӨ ５Ө

時間Ө ２０Ө ӼӺӨ ２０Ө

地域活動支援センター事業（協定分含む）Ө 人Ө １０Ө ӻӺӨ １０Ө

Ө

エ）Ө サービス等見込量確保のための方策Ө

地域生活支援事業においては、障害福祉サービスや各種制度の利用方法とともに、広報や町ホーム

ページ、障がい者福祉のしおり等を活用し、必要とするサービスを適切に利用できるよう、内容や手続

きなどを紹介するとともに、相談窓口や相談支援体制の充実を図りました。基幹相談支援センターは、

近隣市町村の設置や運営状況をみながら設置について検討しましたが、総合的な相談窓口としてどの

ような体制を図るべきか模索している段階であり、次期計画でも検討を重ねることとし、令和８年度

末までの設置を見込んでいます。Ө
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理解促進研修・啓発事業は、地域共生社会の実現を目指し、障がいへの理解を深めるための啓発活

動等を継続的に行います。Ө

相談支援事業は、指定相談支援事業所３か所に引き続き事業委託し、連携を図りながら相談支援業

務の充実を図ります。また、美郷町総合支援協議会を活用しながら関係機関との連携を図り、相談支

援の質の向上を図るとともに、令和８年度末までに基幹相談支援センターを設置し、運営体制を明確

にします。Ө

成年後見制度利用支援事業は、障がいのある人の高齢化・重度化等に伴い、成年後見制度の必要性

は今後一層高まっていくことが予想されます。今後はニーズの把握に努めながら事業の周知に努めま

す。Ө

意思疎通支援事業は、秋田県及び秋田県聴覚障害者支援センターに手話通訳や要約筆記者の派遣

を依頼し事業を実施します。ニーズの把握に努めながら、今後も周知に努めるなど事業の充実を図り

ます。Ө

日常生活用具給付等事業は、支援が必要な人に行きわたるよう充分な周知を図りながら事業を継

続し、個々のニーズや障害特性に即した適切な給付に努めます。Ө

移動支援事業は、地域生活への移行及び社会参加を促進していくことから、実績等を勘案し利用者

数等を見込みます。事業所等との連携により事業の推進を図ります。Ө

地域活動支援センターは、事業を実施するサービス提供事業者に委託し、利用者のニーズに応じた、

創作的活動、利用者間の交流等の機会を提供します。広く情報提供を行うことにより利用の促進を図

ります。Ө

自発的活動支援事業、成年後見制度法人後見支援事業は、ニーズや活動の状況をみながら事業の

実施を検討します。Ө

Ө

②Ө 地域生活支援事業（任意事業）Ө

ア）Ө 事業の内容ӨӨ

事業名ӨӨ 事業の内容ӨӨ

訪問入浴サービス事業Ө
身体に重度の障がいのある人の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図ることを目的と

して、訪問により居宅において入浴サービスを提供します。Ө

日中一時支援事業ӨӨ
障がいのある人の介護者が、病気等の理由により介護ができない場合に、一時的に事業所

で見守りその他の必要な日常生活支援を行います。ӨӨ

声の広報等発行Ө
視覚に障がいのある人に対し、町広報誌等を音読録音したカセットテープを郵送配布しま

す。ӨӨ
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理解促進研修・啓発事業は、地域共生社会の実現を目指し、障がいへの理解を深めるための啓発活

動等を継続的に行います。Ө

相談支援事業は、指定相談支援事業所３か所に引き続き事業委託し、連携を図りながら相談支援業

務の充実を図ります。また、美郷町総合支援協議会を活用しながら関係機関との連携を図り、相談支

援の質の向上を図るとともに、令和８年度末までに基幹相談支援センターを設置し、運営体制を明確

にします。Ө

成年後見制度利用支援事業は、障がいのある人の高齢化・重度化等に伴い、成年後見制度の必要性

は今後一層高まっていくことが予想されます。今後はニーズの把握に努めながら事業の周知に努めま

す。Ө

意思疎通支援事業は、秋田県及び秋田県聴覚障害者支援センターに手話通訳や要約筆記者の派遣

を依頼し事業を実施します。ニーズの把握に努めながら、今後も周知に努めるなど事業の充実を図り

ます。Ө

日常生活用具給付等事業は、支援が必要な人に行きわたるよう充分な周知を図りながら事業を継

続し、個々のニーズや障害特性に即した適切な給付に努めます。Ө

移動支援事業は、地域生活への移行及び社会参加を促進していくことから、実績等を勘案し利用者

数等を見込みます。事業所等との連携により事業の推進を図ります。Ө

地域活動支援センターは、事業を実施するサービス提供事業者に委託し、利用者のニーズに応じた、

創作的活動、利用者間の交流等の機会を提供します。広く情報提供を行うことにより利用の促進を図

ります。Ө

自発的活動支援事業、成年後見制度法人後見支援事業は、ニーズや活動の状況をみながら事業の

実施を検討します。Ө

Ө

②Ө 地域生活支援事業（任意事業）Ө

ア）Ө 事業の内容ӨӨ

事業名ӨӨ 事業の内容ӨӨ

訪問入浴サービス事業Ө
身体に重度の障がいのある人の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図ることを目的と

して、訪問により居宅において入浴サービスを提供します。Ө

日中一時支援事業ӨӨ
障がいのある人の介護者が、病気等の理由により介護ができない場合に、一時的に事業所

で見守りその他の必要な日常生活支援を行います。ӨӨ

声の広報等発行Ө
視覚に障がいのある人に対し、町広報誌等を音読録音したカセットテープを郵送配布しま

す。ӨӨ
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事業名ӨӨ 事業の内容ӨӨ

音声コード対応配布物

の発行Ө
文字による情報入手が困難な障がいのある人に対し、町が提供する情報について、音声コ

ード対応配布物を発行し、音声読み上げアプリ等の活用について周知を図ります。Ө

自動車運転免許取得費

助成事業ӨӨ
就労や社会参加の促進を図るため、身体又は知的障がいのある人が自動車運転免許を取得

する場合に、１０万円を限度として費用の一部を助成します。Ө

自動車改造費助成事業ӨӨ
就労や社会参加の促進を図るため、重度の身体に障がいのある人が自ら所有し運転する自

動車を改造する場合に、１０万円を限度として費用の一部を助成します。ӨӨ

Ө

イ）Ө 第６期計画見込量と実績Ө

区分Ө 単位Ө
Ｒ３年度Ө Ｒ４年度Ө Ｒ５年度Ө

見込量Ө 実績Ө 見込量Ө 実績Ө 実績見込Ө

訪問入浴サービス事業Ө 回Ө ３７０Ө ４７４Ө ３７０Ө ４５６Ө ４２０Ө

日中一時支援事業Ө 回Ө １２０Ө ４９Ө １２０Ө ６Ө ５０Ө

声の広報等発行Ө 回Ө ２４Ө ２７Ө ２４Ө ２６Ө ２４Ө

自動車運転免許取得費助成事業Ө 人Ө １Ө ０Ө １Ө ０Ө ０Ө

自動車改造費助成事業Ө 人Ө １Ө １Ө １Ө ０Ө １Ө

Ө

ウ）Ө 第７期計画見込量Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө 【単位】※ӻ：実施の有無Ө

区分Ө 単位Ө
Ｒ６年度Ө Ｒ７年度Ө Ｒ８年度Ө

見込量Ө 見込量Ө 見込量Ө

訪問入浴サービス事業Ө 回Ө ３８０Ө ３８０Ө ３８０Ө

日中一時支援事業Ө 回Ө ６０Ө ６０Ө ６０Ө

声の広報等発行Ө 回Ө ２４Ө ２４Ө ２４Ө

音声コード対応配布物の発行Ө ※１Ө １Ө １Ө １Ө

自動車運転免許取得費助成事業Ө 人Ө １Ө １Ө １Ө

自動車改造費助成事業Ө 人Ө 有Ө 有Ө 有Ө

Ө

エ）Ө サービス等見込量確保のための方策ӨӨ

障がいのある人が、その有する能力や適性に応じ、自立した日常生活または社会生活を営むことが

できるよう支援するため、地域生活支援事業の任意事業として、現在実施している５事業を継続して

実施していくとともに、事業内容の充実に努めます。音声コード対応配布物の発行は新規事業として

実施します。今後、障がいのある人の地域生活への移行状況、生活実態、ニーズ等を充分に考慮しなが

ら、必要な事業の創設や事業の見直しを行います。Ө

Ө

Ө
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（Ӿ）Ө 指定通所支援等の利用に係る見込量と今後の方策Ө

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

㻌㻌

㻌㻌
㻌

��
見込量の推計にあたっての考え方ӨӨӨӨ

各サービスの見込量については、次の事項を考慮して設定しました。ӨӨ

○ӨӨ前期計画期間におけるサービス等利用実績ӨӨ

○Ө アンケート調査から得た利用ニーズの動向等ӨӨ

○Ө 地域における児童の数の推移、現在サービス利用している障がい児童の数、医療的ケア児等Ө

のニーズ、認定こども園、放課後児童クラブにおける障がい児の受け入れ状況等��
㻌

①Ө 障害児通所支援Ө

ア）�� サービスの内容Ө

サービス名ӨӨ サービスの内容ӨӨ

児童発達支援ӨӨ
未就学の障がいのある子どもに対し、日常生活における基本的な動作の指導、

知識技能の付与、または集団生活への適応訓練を行います。ӨӨ

放課後等デイサービスӨӨ
就学中の障がいのある子どもに対し、授業終了後、夏休み等の休業日に、生活能

力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行います。ӨӨ

保育所等訪問支援ӨӨ
保育所等を訪問して、障がいのある子どもに対し、集団生活への適応のための

専門的な支援を行います。ӨӨ

居宅訪問型児童発達支援Ө

重度の障がいがあり、児童発達支援等を受けるために外出することが著しく困

難な障がいのある子どもに対し、居宅を訪問して児童発達支援と同様の支援を

行います。Ө

Ө

 

 

 

指Ө

定Ө

通Ө

所Ө

支Ө

援Ө

 
 
 
Ө

指Ө

定Ө

通Ө

所Ө

支Ө

援Ө

等 

Ө

指定障害児相談支援Ө

�

サービスに利用開始や継続に際して、障がいのあ

る児童の心身の状態やその置かれている環境等

を勘案し、障害児支援利用計画を作成します。Ө

 
児童発達支援Ө

未就学児を対象として日常生活における基本的
な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適
応訓練、その他必要な支援を行います。Ө

 

放課後等デイサービス 
就学児を対象として授業の終了後又は
夏休み等の休業日に、生活能力の向上
のために必要な訓練、社会との交流の
促進などを行います。Ө

 

保育所等訪問支援Ө

保育所等における集団生活への適応の
ための専門的な支援その他必要な支援
を行います。Ө

居宅訪問型Ө

児童発達支援Ө

重度の障がい等により外出が困難な
障がい児について居宅を訪問して発
達支援を提供します。Ө
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（4） 指定通所支援等の利用に係る見込量と今後の方策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

  
見込量の推計にあたっての考え方    

各サービスの見込量については、次の事項を考慮して設定しました。  

○  前期計画期間におけるサービス等利用実績  

○ アンケート調査から得た利用ニーズの動向等  

○ 地域における児童の数の推移、現在サービス利用している障がい児童の数、医療的ケア児等 

のニーズ、認定こども園、放課後児童クラブにおける障がい児の受け入れ状況等  
 

① 障害児通所支援 

ア）  サービスの内容 

サービス名  サービスの内容  

児童発達支援  
未就学の障がいのある子どもに対し、日常生活における基本的な動作の指導、

知識技能の付与、または集団生活への適応訓練を行います。  

放課後等デイサービス  
就学中の障がいのある子どもに対し、授業終了後、夏休み等の休業日に、生活能

力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行います。  

保育所等訪問支援  
保育所等を訪問して、障がいのある子どもに対し、集団生活への適応のための

専門的な支援を行います。  

居宅訪問型児童発達支援 

重度の障がいがあり、児童発達支援等を受けるために外出することが著しく困

難な障がいのある子どもに対し、居宅を訪問して児童発達支援と同様の支援を

行います。 
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指定障害児相談支援 

 

サービスに利用開始や継続に際して、障がいのあ

る児童の心身の状態やその置かれている環境等

を勘案し、障害児支援利用計画を作成します。 

 
児童発達支援 

未就学児を対象として日常生活における基本的
な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適
応訓練、その他必要な支援を行います。 

 

放課後等デイサービス 
就学児を対象として授業の終了後又は
夏休み等の休業日に、生活能力の向上
のために必要な訓練、社会との交流の
促進などを行います。 

 

保育所等訪問支援 
保育所等における集団生活への適応の
ための専門的な支援その他必要な支援
を行います。 

居宅訪問型 

児童発達支援 

重度の障がい等により外出が困難な
障がい児について居宅を訪問して発
達支援を提供します。 
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（Ӿ）Ө 指定通所支援等の利用に係る見込量と今後の方策Ө
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

㻌㻌
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��
見込量の推計にあたっての考え方ӨӨӨӨ

各サービスの見込量については、次の事項を考慮して設定しました。ӨӨ

○ӨӨ前期計画期間におけるサービス等利用実績ӨӨ

○Ө アンケート調査から得た利用ニーズの動向等ӨӨ

○Ө 地域における児童の数の推移、現在サービス利用している障がい児童の数、医療的ケア児等Ө

のニーズ、認定こども園、放課後児童クラブにおける障がい児の受け入れ状況等��
㻌

①Ө 障害児通所支援Ө

ア）�� サービスの内容Ө

サービス名ӨӨ サービスの内容ӨӨ

児童発達支援ӨӨ
未就学の障がいのある子どもに対し、日常生活における基本的な動作の指導、

知識技能の付与、または集団生活への適応訓練を行います。ӨӨ

放課後等デイサービスӨӨ
就学中の障がいのある子どもに対し、授業終了後、夏休み等の休業日に、生活能

力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行います。ӨӨ

保育所等訪問支援ӨӨ
保育所等を訪問して、障がいのある子どもに対し、集団生活への適応のための

専門的な支援を行います。ӨӨ

居宅訪問型児童発達支援Ө

重度の障がいがあり、児童発達支援等を受けるために外出することが著しく困

難な障がいのある子どもに対し、居宅を訪問して児童発達支援と同様の支援を

行います。Ө

Ө

 

 

 

指Ө

定Ө

通Ө

所Ө

支Ө

援Ө

 
 
 
Ө

指Ө

定Ө

通Ө

所Ө

支Ө

援Ө
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Ө

指定障害児相談支援Ө

�

サービスに利用開始や継続に際して、障がいのあ

る児童の心身の状態やその置かれている環境等

を勘案し、障害児支援利用計画を作成します。Ө

 
児童発達支援Ө

未就学児を対象として日常生活における基本的
な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適
応訓練、その他必要な支援を行います。Ө

 

放課後等デイサービス 
就学児を対象として授業の終了後又は
夏休み等の休業日に、生活能力の向上
のために必要な訓練、社会との交流の
促進などを行います。Ө

 

保育所等訪問支援Ө

保育所等における集団生活への適応の
ための専門的な支援その他必要な支援
を行います。Ө

居宅訪問型Ө

児童発達支援Ө

重度の障がい等により外出が困難な
障がい児について居宅を訪問して発
達支援を提供します。Ө

第４章� 第７期障害福祉計画・第３期障害児福祉計画�
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��

Ө

イ）Ө 第６期計画見込量と実績Ө Ө Ө Ө Ө 【単位】Ө人：月間の利用人数Ө 時間：月間のサービス提供日数�

区分Ө
Ｒ３年度Ө ԡ４年度Ө ԡ５年度Ө

見込量Ө 実績Ө 見込量Ө 実績Ө 実績見込Ө

児童発達支援Ө
２人ӹ月Ө ９人ӹ月Ө ３人ӹ月Ө １３人ӹ月Ө １３人ӹ月Ө

１２人日ӹ月Ө ３９人日ӹ月Ө １６人日ӹ月Ө ５５人日ӹ月Ө ５６人日ӹ月Ө

医療型Ө
児童発達支援Ө

１人ӹ月Ө ０人ӹ月Ө １人ӹ月Ө ０人ӹ月Ө ０人ӹ月Ө

２人日ӹ月Ө ０人日ӹ月Ө ２人日ӹ月Ө ０人日ӹ月Ө ０人日ӹ月Ө

放課後等Ө
デイサービスӨ

２０人ӹ月Ө ３７人ӹ月Ө ２１人ӹ月Ө ４２人ӹ月Ө ５１人ӹ月Ө

２０５人日ӹ月Ө ２５５人日ӹ月Ө ２１０人日ӹ月Ө ３２２人日ӹ月Ө ４０２人日ӹ月Ө

保育所等Ө
訪問支援Ө

１人ӹ月Ө ０人ӹ月Ө １人ӹ月Ө １人ӹ月Ө １人ӹ月Ө

１人日ӹ月Ө ０人日ӹ月Ө １人日ӹ月Ө １人日ӹ月Ө １人日ӹ月Ө

居宅訪問型Ө
児童発達支援Ө

１人ӹ月Ө ０人ӹ月Ө １人ӹ月Ө ０人ӹ月Ө ０人ӹ月Ө

８人日ӹ月Ө ０人日ӹ月Ө ８人日ӹ月Ө ０人日ӹ月Ө ０人日ӹ月Ө

Ө

ウ）Ө 第７期計画見込量Ө

Ө

Ө

区分Ө Ｒ６年度Ө ԡ７年度Ө ԡ８年度Ө

児童発達支援Ө
１４人ӹ月Ө １５人ӹ月Ө １６人ӹ月Ө

５９人日ӹ月Ө ６３人日ӹ月Ө ６７人日ӹ月Ө

放課後等Ө
デイサービスӨ

５５人ӹ月Ө ６０人ӹ月Ө ６５人ӹ月Ө

４１０人日ӹ月Ө ４３０人日ӹ月Ө ４５０人日ӹ月Ө

保育所等Ө
訪問支援Ө

１人ӹ月Ө １人ӹ月Ө １人ӹ月Ө

１人日ӹ月Ө １人日ӹ月Ө １人日ӹ月Ө

居宅訪問型Ө
児童発達支援Ө

１人ӹ月Ө １人ӹ月Ө １人ӹ月Ө

１人日ӹ月Ө １人日ӹ月Ө １人日ӹ月Ө
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第４章� 第７期障害福祉計画・第３期障害児福祉計画�

����
��

Ө

エ）Ө サービス見込量確保のための方策ӨӨ

障害児通所支援における児童発達支援、放課後等デイサービスは、療育に対し保護者の関心が高ま

っていることや実施事業所が町内に新設され通所しやすくなったことなどにより、利用される児童が

年々増えております。医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援は利用ニーズがありませんでし

た。Ө

保育所等訪問支援は、児童発達支援の実施事業所がサービス提供をしていることで周知され、利用

される児童が僅かにみられております。Ө

地域における児童の数の推移、現在サービス利用している障がい児童の数、医療的ケア児等のニー

ズ、認定こども園や放課後児童クラブにおいて配慮を要する児童の受入状況等を勘案し見込量を設定

します。Ө

児童発達支援、放課後等デイサービスは、今後も需要が高まることが予想されます。町内の既存の

事業所は、キャパシティの意味で大幅な受入増を望むことは難しい状況にあり、近隣市町村の事業所

と連携を図りながら、今後も安心してサービスを利用できる環境づくりを図っていきます。Ө

�

②Ө Ө 障害児相談支援Ө

ア）Ө サービスの内容ӨӨ

サービス名ӨӨ サービスの内容ӨӨ

障害児相談支援ӨӨ
障害児通所支援を利用する子どもに対し、支援の内容等を定めた「障害児支援利

用計画」の作成を行い、一定期間ごとに見直しを行いますӨ

Ө

イ）Ө 第６期計画見込量と実績Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө【単位】Ө 人：月間の利用人数Ө

区分Ө
Ｒ３年度Ө ԡ４年度Ө ԡ５年度Ө

見込量Ө 実績Ө 見込量Ө 実績Ө 実績見込Ө

障害児相談支援Ө １１人ӹ月Ө １１人ӹ月Ө １２人ӹ月Ө １３人ӹ月Ө １４人ӹ月Ө

Ө

ウ）Ө 第７期計画見込量Ө

区分Ө Ｒ６年度Ө ԡ７年度Ө ԡ８年度Ө

障害児相談支援Ө １３人ӹ月Ө １５人ӹ月Ө １７人ӹ月Ө

Ө
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Ө

エ）Ө サービス見込量確保のための方策ӨӨ

障害児通所支援における児童発達支援、放課後等デイサービスは、療育に対し保護者の関心が高ま

っていることや実施事業所が町内に新設され通所しやすくなったことなどにより、利用される児童が

年々増えております。医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援は利用ニーズがありませんでし

た。Ө

保育所等訪問支援は、児童発達支援の実施事業所がサービス提供をしていることで周知され、利用

される児童が僅かにみられております。Ө

地域における児童の数の推移、現在サービス利用している障がい児童の数、医療的ケア児等のニー

ズ、認定こども園や放課後児童クラブにおいて配慮を要する児童の受入状況等を勘案し見込量を設定

します。Ө

児童発達支援、放課後等デイサービスは、今後も需要が高まることが予想されます。町内の既存の

事業所は、キャパシティの意味で大幅な受入増を望むことは難しい状況にあり、近隣市町村の事業所

と連携を図りながら、今後も安心してサービスを利用できる環境づくりを図っていきます。Ө

�

②Ө Ө 障害児相談支援Ө

ア）Ө サービスの内容ӨӨ

サービス名ӨӨ サービスの内容ӨӨ

障害児相談支援ӨӨ
障害児通所支援を利用する子どもに対し、支援の内容等を定めた「障害児支援利

用計画」の作成を行い、一定期間ごとに見直しを行いますӨ

Ө

イ）Ө 第６期計画見込量と実績Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө Ө【単位】Ө 人：月間の利用人数Ө

区分Ө
Ｒ３年度Ө ԡ４年度Ө ԡ５年度Ө

見込量Ө 実績Ө 見込量Ө 実績Ө 実績見込Ө

障害児相談支援Ө １１人ӹ月Ө １１人ӹ月Ө １２人ӹ月Ө １３人ӹ月Ө １４人ӹ月Ө

Ө

ウ）Ө 第７期計画見込量Ө

区分Ө Ｒ６年度Ө ԡ７年度Ө ԡ８年度Ө

障害児相談支援Ө １３人ӹ月Ө １５人ӹ月Ө １７人ӹ月Ө

Ө
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Ө

エ）Ө サービス見込量確保のための方策ӨӨ

障害児相談支援は、概ね見込み通りの数値となっています。今後は、障害児通所支援を利用する障

がい児の増加を勘案し、見込量を設定します。Ө

それぞれの障がいに応じた適切な療育を受けられるよう、認定こども園や町内小中学校、特別支援

学校、町保健センター等と連携し、対象者の把握に努めます。障がいのある子どもとそのご家族の心

身両面を支援するサービス提供体制の確保を図るため、相談支援事業所や障害福祉サービス事業所

などの関係機関との連携を密にし、相談支援体制の充実を図ります。Ө

�
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第 �章� 各計画の推進に向けて�

���

Ө

ӻӨ 計画の推進のためにӨ

計画を推進し、目標を達成するためには、実施してきた施策の効果や達成度に鑑み、計画の内容を

変更する必要が生じることもあります。Ө

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）では、計画に

定める事項について、定期的に調査、分析、評価を行い、必要があると認めるときは、計画の変更その

他の必要な措置を講じることとされています。Ө

本計画にあたっては、「計画（ԟｌԱՂ）」「実行ӲԎՃӴ」「評価（ԍԸԵԳԽ）」「改善（Ａｃｔ）」の「ＰＤＣＡサイク

ル」にて、進捗管理を行います。Ө

Ө

ӼӨ 計画の推進体制Ө

美郷町総合支援協議会を中心として、相談支援事業所や障害福祉サービス事業所等の関係機関が

連携し、計画の具体化に向けた協議を行いながら協働して計画の推進に努めます。Ө

【美郷町総合支援協議会体系図】
障がい者、障がい児、障がい児の保護者、障がい児・障がい者の介護を行う者など

美郷町福祉保健課 （美郷町相談支援事業実施要綱による事業委託）
相談支援事業所 等

相談 支援相談支援

美郷町総合支援協議会

全
体
会
議
（
年
２
回
開
催
）

実
務
者
会
議

（
必
要
に
応
じ
て
年
２
回
～
４
回
開
催
）

相談支援事業者を代表する者

障害福祉サービス事業者を代表する者

医療関係機関を代表する者

教育関係機関を代表する者

雇用関係機関を代表する者

高齢者福祉関係機関を代表する者

障害者団体を代表する者

その他町長が必要と認める者

その他必要な関係者

連携 連携

国・県・近隣の市

連携

【所掌事務】（開催要領 第２条第１項より）
・第１号 関係機関において業務上課題となった事項に関すること
・第２号 相談支援事業の中立公平性に関すること
・第３号 地域における連携体制の構築等に関すること
・第４号 障害福祉計画の点検・評価等
・第５号 障害を理由とする差別を解消するための取組に関すること
・第６号 地域生活支援拠点等に関すること
・第７号 その他協議する必要がある事項に関すること
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Ө

ӻӨ 計画の推進のためにӨ

計画を推進し、目標を達成するためには、実施してきた施策の効果や達成度に鑑み、計画の内容を

変更する必要が生じることもあります。Ө

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）では、計画に

定める事項について、定期的に調査、分析、評価を行い、必要があると認めるときは、計画の変更その

他の必要な措置を講じることとされています。Ө

本計画にあたっては、「計画（ԟｌԱՂ）」「実行ӲԎՃӴ」「評価（ԍԸԵԳԽ）」「改善（Ａｃｔ）」の「ＰＤＣＡサイク

ル」にて、進捗管理を行います。Ө

Ө

ӼӨ 計画の推進体制Ө

美郷町総合支援協議会を中心として、相談支援事業所や障害福祉サービス事業所等の関係機関が

連携し、計画の具体化に向けた協議を行いながら協働して計画の推進に努めます。Ө

【美郷町総合支援協議会体系図】
障がい者、障がい児、障がい児の保護者、障がい児・障がい者の介護を行う者など

美郷町福祉保健課 （美郷町相談支援事業実施要綱による事業委託）
相談支援事業所 等

相談 支援相談支援

美郷町総合支援協議会

全
体
会
議
（
年
２
回
開
催
）

実
務
者
会
議

（
必
要
に
応
じ
て
年
２
回
～
４
回
開
催
）

相談支援事業者を代表する者

障害福祉サービス事業者を代表する者

医療関係機関を代表する者

教育関係機関を代表する者

雇用関係機関を代表する者

高齢者福祉関係機関を代表する者

障害者団体を代表する者

その他町長が必要と認める者

その他必要な関係者

連携 連携

国・県・近隣の市

連携

【所掌事務】（開催要領 第２条第１項より）
・第１号 関係機関において業務上課題となった事項に関すること
・第２号 相談支援事業の中立公平性に関すること
・第３号 地域における連携体制の構築等に関すること
・第４号 障害福祉計画の点検・評価等
・第５号 障害を理由とする差別を解消するための取組に関すること
・第６号 地域生活支援拠点等に関すること
・第７号 その他協議する必要がある事項に関すること

Ө
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ӽӨ 計画の達成状況の点検と評価Ө

毎年、各計画の進捗状況を把握し、障がい者施策や関連施策の動向も踏まえながら、計画について

分析・評価を行います。Ө

毎年行う評価及び実績については、美郷町総合支援協議会に報告し、意見を聴くとともに、その結

果について公表します。Ө

Ө

ӾӨ 計画の中間見直しӨ

障害福祉計画、及び障害児福祉計画については、国が３年を一期として計画を作成することを基本

とし、令和６年度から令和８年度までの３年間における計画策定の基本指針を設定し、障害福祉サービ

ス等の見込量等について定めております。また、令和８年度には次期計画に向けその見直しを実施す

ることとされています。Ө

これに伴い、本町においても令和８年度には、障害者計画の計画期間の後半にあたる令和９年度か

ら始まる障害福祉計画及び障害児福祉計画において、障害福祉サービス等の見込量等について改め

て定める予定です。Ө

令和８年度の国の基本方針等の見直しに合わせ、社会情勢の変化や地域の実情等に鑑みながら、障

害福祉計画及び障害児福祉計画の中間見直しを実施し、また、これに合わせ、障害者計画においても

障害福祉計画及び障害児福祉計画の見直しの内容を反映し、各計画における整合性を図っていきま

す。Ө

� Ө
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Ө

Ө

美郷町総合支援協議会Ө 委員名簿（計画策定）Ө

Ө

職名Ө 氏名Ө 所属等Ө 備考Ө

会長Ө 石
いし

Ө 川
かわ

Ө 悦
えつ

Ө 郎
ろう

Ө
社会福祉法人Ө 慈泉会Ө

県南障害者就業・生活支援センターӨ
保健及び福祉関係者Ө

副会長Ө 高
たか

Ө 橋
はし

Ө 真由美
ま ゆ み

Ө 美郷町介護事業所Ө 福祉団体に関する者Ө

Ө 松
まつ

Ө 井
い

Ө 淳
じゅん

Ө 子
Ө こ

Ө 地域生活支援センターのぞみӨ 保健及び福祉関係者Ө

Ө 三
み

Ө 浦
うら

Ө 靖
やす

Ө 之
ゆき

Ө 後三年鴻声の里Ө 保健及び福祉関係者Ө

Ө 福
ふく

Ө 田
だ

Ө 晃
こう

Ө 一
いち

Ө 横手興生病院Ө 保健及び福祉関係者Ө

Ө 渡
わた

Ө 會
らい

Ө 義
よし

Ө 信
のぶ

Ө 秋田県立大曲支援学校Ө 関係行政機関の職員Ө

Ө 佐
さ

Ө 藤
とう

Ө 和
かず

Ө 徳
のり

Ө 大曲公共職業安定所Ө 関係行政機関の職員Ө

Ө 村
むら

Ө 田
た

Ө ӨӨ 薫
かおる

Ө 美郷町身体障害者協会Ө 障がい者及びその家族Ө

Ө 加
か

Ө 藤
とう

Ө 堅之助
けんのすけ

Ө 美郷町民生児童委員協議会Ө 識見を有する者Ө

Ө 青
あお

Ө 谷
や

Ө 千
ち

Ө 里
さと

Ө 美郷町教育委員会Ө 関係行政機関の職員Ө

Ө

Ө

Ө

Ө
Ө

Ө

Ө

「第３期美郷町障害者計画」Ө

「Ө美郷町障害福祉計画（第７期）Ө

美郷町障害児福祉計画（第３期）」ӨӨ ӨӨӨ Ө Ө Ө
Ө

発行年月：令和６年３月Ө
Ө

発行：美郷町Ө

編集：美郷町Ө 福祉保健課Ө 福祉班Ө
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